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第１２９回あわら市議会定例会議事日程 

 

                         第 １ 日 

                         令和７年１１月２５日（火） 

                         午前９時３０分開議 

 

１.開会の宣告 

１.市長招集挨拶 

１.開議の宣告 

１.諸般の報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 報告第１４号 専決処分の報告について 

            （損害賠償の額を定めることについて） 

日程第 ４ 議案第７４号 令和７年度あわら市一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ５ 議案第７５号 令和７年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第 ６ 議案第７６号 令和７年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第７７号 令和７年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第７８号 令和７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第１号） 

日程第 ９ 議案第７９号 あわら市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第８０号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第１１ 議案第８１号 あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第８２号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例及びあわら市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第１３ 議案第８３号 あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８４号 あわら市災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第１５ 議案第８５号 あわら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について 

日程第１６ 議案第８６号 あわら市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について 
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日程第１７ 議案第８７号 あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制

定について 

日程第１８ 議案第８８号 あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の

制定について 
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いて 
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日程第２１ 議案第９１号 公の施設の指定管理者の指定について 
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 （散  会） 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（室谷陽一郎君） ただいまから、第１２９回あわら市議会定例会を開会いたし

ます。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎市長招集挨拶 

○議長（室谷陽一郎君） 開会に当たり、市長からの招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 本日ここに、第１２９回あわら市議会定例会が開会されるにあ

たり、一言ご挨拶申し上げます。 

議員各位におかれましては、冷え込みの厳しい折にご参集いただき、心より感謝

申し上げます。 

さて、市政に関する取組状況について、ご報告申し上げます。 

まず、「第３８期竜王戦第２局あわら対局」について申し上げます。 

去る、１０月１６日、１７日、あわら温泉「美松」にて、昨年に続き二期連続で竜

王戦が開催されました。藤井聡太竜王と佐々木勇気八段による熱戦は全国から注目

を集め、あわら市の魅力を全国に発信する絶好の機会となりました。 

今年も関連イベントや勝負めしコンテストは盛況で、地域経済の活性化に大きく

寄与できたものと感じております。 

この賑わいを一過性のものとせず、今後も継続的な観光振興や地域ブランド力の

強化に努め、本市の魅力をさらに高めてまいります。 

次に、「星野リゾート進出」について申し上げます。 

旧開花亭跡地への星野リゾート様の進出が決定し、１１月８日に地域活性化連携

協定を締結しました。今後は、星野リゾート様の知見を活かし、地域資源を活用し

たコンテンツづくりを進め、官民連携による観光まちづくりを推進してまいります。 

これにより、本市並びに温泉街の価値をさらに高め、持続可能なまちづくりにつ

なげてまいります。 

次に、「あわら市総合防災訓練」について申し上げます。 

去る、１１月１６日、震度６強の地震を想定した総合防災訓練を実施しました。

市民参加による避難訓練や避難所設営訓練を通じ、防災意識の向上と地域防災力の

強化を図りました。 

特に、避難所設営訓練では、あわら市防災士の会の主導のもと、共助による実践

的な訓練ができ、非常に有意義であったと感じております。 

こうした訓練を重ね、市民の防災意識の向上を図るとともに災害に強い、安全で

安心なまちづくりを着実に進めてまいります。 

最後に、「金津本陣にぎわい広場の民間提案」について申し上げます。 
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駅前の賑わい創出を目的として募集したプロポーザル審査の結果、「日本マクドナ

ルドホールディングス株式会社」様の提案を採用いたしました。今後は、芦原温泉

駅周辺の更なる賑わいにつながるよう、出店に向けた協議を進めてまいります。 

さて、本定例会では、専決処分の報告１件のほか、令和７年度補正予算、条例の制

定に関するものなど、計１９議案の審議をお願いするものであります。 

各議案の内容につきましては、後ほどご説明しますので、慎重なご審議のうえ、

妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、招集のご挨拶といたします。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

                                        

   ◎開議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                        

   ◎諸般の報告 

○議長（室谷陽一郎君） 諸般の報告を行います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 事務局長。 

○事務局長（東 俊行君） 諸般の報告をいたします。 

 本定例会に市長より提出されました付議事件は、報告１件、議案１９件でござい

ます。 

 次に、本定例会の説明出席者は、市長以下１５名であります。以上でございます。 

○議長（室谷陽一郎君） 次に、一部事務組合議会等の報告につきましては、お手元に配

布の報告書のとおりであります。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、見澤勇三君、８

番、三上寛了君の両名を指名します。 

                                        

   ◎会期の決定 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの２３日間としたいと思いますが、

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、本定例会の会期は本日より１２月１７日までの２３日間と決定しま

した。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配付いたしました会期日程表のとおりでありま

す。 

                                        

   ◎報告第１４号の上程・提案理由説明 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第３、報告第１４号、専決処分の報告について（損害賠償

の額を定めることについて）を議題といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 報告に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました、報告第１４号、専決処分の報告につい

て、ご説明いたします。 

報告第１４号につきましては、本年９月１０日に、トリムパークかなづ内の樹木

が突風により倒れ、付近に駐車しようとしていた施設利用者の自家用車に接触し、

サイドミラー及び車体が破損したため、修繕に係る損害賠償の額を定めることにつ

いて、１１月６日付けで専決処分を行ったものであります。 

本案につきましては、地方自治法第１８０条第１項に基づく議会の委任による専

決処分でありますので、同条第２項の規定により、ご報告いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 報告第１４号は、これをもって終結します。 

                                        

   ◎議案第７４号から議案第７８号までの一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第４、議案第７４号、令和７年度あわら市一般会計補正予

算（第５号）、日程第５、議案第７５号 令和７年度あわら市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）、日程第６、議案第７６号、令和７年度あわら市水道事業会計補

正予算（第２号）、日程第７、議案第７７号、令和７年度あわら市公共下水道事業会

計補正予算（第１号）、日程第８、議案第７８号、令和７年度芦原温泉上水道財産区

水道事業会計補正予算（第１号）、以上の議案５件を一括議題といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました、議案第７４号、令和７年度あわら市一

般会計補正予算（第５号）から議案第７８号、令和７年度芦原温泉上水道財産区水

道事業会計補正予算（第１号）までの５議案について、提案理由を申し上げます。 

議案第７４号、令和７年度あわら市一般会計補正予算(第５号)につきましては、

歳入歳出予算にそれぞれ４億８,２４７万４千円を追加し、予算の総額を１８１億９,

６０９万円とするものであります。 
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それでは、歳出の主なものを申し上げます。 

今回の補正予算では、人事異動及び人事院勧告に準じた給与等の改定分として１,

０３６万３千円を増額しております。 

総務費では、企画費で、ふるさとあわらサポート基金事業２億６,３５７万円を計

上しております。 

農林水産業費では、農林振興費で、有害鳥獣駆除事業２００万円を計上しており

ます。 

商工費では、商工振興費で、市内企業等拠点拡充事業補助金２,０００万円を計上

しております。 

教育費では、学校給食費で、給食用原材料費２５０万円を計上しております。 

続きまして、歳入の主なものについて申し上げます。 

繰入金では、ふるさとあわらサポート基金繰入金２億８,３５７万円を計上してお

ります。 

繰越金では、前年度繰越金５,３４９万２千円を計上しております。 

債務負担行為につきましては、小・中学校のスクールバス運行業務委託料など８

件を追加しております。 

議案第７５号、令和７年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）か

ら議案第７８号、令和７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）

につきましては、人事異動及び人事院勧告に準じた給与等の改定に係る補正をお願

いするものでございます。 

以上、５議案につきまして、ご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第７４号から議案第７８号

までの５議案につきましては、お手元に配布の議案付託表のとおり、予算決算常任

委員会に付託します。 

                                        

   ◎議案第７９号から議案第８９号までの一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第９、議案第７９号、あわら市公告式条例の一部を改正す

る条例の制定について、日程第１０、議案第８０号、市長等の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１１、議案第８１号、あわら市教

育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、日程第１２、議案第８２号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例及び

あわら市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
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ついて、日程第１３、議案第８３号、あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、日程第１４、議案第８４号、あわら市災害弔慰

金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１５、議案第８

５号、あわら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について、日程第１６、議案第８６号、あわら市特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について、日程第１７、議案第８７号、あわら市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例の制定について、日程第１８、議案第８８号、あわら市農業者労働災

害共済条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１９、議案第８９号、あわ

ら市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について、以上の議案１１件を一

括議題とします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第７９号、あわら市公告式条例の

一部を改正する条例の制定についてから議案第８９号、あわら市文化財保護条例の

一部を改正する条例の制定についての１１議案の提案理由を申し上げます。 

議案第７９号、あわら市公告式条例の一部を改正する条例の制定については、地

方自治法の一部改正により、条例の公布等に係る公告式について、所要の改正を行

うものであります。 

議案第８０号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第８１号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、本年の人事院勧告に伴う一般職の

職員等の給与改定に準じ、所要の改正を行うものであります。 

主な内容といたしましては、期末手当を０.０５ヵ月分引き上げる改正を行うもの

であります。 

議案第８２号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例及びあわら市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましても、本

年の人事院勧告に準じ、所要の改正を行うものであります。 

主な内容といたしましては、初任給及び若年層に重点をおいて月例給を、平均で

３.３％引き上げるとともに、期末手当及び勤勉手当を０.０５ヵ月分引き上げる改

正を行うものであります。 

なお、給料に係る改正は本年４月１日から適用することとし、期末手当及び勤勉

手当の改正は本年１２月１日の適用としております。 

議案第８３号、あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、資源プラスチックの一括回収を開始することに伴い、所要の

改正を行うものであります。 

議案第８４号、あわら市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
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の制定については、あわら市災害弔慰金等支給審査委員会の設置に係る所要の規定

を整備するものであります。 

議案第８５号、あわら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定については、児童福祉法の規定により、乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定めるものです。 

議案第８６号のあわら市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例の制定については、子ども・子育て支援法の規定により、特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定めるものであります。 

議案第８７号のあわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定については、児童福祉法等の

一部改正に伴い、引用する条項の整理等の所要の改正を行うものであります。 

議案第８８号のあわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、農業者労働災害共済特別会計の健全化を図ることを目的に、休業共済金

の額について所要の改正を行うものであります。 

議案第８９号のあわら市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定については、

あわら市文化財保存活用地域計画の策定に伴い、所要の規定を整備するものであり

ます。 

以上、１１議案につきまして、ご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第７９号から議案第８９号

までの１１議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員

会に付託します。 

                                        

   ◎議案第９０号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２０、議案第９０号、和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについてを議題といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第９０号、和解及び損害賠償の額

を定めることについての提案理由を申し上げます。 

本件は、令和６年１０月２０日に発生した、トリムパークかなづ内の枯れ木が強

風により倒れ、駐車場に駐車していた車両に接触し損傷させる事故に起因するもの

で、相手方との和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第９６条
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第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

以上、ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第９０号は、会議規則第３

７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じますがご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（室谷陽一郎君） 議案第９０号、和解及び損害賠償の額を定めることについて、

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第９０号を採決します。 

○議長（室谷陽一郎君） 本案は、原案のとおり可決することに賛成または反対のボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第９０号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

                                        

   ◎議案第９１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２１、議案第９１号、公の施設の指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第９１号、公の施設の指定管理者

の指定についての提案理由を申し上げます。 

   本案につきましては、「あわら市湯のまちグラウンド」他９施設について、「一般社

団法人あわらトリムクラブ」を指定管理者に指定するため、地方自治法第２４４条

第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

指定の期間については、令和８年４月１日から５年間とするものであります。 
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以上、ご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第９１号は、お手元に配布

の議案付託表のとおり、産業建設教育常任委員会に付託します。 

                                        

   ◎議案第９２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２２、議案第９２号、福井坂井地区広域市町村圏事務組

合規約の変更についてを一括議題といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する提案の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第９２号、福井坂井地区広域市町

村圏事務組合規約の変更についての提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、福井市のごみ処理体制の市内全域統一等に伴い、当該事務

組合の規約の一部を変更することについて協議したいため、地方自治法第２８６条

第１項及び第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

以上、ご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 上程議案に対する総括質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第９２号は、お手元に配布

の議案付託表のとおり、総務厚生常任委員会に付託します。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（室谷陽一郎君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、１２月４日は午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会します。お疲れさまでした。 

（午前９時５９分） 
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   ◎開議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、見澤勇三君、８

番、三上寛了君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇見澤勇三君 

○議長（室谷陽一郎君） 通告順に従いまして、７番、見澤勇三君の一般質問を許可しま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） おはようございます。公明党の見澤勇三です。 

今回は、中学校部活動の地域展開と、あわらトリムクラブを拠点としている農業

者トレーニングセンターの老朽化対策と環境整備や、今後の運営ビジョンについて

質問いたします。 

スポーツ庁、文化庁が進める部活動の地域展開とは、少子化の中で子どもたちが

スポーツや文化活動に継続して親しむ機会を確保し充実させるため、従来の学校が

主体だった部活動を地域で子どもを育てるという視点に立ち、地域の特性や資源を

生かして、活動を支える仕組みに転換する取り組みです。 

国の方針により、部活動の地域展開が全国的に進められている中で、あわら市で

はいち早く休日部活動の地域展開に向けての取り組みが既に完了していると伺って

おります。 

少子化や子どもたちのニーズの変化により、学校単独では部活動が成り立たない

競技が増えてきている中、あわら市ではその取り組みの速さから、９月に行われた

地区中体連秋季新人大会では、学校と保護者の理解のもと、生徒や指導者の努力も

あって、サッカーやソフトボールなど学校単独では出場できなかった競技も合同チ

ームとして参加し、県大会出場を勝ち取ることができました。 

この素晴らしい成績を収められたことは、地域展開に向けての推進の弾みとなっ

たのではないでしょうか。こうした状況を踏まえ、国が示すように、令和８年度か
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らは平日についても合同部活動も考慮しながら、地域クラブ活動を積極的に推進し

ていくべきではないかと考えますが本市のご見解をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） 平日においても地域クラブ活動を積極的に推進していくべ

きではないかとのご質問にお答えをさせていただきます。 

部活動の地域展開について、国は、令和５年度から令和７年度までの３年間を「改

革推進期間」として、休日の部活動を地域へ移行することを段階的に進めることと

してきました。 

また、令和８年度から令和１３年度までの６年間を「改革実行期間」と位置づけ、

休日には、全ての学校部活動で地域展開を実現することを目指し、平日については、

国が地方公共団体による実現可能な活動の在り方や課題への対応策を検証するとと

もに、地方公共団体においては、地域の実情等に応じた取り組みを進めることとし

ております。 

あわら市では、学校単位では成り立たない競技が増える中、まず休日の部活動を

地域展開することに重点を置き進めてまいりました。その結果、令和７年１０月の

時点で全ての休日の部活動を地域に移行し、合同部活動をはじめとした子どもたち

の活動の場を確保することができました。 

令和８年度からは、総合型地域スポーツクラブである「一般社団法人あわらトリ

ムクラブ」が休日のクラブ活動の運営を担う予定であり、ニーズに応じて種目の幅

を広げるなど、部活動の地域展開を加速させていきたいと思います。 

一方、平日については、まだ課題は多くあるものの、国や県の方針を踏まえ、合同

部活動も視野に入れながら、実現可能な活動の在り方を検証してまいります。 

そのうえで、指導者や活動場所の確保など、令和８年度から平日の地域展開を進

めるための準備に着手したいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 平日において、指導者や活動場所の確保など環境が整った種目

からというお話でした。 

教員の方々は、授業以外にも見守り活動、学校行事の準備・運営、書類作成、保護

者対応など業務が多岐にわたることがあります。依然として忙しいのが現状です。

専門的な業務に専念し、児童生徒と向き合う時間を十分確保できるよう、長時間労

働の改善を一層進める上でも、部活動の平日移行を保護者の理解のもと進め、推進

していくべきと考えます。 

それでは次の質問に入ります。 

平日での部活動が、地域活動が進むにあたって、他にも様々な課題が多くあるこ

とも事実です。その一つとして、活動場所への移動手段の確保が挙げられます。既

存車両のスクールバスやデマンド交通などを利用することも検討されているとは思
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いますが、今後よりよい環境作りを目指して議論を深めていっていただきたいと思

います。 

そして、生徒の安全確保のための体制整備ですが、指導者の暴力・暴言など不適

切な行為の防止や、思いがけない怪我や事故などが発生した場合には、適切な対応

が求められます。また、活動後の下校指導、指導者の確保、障がいのある生徒の活動

の確保など様々な課題が山積されています。 

これらのことを踏まえ、平日の地域展開における運営面に関しての現状認識と課

題解決に向けての取り組みや、今後のプランをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） それでは活動場所への移動手段、安全管理体制、指導者の資

質向上など、運営面の現状認識と課題解決への取り組みについてのご質問にお答え

をさせていただきます。 

平日の地域展開については、議員ご指摘のとおり、移動手段の確保や安全管理体

制の整備、指導者の確保、障がいのある生徒の活動機会の確保など、様々な課題が

あると認識しております。 

まず、移動手段ですが、現在、平日も合同で活動している陸上部は、移動手段とし

て乗合タクシーを活用しております。この例を参考に、乗合タクシーやスクールバ

スなどを活用していけないか検討してまいります。 

また、生徒の安全確保のための体制整備ですが、ハラスメントや事故の防止は、

現在進めている休日の地域展開においても重要な視点であり、現在、指導者研修を

通して資質向上に努めているところでございます。 

現在の取組みに加え、今後は、研修受講を条件とした指導者の認定制度を導入し、

指導者の質を確保してまいりたいと考えております。指導者の確保につきましては、

平日の放課後は仕事の都合で対応できる指導者が限られるため、平日の放課後の活

動が困難な場合は、別の時間帯で活動できないか検討してまいります。 

さらに、学校の部活動では、障がいのある生徒も活動可能であり、休日のクラブ

活動においても同様の対応をしております。今後も、運動の苦手な生徒や障がいの

ある生徒でも参加しやすいように活動内容を工夫してまいりたいと思います。 

今後は、実現可能な平日の活動の在り方を検証しながら、これらの様々な課題に

ついて、対応策を具体的に検討してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 休日の活動の中で、ハラスメントや事故防止に関して、指導者研

修を通じて資質向上に努めているとお聞きしました。 

そこで再質問になりますが、休日の指導者の方と平日の先生との練習内容や、指

導方針の違いから、生徒たちが戸惑うようなことは起きてはいないのでしょうか。

また、障害のある生徒や、運動が苦手な生徒たちが、レクリエーションを通して親
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睦を図れるような活動機会の確保はできているのでしょうか、お聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

休日の指導者と平日の先生との練習内容や、指導方針などの違いから、生徒たち

が戸惑うことはないか。また、障がいのある生徒や運動が苦手な生徒がレクリエー

ションを通して親睦を図れるような活動機会の確保はできているかについてお答え

をさせていただきます。 

現在、休日の指導者と顧問の教員の間で、練習計画や指導内容を調整し、できる

限り一貫性を保つよう努めております。生徒自身も、異なる指導者のもとで柔軟に

対応しながら成長していけるものと考えております。 

また、障がいのある生徒や運動が苦手な生徒がレクリエーションを通して親睦を

深められるような活動機会につきましては、学校の部活動種目をそのまま移行して

きた経緯から、そうした場はあまり設けられておりません。 

今後は、そのようなニーズにも応えられるような新たな活動機会の創出にも取り

組んでまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 指導者と教員の間で一貫性を保つよう心がけているとお聞きし

ました。大会での好成績を目指すことを重視しすぎ、行き過ぎた指導や目的意識の

違いが生徒への接し方の違いとして現れ、混乱や不安を生むことがないよう、これ

からも努めていっていただきたいと思います。 

次に、施設利用の優先権の付与と活動費用に関しての質問です。 

地域クラブの活動場所を確保するとともに、活動拠点として、学校施設と同様に、

市が認定するクラブについては優先的に施設を利用できるようにすることを考えて

いただくことはできないでしょうか。 

また、地域クラブの活動に移ることで、生徒や保護者の自己負担が増えることが

予測されます。そこで、安定的に取り組みが進められるよう、受益者負担と公的負

担とのバランスなど費用のあり方の検討もしていただきたいと思います。 

また、総合型スポーツクラブや市の施設を利用する際には、スポーツ少年団と同

様に、子どもたちの健全育成の場として、活動制限を設ける中で、無償で利用でき

るようにすべきではないかと考えますが、本市のご見解をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） 市が認定する地域クラブの施設利用の優先権の付与と費用

負担についてお答えさせていただきます。 

部活動の地域展開に伴い、休日に生徒が参加する地域クラブの費用として、指導

者の謝礼やクラブ運営に係る事務局経費などに充てられる受講料が必要となります。 
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   国が示した、令和５年度から令和７年度までの改革推進期間においては、地域展

開の実証期間として、指導者謝礼等を公費で負担してまいりましたが、実証期間が

終了する令和８年度から受益者負担が発生することとなります。この費用が保護者

にとって過度な負担とならないよう、今後、国から示される受益者負担と公的負担

のバランスの水準を参考に、市としても支援していきたいと思います。 

一方、地域展開における中学校施設の使用料につきましては、中学校との連携の

もと、これまでの部活動と同様に、教育的活動として無償とし、さらには優先的に

利用可能としたいと考えております。また、地域展開において、中学校施設以外の

市のスポーツ施設を利用する場合も同様の対応としたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 基本的には中学校施設を利用しますが、市のスポーツ施設を利

用する場合も条件付きで無償で利用できるとお聞きしました。今後も安心して部活

動ができるよう、保護者の自己負担軽減に向けて、市からの支援をお願いしたいと

思います。 

それでは次の質問に入ります。総合型地域スポーツクラブのスポーツ環境の多様

化による連携強化と指導者育成について、また今後の運営ビジョンについて質問い

たします。 

近年、子どもたちを取り巻く環境は変化しており、従来の野球やサッカーなどの

部活動の種目に加え、スケートボード、ダンス、かるたなど新たな種目や文化活動

を体験したい生徒や体験させたいという保護者のニーズが高まっています。 

こうした興味や関心の多様化により、学校の部活動だけでは対応しきれない部分

も出てきています。その上で、総合型スポーツクラブを活用し、部活動の枠にとら

われない新たな種目のスポーツや文化環境を構築していく必要があると考えます。 

また、地域のクラブがスポーツ協会や文化団体と連携していくことで、指導者の

育成とともに、多様な経験や質の高い指導を生徒に提供することができるようにな

り、子どもたちはより興味を持ち、活動に挑戦できるのではないでしょうか。 

こうした部活動の多様化に伴う対応や、スポーツ協会、競技団体や文化活動との

連携強化と指導者の育成について本市の考えと今後の取り組みについてお聞かせく

ださい。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） スポーツ環境の多様化に伴う総合型地域スポーツクラブと、

スポーツ協会等との連携や指導者の育成についてお答えをさせていただきます。 

  

   部活動の地域展開の取り組みとして、まずはこれまでそれぞれの中学校で行われ

てきた部活動の種目について、地域展開を進めてまいりました。しかしながら、議

員ご指摘のとおり、スポーツや文化活動のニーズは多様化しており、現在の部活動
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種目だけでは生徒のニーズに十分には対応できないと考えています。 

   昨年、小学校６年生を対象としたアンケートでは、現在中学校で行われている部

活動の種目以外にも、弓道やカヌーポロ、将棋など、新たな種目も体験をしたいと

いう回答がありました。 

   そこで、総合型地域スポーツクラブである一般社団法人あわらトリムクラブを地

域展開の受け皿として、スポーツ協会や文化団体と連携していくことで、子どもた

ちが学校の部活動に無い種目も楽しむことができる環境を構築するとともに、指導

者の確保と育成に努めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 活動の選択肢を広げるとともに、指導者研修の充実を図り、指導

者の育成と資質向上に努めたいとのお話でした。今後は平日もクラブ化になること

により、ややもすると教育的な視点に立った指導の確保が難しくなることが想定さ

れます。そこで、さらなる指導者への研修機会の確保と、内容の充実をお願いした

いと思います。 

それでは次の質問に入ります。第２次あわら市総合振興計画では、総合型地域ス

ポーツクラブを中心に、気軽にスポーツに親しめる環境作りを進めると謳われてい

ます。しかし、令和７年４月に実施された市民アンケートでは、「手軽にスポーツに

親しめる環境が整っている」と答えた方が３２．９％にとどまり、「そう思わない」

と答えた方が４５．９％と現状に対する課題が浮き彫りになっています。 

県においても、ふくいスポーツ習慣化促進事業を行っており、誰もが身近な地域

で、かつ安全、かつ効果的な運動やスポーツを日常的に実施するための地域の体制

整備や、働く世代の地域における運動、スポーツの習慣化や地域住民の健康に向け

た取り組みの習慣化を促進しています。 

現在あわら市では、各教室団体の指導者の皆様のご協力のもと、気軽に親しめる

様々な体験教室が持たれるようになり、参加者も年々増えてきていると思います。 

今後、開催時間の調整や生涯スポーツレクリエーションといった幅広い世代でも

楽しめる環境整備と、市民がいつでも誰でも気軽にスポーツに親しめるきっかけ作

りや、機会の充実に応えていくことが求められていると思います。 

そこで、幅広い年代の市民がもっと気軽にスポーツ施設を利用できるように中核

的存在となる総合型地域スポーツクラブの環境整備と利便性の向上を図り、スポー

ツ習慣化に向けて、市民への情報発信を求められると思いますが、本市のご見解を

お聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） 市民の健康づくりを支える総合型スポーツクラブの利便性

の向上と、生涯スポーツ等の推進やスポーツの習慣化に関する情報発信についてお

答えをさせていただきます。 
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市民アンケートでは「手軽にスポーツに親しめる環境が整っている」と答えた方

が約３割にとどまり、スポーツ環境の充実が課題となっております。この課題を解

決するためには、単に施設を開放するだけでなく、総合型地域スポーツクラブであ

る一般社団法人あわらトリムクラブが市民ニーズに応じた教室や体験などのプログ

ラムを提供できる仕組みが必要です。 

このことから、今回の１２月議会において、あわらトリムクラブにスポーツ施設

の指定管理を委ねる議案を上程させていただきます。指定管理者となることにより、

あわらトリムクラブの施設利用の自由度が高まり、市民ニーズに応じた活動メニュ

ーをより柔軟に実施でき、気軽に親しめる教室の充実につながることが期待されま

す。また、クラブ会員と施設利用者の増加にも繋がると考えております。 

こうした取り組みにより、市民が気軽にスポーツに親しめる環境が向上し、スポ

ーツ習慣化と健康づくりにつながるものと期待しております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 再質問になります。Ｂ＆Ｇ体育館の平日の管理体制も見直すべ

きではないかと考えます。また、市民ニーズに応じた活動メニューの提供や、クラ

ブ会員と施設利用者の増加を期待する上で、広く周知していくことが求められます。

そこで、ＳＮＳをもっと活用していくべきではないでしょうか。 

幅広い世代がクラブを活用できるよう、情報発信が求められますが、認知度アッ

プのための取り組みをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

現在のＢ＆Ｇ海洋センター体育館の管理は、平日日中は施設に管理人を置かず、

鍵の管理と貸し出しをスポーツ課で行っており、夜間はシルバー人材センターに施

設管理業務を委託しております。 

指定管理となると鍵の管理は指定管理者が行うこととなりますが、現状よりも利

用者が不便にならないよう、デジタルオートロックの設置を検討するなど管理体制

を見直してまいりたいと思います。 

また、あわらトリムクラブの認知度アップのための取り組みにつきましては、広

報紙やホームページ、ＳＮＳなどを活用し、幅広い世代に親しんでいただけるクラ

ブとなるよう、情報発信に努めていきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） デジタルオートロックの設置は、利用者の方には大変利便性の

向上に繋がると思いますが、設定期間の管理などを含め、慎重に対応していただき

たいと思います。 

次に、現在あわらトリムクラブが拠点としている農業者トレーニングセンターは
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昭和５８年に施行されてから４２年が経過しており、施設の老朽化が進んでおりま

す。福井国体に向けて一部改修はされましたが、クラブとしての機能の充実を図る

上で整備が必要ではないかと考えます。 

例えば、体育館には冷暖房機器がないため、会議室が各教室のレッスン場となっ

てしまっています。そのため、本来は会議室である場所が会議として使用できない

現状があります。また、事務所が会議室の横にあるため、ダンス教室のレッスンな

どのときに防音対策ができていないため、仕事に支障が出ることもあります。 

医務室や休憩スペースもないため、夏場には熱中症の症状が出ても、冷房の効い

た処置室が無いなど利用環境に多くの課題があります。今後、地域クラブや地域ス

ポーツの拠点となっていく上で、スポーツの多様化や誰もが身近な地域で安全に親

しめる場として利用していけるよう、施設整備を整えていくべきではないかと考え

ます。 

そこで提案ですが、２階のテラススペースを活用することはできないでしょうか。

例えば、ダンススタジオ、トレーニングルーム、休憩室などを設置することはでき

ないかと考えます。新たな施設を建てるのではなく、今ある施設内で有効に活用す

ることで、安心して使える環境を整えることができ、幅広い方々の利用促進にも繋

がるのではないでしょうか。 

市が掲げる「暮らしやすくて、幸せを実感できるまち」の実現には、スポーツを通

じた豊かな生活の実現、そして運動習慣の定着によるウェルビーイング、身体的、

精神的、社会的に良好な状態の向上が欠かせないのではないかと考えます。 

そこで最後の質問になりますが、農業者トレーニングセンターの老朽化対策と施

設内環境整備と有効活用について、また総合型地域スポーツクラブの今後の運営ビ

ジョンについて市のご見解をお聞きいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） 農業者トレーニングセンターの老朽化対策と施設内環境整

備や有効活用、今後の運営ビジョンについてお答えをさせていただきます。 

農業者トレーニングセンターは、昭和５８年に設置され、平成２７年に屋根と外

壁をはじめ、アリーナの床と天井、トイレ廻りなどの大規模改修を行い、老朽化対

策を行ってきました。議員ご指摘のとおり、利用者に快適に利用いただくため、改

善すべき点があることは認識しております。ただし、議員ご提案の、二階テラスス

ペースを活用したダンススタジオやトレーニング室を設置するには、大規模な改修

が必要となり、多額の費用が発生します。 

現在、二階テラススペースにつきましては、人工芝を敷くなどの環境改善を行っ

ており、今後、指定管理者として選定を予定している総合型地域スポーツクラブで

ある一般社団法人あわらトリムクラブにおいて、利用者に有効に活用していただけ

る方法を検討していただき、地域のスポーツ活動の拠点として既存施設を最大限に

活用していただきたいと考えております。 
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さらには、市とあわらトリムクラブが一体となってスポーツの振興に取り組むこ

とで、誰もが気軽にスポーツ活動に親しめる環境づくりを進めてまいりたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 再質問です。あわらトリムクラブについては、市のスポーツ振興

における中心的な役割を担うクラブとして運営が求められ、市としてその活動を全

面的に支援していっていただきたいと思います。市とクラブが市民の声を大切にし

ながら、誰もがスポーツ文化活動に親しめる環境作りのスケジュール感とそれに向

けての市の決意を最後にお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育長、甲斐和浩君。 

○教育長（甲斐和浩君） 誰もがスポーツ活動に親しめる環境づくりですけども、これ

までもあわらトリムクラブをはじめとした関係団体との連携を通じて取り組んでま

いりました。 

令和８年度からは、スポーツ施設における指定管理者制度の導入や、部活動の地

域展開など、市のスポーツ振興の方向性が、民間の力を借りまして新しいステージ

に進もうとしております。このことは本市のスポーツ振興においても大きなステッ

プになると考えております。その中心的な役割を担う、一般社団法人あわらトリム

クラブとの連携をさらに深めるとともに、その活動も支援してまいりたいと考えて

おります。 

市としては、この過渡期をスムーズに進めるために、最大限の努力をしてまいり

たいと思いますので、どうか皆さまのご支援、それからご理解をよろしくお願いし

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ７番、見澤勇三君。 

○７番（見澤勇三君） 今回の質問を通して、少子化やライフスタイルの変化などで多

様化し、学校部活動やスポーツに親しめる環境作りに柔軟な対応が求められている

と改めて認識いたしました。 

今後、市と地域スポーツクラブや市民と連携を図り、誰もが健康で豊かな生活を

送れる環境づくりや施設整備を強く求めて、一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） ここで暫時休憩をいたします。 

（午前１０時０８分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開したいと思います。 

（午前１０時１０分） 
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◇青柳篤始君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、９番、青柳篤始君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） 議長のお許しを得ましたので、通告順に従いまして、９番、青柳

篤始の一般質問を行います。今回の一般質問は観光に関することで、一問一答方式

でお願いいたします。それでは始めさせていただきたいと思います。 

全国の観光動向を示した「令和６年観光白書」では、コロナ禍を経た観光需要が

急速に回復し、令和５年の国内旅行消費額は２２兆円と過去最高を記録しました。 

本市あわら市でも、観光入込客数が令和６年、過去最多の２１０万人、前年比で

２６万人増の１４％の伸び率で、宿泊６８万人、日帰約１４５万人。特に関東圏か

らは８０％増と新幹線開業効果が明確に表れています。 

一方で、認知の壁は依然として高いままです。私自身、関東でＰＲ活動を行って

きましたが、あわら市やあわら温泉を「知っている」と答える人は１％という現実

があります。だからこそ、市としての戦略的な発信が求められています。 

あわら市はご存知のように、海、山、川、湖、大地、平野、そして温泉と豊かな自

然と文化に恵まれた観光資源の宝庫です。このポテンシャルをどう磨き、どう伝え

ていくのか。そこで伺います。 

観光客２１０万人という数字を市としてどのように分析されているのか。宿泊、

日帰り、出発地別の傾向をどのように評価し、今後どのような誘客戦略を描いてい

くのかを教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問にお答えをいたします。 

令和６年の観光入込客数は、宿泊客が約６８万人、日帰り客が約１４５万人の合

計約２１３万人で過去最高を記録いたしました。これは、コロナ禍前の平成３０年

と比較して２３％の大幅増、新幹線開業前の令和５年比で１４％増となっておりま

す。 

発地別では、特に関東方面が約２２万人で、平成３０年比７８％増、令和５年比

８１％増と大幅な伸びを示しております。また、中京方面、関西方面につきまして

も増加傾向で、敦賀駅での乗り換えによる影響は限定的でした。 

これらの結果は、新幹線開業に向けて長年の取り組みの成果であり、観光関係者

の皆様に心より敬意を表します。 

一方で、議員ご指摘のとおり、全国的な認知度の低さなど、まだまだ課題も残っ

ております。９月の観光経済新聞「にっぽんの温泉１００選」の中間集計結果では、

あわら温泉が６位と初のトップテン入りを果たし、昨年の２３位から大きく評価が
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上がりました。 

市としましては、このような全国的なニュースをＰＲ ＴＩＭＥＳ等を活用して発

信し、認知度向上に努めておりますが、こういった地道な広報活動も重要であると

考えておりますので、今後も継続してまいりたいと思います。 

また、入込客データや宿泊動向、発地別の分析を踏まえ、本市の観光のトップブ

ランドである「あわら温泉」を核として、「関東圏からのリピート獲得」、「滞在時間

の延長」、「体験消費の拡大」を重点として、誘客戦略を再構築してまいりたいと考

えております。 

加えて、デジタルデータを活用したターゲット分析を強化し、効果的なプロモー

ション手法を磨くことで、訪問意欲を高める発信を進めてまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） この現状を踏まえて、次に問うべきは観光構造そのもののあり

方です。 

これまで本市の観光はあわら温泉を中心に発展してきました。しかし、観光白書

のデータを見ると、観光入込客２１０万人のうち、温泉を訪れたのは約６５万人、

実に７割近い１４５万人が温泉以外の地域に足を運んでいることがわかります。 

この事実は北潟や吉崎、金津創作の森、細呂木などを温泉以外の地域資源にも大

きな可能性があることを示しています。金津創作の森のアートイベントや北潟菖蒲

祭りなど、市内各地に長く続く取り組みは地域に根付いており、さらに各地区で受

け継がれてきた伝統行事や季節の祭りも多くの来訪者を集めています。地域そのも

のが観光資源であるという本市の特徴が既に数値として表れ始めています。 

加えて、駅前アフレアでの音楽会やマーケットイベントなど、近年、行政の補助

金に頼らず、民間や地域住民が主体となる動きが広がっています。 

行政が整備し、地域が育てるというかたちがまちのあちらこちらで芽生え始めて

います。観光白書が示す全国動向でも、一極集中から分散、回遊へ。温泉だけに依存

しない市全体で滞在価値を高める方向に舵を切る局面に来ていると考えています。 

そこで伺います。温泉地区の温泉中心の観光から、まち全体の資源を生かした観

光へと市としてどのように転換を進めていくのか。また、芽生えつつある地域、民

間の主体的な取り組みを行政としてどのように支援し、伴走していくのか。その具

体的な方向性をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 本市の観光の核は「あわら温泉」であることは間違いありません

が、この他にも北潟湖畔、吉崎エリア、金津創作の森など、市内には魅力的な資源が

多数ございます。これらを磨き上げ、市内全体の周遊性を高めることは重要な課題

であると認識しております。 

また、これまでに策定いたしました「観光まちづくりビジョン」、「観光振興戦略」
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では、温泉の魅力の磨き上げに加え、市内各地域の魅力向上を図り、それぞれの地

域が連携していくことの重要性を掲げております。 

一方、議員ご指摘のとおり、今後は地域主導の考え方が観光において非常に重要

であると考えております。例えば、細呂木地区では、宮谷石切場跡や神宮寺城跡、多

賀谷左近三経公墓所、鴫谷山の切通しなどの観光スポットがあります。レンタサイ

クルと地元ガイドを組み合わせた周遊プランを現在検討しているところでございま

す。 

また、北潟湖畔花菖蒲まつりでは、これまで地元の北潟地区で収穫されたメロン

やスイカ、とみつ金時などの名産市を実行委員会が担ってきましたが、来年度から

は、地元の「北潟地区創成会」に担ってもらうよう協議を進めております。 

「観光まちづくりビジョン」、「観光振興戦略」では、地域の農家や飲食店、若い世

代との連携を推進するとともに、市民の観光まちづくりへの参加を促すことを掲げ

ております。 

こうした市内各地の取り組みを行政が一方的に進めるのではなく、地域の方と協

働し、さらに地域主導の事業が生まれるよう、行政として伴走し、支援する体制を

強化してまいりたいと考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） ぜひお願いいたします。 

では、この観光構造をどのように進め、どこに課題が潜んでいるのか。その鍵と

なるのが「見えないものの可視化」です。 

これまで市の皆さんと一緒に取り組んできたファネル分析では、認知、興味、比

較、検討、行動という流れのどこで人が離れていくのかを市内の観光資源ごとに整

理してきました。その結果、最も大きな壁として見えてきたのは、観光の最初の入

口、つまり認知の壁の高さです。 

関東を中心にあわら市を知らない、あわら温泉を知らないという人が依然として

多く、認知は１％未満という現実があります。しかし一方で、興味を持ち検索した

人や比較検討まで進んだ人は「行ってみたい」「もう一度行ってみたい」と考える割

合が非常に高い、満足度を９０％超えという数字がそれを示しています。 

さらに、今年、芦原温泉は日本の温泉１００選で全国６位に選ばれました。これ

は一般の投票ではなく、実際に送客している観光のプロが泉質、料理、サービス、雰

囲気などを総合的に判断した結果です。プロの間でトップクラスの評価を受けてい

ることは、今後の扱い強化にも直結する非常に大きな意味を持ちます。 

つまり、認知は１％未満と極めて低い。満足度は９０％超え、プロの評価は全国

６位と極めて高い。という、この強烈なコントラストこそが、あわら市の観光の最

大の特徴であり、私達が取り組むべき方向を明確に示していると考えています。 

この構造を見える化したことで、ようやくどこに重点を置けばよいのか、具体的

に語れるようになりました。これがファネル分析の力です。 
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そこで伺います。ファネル分析、人流データ、ＳＮＳデータなどを今後どのよう

に収集分析し、観光政策のＰＤＣＡに活かしていくお考えか。 

また、見えないものを見える化しながら、市内事業者や民間団体とどのように情

報を共有し、観光まちづくりに発展させていくのか。 

さらに、ＳＮＳや観光ＤＸの発信、オンラインの「知る」から「現地に訪れる」へ

繋ぐ動線を今後どのように強化していくのかあわせてお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 議員ご指摘のとおり、「認知から興味、そして行動へ」

という流れをデータで把握し、課題を見える化することは、今後の観光戦略におい

て非常に重要です。 

本市では、今回の温泉街での社会実験において、人流モニタリングツールやＷＥ

Ｂアンケートを活用し、来訪者数や滞在時間、満足度を分析しました。加えて、ＳＮ

Ｓのフォロワー数や閲覧数など、デジタル上の反応も把握しています。さらに、Ｓ

ＮＳ上では特定のテーマに「ハッシュタグ」を付けて投稿されることが多く、例え

ば「＃芦湯」で検索すれば、芦湯の利用者の感想や来訪元など、貴重な情報を収集で

きます。 

また、福井県観光データ分析システム、通称「ＦＴＡＳ」では、観光客の発地や宿

泊実績、満足度などのデータが「オープンデータ」として公開されており、各旅館が

経営やサービス改善に活用していると伺っております。今後は、こうしたデータを

継続的に収集・分析し、観光施策のＰＤＣＡに活かしたいと考えております。 

具体的には、観光協会や事業者とデータを共有し、ターゲット層に応じたプロモ

ーションや体験プランの開発につなげてまいります。 

また、オンラインでの情報発信から、宿泊予約や体験申込、現地での回遊へとス

ムーズにつなぐ仕組みを強化してまいります。例えば、ｔａｂｉｗａ ｂｙ ＷＥ

ＳＴＥＲなどの認知度の高い観光サイトを活用し、直接予約や体験につながる仕組

みを整えます。こうした取り組みにより、認知度向上とリピート獲得を図り、デー

タに基づく科学的な観光戦略を進めてまいりたいと考えております。 

さらに、議員おっしゃるとおり「認知率の低さと満足度の高さとのコントラスト

の差」を埋めるためには、観光コンテンツを磨き上げ、観光誘客に対する入口を増

やし、「あわら市にもう一度来たい、満足度９０％」につながる仕組みも強化してま

いります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） ぜひ私も協力させていただきますので一緒に頑張っていきまし

ょう。 

この可視化の取り組みを誰が担い、誰が地域を動かしていくのが次の論点です。

観光を地域主導で進める上で最も重要になるのは人だと感じています。 
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今、全国で多くの産業が人手不足に直面し、地域のイベントや事業を担う人材も

限られた層に偏りつつあります。そのような中で、日本初の女性首相が誕生しまし

た。誰もが挑戦できる社会を地方から実現する時代が始まったと強く感じています。 

福井県では福井女性活躍推進企業登録制度が進められ、２００社以上が登録して

います。企業が主体的に女性の投与やキャリア支援を行い、働きやすく成長できる

環境をつくる取り組みです。観光業を初め、地域産業にもこの動きを広げていく必

要があります。 

観光を支えるのは、宿泊や飲食だけではありません。農業、製造、ＩＴ、教育な

ど、あらゆる産業が地域の魅力を作っています。その中で、若者や女性、地域の事業

者が輝ける機会をどう広げていくのかが問われています。 

本市でも地域食材を使った飲食店、体験プログラムの講師、学びや文化を観光に

繋ぐ取り組みなどを、若者や女性の感性を活かした動きが広がっています。商工会

や創業支援センターでは「観光×企業」の支援も進み、地域の新しい挑戦が生まれ

ています。こうした芽を個人の挑戦では終わらせず、地域全体の資産として育てて

いくことが重要だと考えています。 

そこで伺います。今後、地域主導の観光を持続するために、若い世代や女性、地域

の事業者、そして起業家をどのように支援していくのか、市としてのお考えを伺い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 地域主導の観光を持続させるためには、観光を担う人

材の裾野を広げることが不可欠であると考えております。また、観光ガイドだけで

なく、飲食や宿泊、体験プログラム、デジタル発信など、幅広い分野で人材が求めら

れていると認識をしております。 

若い世代や女性、地域事業者、起業家が観光に関わる機会を増やす取り組みとして

は、温泉街の社会実験において、ポップアップショップを設けて、若い世代や女性

が挑戦できる環境を整え、積極的に応援してまいりました。 

この他、市民や地域の事業者や生産者が、湯のまち広場や沿道にカフェを出店した

り、若者を集めたトークイベントを自主的に開催するなど、行政の呼び掛けを超え

る動きが生まれたと思っております。 

こうした取り組みを通じて、行政が方向性を示し、地域が主体的に動きやすい土壌

をつくることが重要だと考えております。さらに、このような動きを促進するため

の補助制度や相談体制の充実も図り、観光を「地域の力」で育てる仕組みづくりを

進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） その担い手が力を発揮するためには、情報の流れと発信の導線

が不可欠だと考えております。次の論点に移っていきたいと思います。 
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観光ＤＸやＳＮＳを活用した情報発信が市内でも広がりつつあります。オンライ

ンでの発信は「知ってもらう」段階では効果を上げていますが、その先の「訪れても

らう」動線作りはまだ十分だとは言えません。ＳＮＳの投稿から宿泊予約へ、イベ

ント情報から飲食店体験プログラムへ、そして駅や温泉街でのリアルな体験と繋が

る流れを整えれば、あわらの魅力はさらに確実に伝わると思います。 

私が重要だと考えるのは、情報発信には地図が必要だということです。地図は単

に場所を示すだけではなく、どこに何があり、どう動けば体験できるのかを一目で

理解できる案内図のようなものです。今の発信は点在していても線で結ばれていな

い。目的地はわかっていてもその途中の道筋が見えない。しかし、全体を見渡せる

情報の地図があれば、「ここから行ってみよう」「次はあそこに寄ろう」と自然の回

遊が生まれます。 

今の多くの発信は、いわば住宅地図のようなものです。一軒一軒の情報は載って

いても、全体の位置は見えない。広域地図であれば、自分たちの立ち位置も目的地

も一目でわかる。本来の情報発信とはその全体像を描くこと、まさに地図作りです。

この地図があって初めてＰＥＳＯメディア戦略が機能します。オウンドメディアを

起点に、シェア、報道、広告が一つの流れとなり、街全体の情報発信力を高めます。 

そこで伺います。ＳＮＳや観光ＤＸの発信を確実に実際の来訪者や体験に繋げる

情報の地図作りを今後どのように強化していくのか。 

また、観光業界、民間事業者と連携しながら、データや発信内容を共有し、市全体

で１枚の観光マップを描く体制をどのように築いていくのかお伺いします。 

そして最後に、情報の流れが、人の流れを作り、人の流れはまちの活力を作る、そ

の仕組みをどのように設計していくのか、市の見解をお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 観光ＤＸの視点から、位置情報や人流データを活用し、

回遊性を高める情報提供を行い、観光客が「次にどこへ行こうか」を直感的に判断

できる環境を整えるため、将来的には、宿泊・飲食・体験・交通を一体的に案内でき

る「あわら市観光デジタルマップ」を構築してまいりたいと考えております。 

この取り組みでは行政だけでなく、観光協会や民間事業者が有する情報を統合し、

市全体で一枚の「観光デジタルマップ」を描く体制も構築してまいりたいと考えて

おります。このマップの発信については、ホームページなどの公式アカウントなど

を起点に、ＳＮＳや口コミなどに拡散する流れをつくり、情報の発信力を高めたい

と考えております。 

 

最後に、議員のおっしゃるとおり、情報の流れが人の流れを生み、人の流れがま

ちの活力をつくります。 

市としましては、先ほど申し上げたようなデジタルとリアルをつなぐ仕組みを強

化し、地域全体で今ほど申し上げた「情報の地図」を描きながら、観光を通じてまち
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の賑わいと豊かさを育ててまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） こうした情報の流れは最終的に地域の経済の流れへと繋がりま

す。観光は街に人を呼び込み、読み込むだけではなく、地域経済を動かすエンジン

です。観光で生まれる消費をどれだけ地域内に還元させられるか、これがあわらの

持続可能性を左右すると感じています。 

観光客２１０万人という数字は、２１０万人分の経済チャンスです。その一人一

人の消費が宿泊、飲食店、商店、生産者へと繋がり、地域全体に潤いを生み出す仕組

みが必要です。地元食材を使ったメニュー開発、宿泊と体験を組み合わせた商品、

地域ポイントとの連携、購買データの共有など観光を地域産業と結びつける工夫が

求められています。 

波及効果は飲食やお土産物にとどまりません。デザイン、クリエイティブ、テク

ノロジー、新しい仕事を生み出す可能性は非常に大きい。特に若手起業家や小規模

事業者の挑戦をどう支えるかが循環を強める鍵です。さらに、入湯税は温泉地の環

境衛生、鉱泉源の保護、消防設備の整備、そして観光振興に使われる大切な財源で

す。 

宿泊者への課税である入湯税は、地域全体の来訪者が増えれば宿泊客も増える明

確な相関関係があります。市全体の観光魅力を高めることが、入湯税収の増加に繋

がり、その財源が環境整備や福祉向上として街に戻る。ここで重要なのは、観光に

よって得られた利益が観光客だけではなく、地元住民の生活にも還元されていると

いう点です。 

公共施設が整い、防災や衛生が向上し、地域の暮らしそのものが豊かになる、そ

の恩恵を実感できてこそ、観光は市民の誇りとして根付きます。観光で得た力をも

う一度街へ戻す。その循環こそ、観光まちづくりの理想だと思います。 

そこで伺います。観光による消費を地域内で循環させるため、まず地域事業者や

民間の自発的な連携を市としてどのように支援していくのか。そしてあわせて、入

湯税や地域ポイント制度など既存の仕組みを活かし、地元商店、地元企業、若手企

業家を連携しながら、稼ぐ力を地域全体で高める方針についてお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 観光による消費を地域経済に循環させるためには、行政の制度

整備に加えまして、地域事業者や民間の主体的な連携が不可欠であると考えており

ます。 

   市としましては、旅館、飲食店、農業者、食品製造業者などのマッチング機会を確

保し、民間事業者が自発的につながって行う商品・メニュー開発を支援するなど、

民間事業者が主体となった動きを後押しする仕組みづくりを検討したいと考えてお

ります。 
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さらに、このような民間後押しの施策も含めて、観光振興による宿泊客増で得ら

れた入湯税などの増収分を、創業支援やマーケティング支援に活用することで、地

域全体で「稼ぐ力」を高める好循環につなげてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ９番、青柳篤始君。 

○９番（青柳篤始君） ぜひ市長よろしくお願いしたいと思います。 

以上、全ては行政主導から地域指導への転換という一本の道筋で繋がっています。

観光の形は既に変わり始めています。行政が整備し、民間が使うだけの構造では対

応できない時代です。求められるのは施設ではなく、街の暮らしそのものの魅力、

地域の運動、人の表情、文化や日常、こうしたものが観光価値となっています。 

行政が全てを設計する時代は終わりました。今必要なのは行政が旗を振ることで

はなく、風を起こすこと。地域が自由に挑戦するできる土壌を整えることです。 

長く続いた行政に頼る発展は限界にきています。私は自分たちで生み出し、育て

ていく。発展へと変わらなければなりません。 

星野リゾートや楽天の進出が見込まれる今、問われているのは行政主導ではなく、

地域主導、民間主導、やる気主導。お金で街は育ちません。後に残るのは、自分たち

で作ったものだけが残ります。 

街全体にお客様が増え、笑顔や賑わいが生まれる。入湯税で街が整い、暮らしが

少し楽になる。こうした循環する豊かさこそ、真の観光開発であり、この街の豊か

さの象徴です。 

行政が舵を切らなければ構造は変わらない。行政が任せ、地域が動き、ともに描

く。その先に地域主導の観光が育っていく。私はそう信じています。 

行政、観光協会、事業者、住民が一枚の地図を描くように同じ方向を向いて歩む

こと。地図があって初めて戦略が生まれ、その地図を描く手は地域の中にあります。 

しかし、その手を動かす覚悟を示すのは行政だけではありません。この街に暮ら

す全ての人が自分たちの街を良くしたいと願い、小さな一歩を踏み出すこと。その

積み重ねが未来を大きく動かす力となります。そして、私はこのあわらの地で行政

が変わり、地域が動き、市民が立ち上がる姿を見たい。 

街を誇りに思い、誰かのせいにせず、自分たちの手で未来を作っていく人たちの

笑顔、この目で見たいと思っています。そして私自身、その笑顔の場の中に自分自

身が立っていたいと思っています。 

これで私の一般質問を終わらさせていただきます。 

○議長（室谷陽一郎君） 暫時休憩いたします。再開は１０時５５分からといたします。 

（午前１０時４４分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 暫時休憩前に続きまして会議を再開したいと思います。 

（午前１０時５５分） 
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◇堀田あけみ君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、１２番、堀田あけみ君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 通告順に従いまして、１２番、堀田、一問一答で質問をさせ

ていただきます。すいません昨日からちょっと声の調子が悪くて、途中で声がひっ

くり返ったり、聞き取りにくい点があるかと思いますがよろしくお願いいたします。 

では、１つ目、大規模大会・イベント開催の効果について質問させていただきま

す。 

先々月まで大阪万博が開催され、開催前はいろいろな思惑があったかもしれませ

んが、その意義や効果に対して不安の声が広がっていましたが、いざ万博が始まる

と大盛況でした。それでも、成功だったという声と失敗だったという声とがありま

す。これは、そのイベントそのものの集客だけでなく、その波及効果も含めていろ

いろな人が批評しているため双方の声が出るのだと思われます。万博の経済効果は

３兆円ともいわれ、飲食宿泊への波及効果がありました。また、文化事業へのいろ

いろな刺激・効果があったと言われます。 

あわら市においても、本年度はあわら市が会場で、市外からの誘客を期待した大

会やイベントを数多く実施しています。例えば毎回行っておりますがトリムマラソ

ンは１，８６９名の参加者の内 あわら市以外の参加者は１，１８５名いらっしゃ

いました。 

今年は特にたくさんの事業で市外より大勢の人があわら市を訪れています。あわ

ら市を知ってもらう絶好のチャンスが何回もありました。あわら市の場合は、事業

を行った場合の経済効果として宿泊施設や飲食店への波及効果が直結すると考えま

す。そこでお聞きします。 

本年、大きな大会があわら市で開催されていますが、そこであわら市の観光パン

フレットや創作の森のチラシなどを配布し、あわら市のＰＲをしていると思います。

大会に参加された方にあわら市を知ってもらう良いきっかけになりました。 

その事業で、あわら市を知ってもらうためにほかの団体と協力して取り組みをし

たそういう事例はあるのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） まず、１点目の大きな大会とほかの団体との協力ということに

ついてのご質問にお答えしたいと思います。 

本年は、福井県市町文協選抜芸能祭や福井県公民館大会といった文化事業に加え

まして、竜王戦あわら対局、トリムマラソンなど、数多くの大規模な大会があわら

市で開催されております。市では、これらを市の魅力を広く発信する絶好の機会と
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捉えまして、ほかの団体とも協力しながら、積極的なＰＲを行ってまいりました。 

まず、９月２８日にグランディア芳泉で行われた福井県市町文協選抜芸能祭、及

び１０月２２日に清風荘で行われた福井県公民館大会におきましては、福井県指定

文化財である「北潟古謡どっしゃどっしゃ」や芦原温泉芸妓協同組合による舞踊を

ご披露いただき、あわら市の地域文化が体感できる場を設けました。温泉地ならで

はの落ち着いた雰囲気やおもてなしの中で披露される伝統芸能は、あわら市の文化

的な奥深さを印象づけるものとなり、訪れた方々からも高い評価をいただきました。 

また、竜王戦あわら対局の関連事業では、あわら市観光協会や芦原温泉旅館協同

組合と連携し、旅館にのぼりや棋士の等身大パネルを設置するなど、会場外でも大

会の熱気を感じられる工夫を行いました。さらに、前夜祭や大盤解説会では、観光

ＰＲコーナーを設け、温泉や食文化など、あわら市ならではの魅力を紹介いたしま

した。 

さらに、５月１８日に行われたトリムマラソンでは、芦原温泉旅館協同組合女将

の会及び芦原温泉上水道財産区の協力を得て、ランナーへの「水掛けサービス」を

実施いたしました。温泉地ならではの取り組みとして大会の雰囲気を大いに盛り上

げていただき、参加者からも好評を得ることができました。 

このように、各事業においては、文化資源の活用に加え、観光や交流の視点を取

り入れ、関係団体と協力して多面的なＰＲを進めております。大会やイベントを通

じて、あわら市の魅力を知っていただくことは、地域の活性化につながる重要な取

り組みであると考えています。 

トリムマラソンや小倉百人一首競技かるた全国女流選手権大会、金津創作の森企

画展など、市外全国からお客様を迎える大会、イベントは数多くあります。また、令

和９年にはワールドマスターズゲームズ２０２７カヌーポロ競技も開催されます。 

今後も、それぞれの場面で情報発信を強化し、関係団体との連携を深めながら、

あわら市の魅力を広く伝えてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 他の団体との協力や、多面的な観光のＰＲを行っていたと

いうことは説明で十分わかりました。では、このあわら市が開催しているこの事業に

ついて、庁舎内での周知はいかがでしたでしょうか。周知することによって、より効

果が上がると思われますが、その点どうでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） あわら市が開催する事業などについては、毎月庁内で行わ

れる連絡調整会議の中でイベント開催などの周知を行っているところでございます。

しかし、イベントを振り返りますと、十分な周知が行き届いてないところもございま

した。 

議員ご指摘の通り、関係部署への周知が徹底されていれば、庁内を横断した協力体
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制を構築でき、より効果的なあわら市のＰＲにも繋がると考えられます。今後は庁内

に導入されたＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５をさらに活用し、関係職員を初め、職員全

体に情報が行き届き、より一層事業の効果が上がるよう取り組んでまいりたいと思

います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 何事もまず足元からという言葉があります。今あわら市で

はどんな事業が行われているかは周知するべきだと思います。周知を徹底すること

で、いろんな情報が横に広がるのではないでしょうか。周知の方法はいろいろあると

思いますが、ご答弁の中にもありましたＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５ですか。もう

徐々に機能が追加され、使いやすくなっていると思われますのでこれを上手にこれ

からも利用していただきたいと思います。 

また、総合案内所の一角にあります掲示板ですね。あれも以前は結構利用していた

ように感じられますが、今後そういうこともまたあの利用したらどうかなと思いま

すので、そこの点また考えていただければと思います。 

次の再質問ですが、例えば９月に行われました福井県市町文教選抜芸能祭が開催

され、市外から多くの方があわら市に来られましたが、実際に芦原温泉旅館に宿泊し

た方や、市内の観光地を訪れた方の人数ですか。こういうのを把握しているのでしょ

うか。また、そのときアンケートをとったりとか、その成果や効果を検証しているの

でしょうか。（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。福井県

市町文教選抜芸能祭や福井県公民館大会においては、様々なアンケートの実施は行

っておりません。 

議員ご指摘の通り、イベントなどで市外からお越しになった方々について、アンケ

ートなどを通して、宿泊施設の利用状況や市内観光地の訪問状況、またあわら市のど

こに魅力を感じていただいたのかなどを把握し、検証することは今後の事業に活か

す上で大変重要であると考えております。 

今後は、アンケートなどを活用しながら事業の効果や検証を行い、市の魅力を最大

限にアピールできるよう努めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ぜひ、こういう大きい大会があわら市で行われるのですか

ら、せっかく来ていただいた市外の方々にそういう声を伺うということは、せっか

くのチャンスですので、またそういった面で活かしていただきたいと思います。 

では、二つ目の質問で、先に開催されました竜王戦ではあわら市を知ってもらう

素晴らしい企画として地元の食材を使用した「勝負メシ」や関連イベントを企画し、

上手に盛り上げたと思っております。 
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そこでお聞きします。主な成果では、竜王戦の成果で観光誘客と税収増加の成果

に繋がったとしていますが、この誘客数と税収の増加の具体的な数字はあるのでし

ょうか。もちろん推測値で結構です。 

また、開催にあたって費用対効果を数値化したものは何かあるのでしょうか。今

後、このようなあわら市を知ってもらう、あわら市に来てもらう事業を考えていく

には、費用対効果を数値化する必要があるのではないかと思います。あわら市は財

政が苦しいと言っています。そうなれば、効果的な事業を実施し、効果の少ない事

業と申しますか、これは考えていく必要が今後あるのではないでしょうか。それを

感覚だけでなく、数値化したものを判断材料にすべきと考えますがいかがでしょう

か。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 竜王戦の成果についてお答えをしたいと思います。 

竜王戦の開催にあたっては、昨年度は土日開催、今年度は平日開催と条件が異なり

ましたので、特に、観光誘客面で様々な工夫を重ねて取り組んでまいりました。 

   具体的には、竜王戦が将棋界最高位の注目度の高いタイトル戦であることを活か

し、全国からの誘客を促すため、旅行会社とのタイアップによる旅行商品や、芦原温

泉旅館協同組合と連携したプレミアム宿泊プランを造成いたしました。 

その結果、昨年度は２９人、今年度は７４人の誘客につながっております。さらに、

これらのプランの一部をふるさと納税の返礼品として提供し、税収面では２年間で

約５５０万円の寄附を受けております。 

   加えて、関連事業として実施した「前夜祭」や「大盤解説会」では、市民枠に加え、

全国に向けても広くチケット販売を行い、昨年度は１４１人、今年度は２４０人の誘

客を実現しております。 

   続きまして、費用対効果について申し上げます。 

   竜王戦は、対局自体を観戦できないため、前夜祭や大盤解説会などで集客を図るほ

か、付近で開催される民間イベントに竜王戦コーナーを設け、勝負おやつやオリジナ

ルグッズを販売し、より多くの将棋ファンにお越しいただき、消費を促すよう努めて

まいりました。 

   今年度について観光統計で使用している消費単価を用いて試算しますと、前夜祭

参加者１８２人、大盤解説会参加者２６７人、イベント参加者約８，７００人の観光

消費額は約３，５００万円となります。さらに、各メディアの露出効果を試算します

と、新聞や雑誌への掲載が１１６回、テレビの放映が１９回で、約４，０００万円の

広告効果が生まれています。 

   あくまで仮定の数値ではありますが、宿泊、飲食などの直接効果で約４，０００万

円、ふるさと納税、メディア露出などの間接効果で約５，０００万円、事業者の受注

増、観光波及などの誘発効果で約１，０００万円のトータルで約１億円以上の経済効

果になります。 
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一方、竜王戦事業の市予算は１，５００万円であり、かなり高い費用対効果があっ

たと考えております。 

   また、この他、勝負めしコンテストでは、大盤解説会や各イベントの参加者向けに、

全４５店舗で利用できる５００円分の金券を約９００枚配付し、消費拡大を図って

おります。 

   さらに、対局終了後も、先月１５日から １カ月間、勝負めし参加店舗を巡るスタ

ンプラリーを実施し、さらなる波及効果をもたらす取り組みも行っております。参加

店舗にヒアリングしたところ、市内外から将棋ファンが訪れ、店の売上は平均して約

１割増加したと伺っております。 

   また、実際に勝負めし参加店舗同士でお互いの商品を販売したり、いくつかの店舗

が集まりイベントを開催するようなことも伺っており、数値では計りしれない嬉し

い効果も生まれております。 

   今後もこのような事業を検討する際には、事業効果の向上を念頭に、費用対効果の

数値化をより精緻に行うよう努めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 仮定の数値でしょうが約１億円以上の経済効果というのは、

私が想像していた以上かなり高い効果でこれは素晴らしいことだと思いますし、他

の方にもこういう波及効果が広がっているということで、もう本当に良かったと思

っております。 

去年は本当に土日開催ということで、条件的にはよかったのに対し、今年は平日開

催でどうなるかなと思ったにも関わらず、去年以上というんですか、こういう経済効

果があったように思われてますが、市としていろんな工夫されていると思いますが、

特にどのような面に工夫をされたのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 昨年は土日開催に加えて、市制施行２０周年の記念事

業として開催したこともあり、前夜祭や大判解説会では市民枠のチケットを多く配

分するなど、市民に喜んでいただける事業展開に努めました。 

一方、今年は旅行会社とのタイアップによる旅行商品や芦原温泉旅館組合と連携

したプレミアム宿泊プランの造成など閑散期対策として、観光誘客に力を入れた企

画を実施いたしました。 

また、前回の経験を活かし、勝負メシコンテストの盛り上げ企画などを重点的に進

めた結果、経済効果が高かったと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 他の団体とか旅行会社との連携により来客数が増え、経済

効果が上がったということは、やはりいろんなところと連携し、プランを作ることは、
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当たり前なんですがここは本当に大事なことであり、今後もこういうことを続けて

いっていただきたいと思います。 

では、今後のこの竜王戦の誘致の見込みはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ２期連続の開催を通して、市の知名度向上や経済効果

など多方面で大きな成果があったと考えております。今後につきましては主催の読

売新聞社や日本将棋連盟と相談しながら、次なる対局の誘致に向けて前向きに検討

してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） こういう大きい大会は、通常は２、３年前から誘致活動が必

要と思われますので、早め早めの誘致活動が大事ということですよね。あわら市は将

棋・勝負の街というこういう熱が冷めないうちに次もまた選ばれるように手を挙げ

ていただきたいと思います。 

それではこの竜王戦のこの効果を活かして、今後の観光誘致に市として何か取り

組みはあるのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今期の対局では、昨年実施した足湯でのフォトセッシ

ョンに加え、舟津温泉薬師堂の参拝やアフレアでのイベント参加など市内で両棋士

の露出を高める取り組みを行っております。 

例えば、舟津温泉薬師堂については、現在あわら湯のまちみらいプロジェクトにお

いて、観光スポットにとしての磨き上げを進めておるところでございます。その一環

として今回、勝利祈願の御利益をアピールする看板を設置するなど、今後の観光誘客

に繋がる取り組みも検討してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 直接こういうのって棋士の名前を出すっていうのは本当に

駄目って言いますか難しいことだと思いますので、間接的にここに棋士が寄って勝

利祈願をしたとか、なんかそういうこじつけって言い方おかしいんですけど、そうい

うことでアピールするなどの取り組みはぜひ考えて進めていっていただきたいと思

います。 

では、これ三つ目で、令和９年度開催の開催予定のワールドマスターゲームについ

てですが、現在の準備状況はどのようになっているのでしょうか。また、競技運営以

外で何か企画はあるのでしょうか。国体のときはボランティアで参加したり、県外の

人にあわら市をＰＲしたりしておりましたが、このワールドマスターズではどうす

るのでしょうか。お願いします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ワールドマスターズゲームズの準備状況等についてお答え

をさせていただきます。 

令和９年度開催予定のワールドマスターズゲームズ２０２７関西大会は、世界最

大級の生涯スポーツのイベントであり、日本では初めての開催となります。今年３月

にあわら市がカヌーポロ競技の開催地に決定したことを受け、大阪市に本部を置く

大会組織委員会や県と連携しながら準備を進めているところでございます。 

今年５月には、市担当職員が競技関係者とともに台湾で行われたワールドマスタ

ーズゲームズ台北大会を視察し、情報を収集いたしました。その後、収集した情報を

基に競技会場や運営体制の在り方など課題を整理しているところでございます。 

今後は、競技団体や観光団体などで構成する市の実行委員会を今年度中に設立し、

準備をさらに加速させてまいりたいと考えております。 

令和８年度には、例年８月に開催しているあわらカヌーポロ大会に海外チームを

招聘し、プレ大会として開催することで、令和９年度の本大会に向けて、万全の体制

を整えてまいりたいと思います。 

本大会では、約１０カ国から４０チームの参加を想定しており、国内のみならず世

界に向けてあわら市の魅力を発信できる絶好の機会だと思っております。競技参加

や観戦にとどまらず、来訪者に温泉や食などあわら市の魅力を楽しんでいただける

企画や市民との交流イベントなど、実行委員会において様々な企画を検討していき

たいと考えております。 

さらに、本大会時には、市民や学生など 広くボランティアを募集し、競技運営の

補助や観光案内などで大会を支える仕組みづくりを行ってまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 大会には、本大会ですね、１０カ国からの参加を今想定して

いるとのことですが、この海外チームの受け入れ体制についてどのような準備を進

めているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

海外チームの受け入れ体制として、宿泊先と会場間の移動手段や通訳、外国語表記

された案内表示など、国際大会ならではの対応が必要になると思います。それらの対

応について、まずは令和８年度のプレ大会において施行し、その経験を踏まえ、本大

会では参加者が心地よく過ごせ、楽しんで競技ができるよう準備を進めてまいりた

いと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 
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○１２番（堀田あけみ君） よくわかりました。宿泊先の受け入れ体制や、外国語表記の

案内板など、スポーツ課だけでは対応が困難なことがたくさんこれからも出てくる

と思います。 

実行委員会を今年度中に設立するとのことですが、こうした国際大会ならではの

準備に対応していくには、実行委員会の体制が重要だと思います。実行委員会の人数

とか人選についてはどのように考えているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えいたします。本大会は国内大会と異なり、海

外からの参加者が多数見込まれることから、競技運営に加え、宿泊、交通、観光、多

言語対応、安全管理など幅広い分野での準備が必要となります。こうした準備を円滑

に進めるため、実行委員会の構成員については、スポーツ関係団体だけではなく、幅

広い関係機関に参画していただくことが重要であると考えております。 

国際大会ならではの課題にしっかりと対応し、あわら市の魅力を最大限に発信で

きる大会となるよう、関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） まだ時間はあると思っていても、１年、２年なんていうのは

すぐ経ってしまいます。早め早めの準備をお願いしたいと思いますし、委員会の構成、

これはすごく大事なことだと思いますので、そこのところは慎重によろしくお願い

いたします。 

プレ大会では、宿泊先は市が用意するということだと思うんですけど、本大会では

参加者の宿泊先としてぜひあわら市を選んでいただきたいと思いますが、具体的な

この方策というのは検討されているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えいたします。大会の参加申し込みは大会公

式サイトから行うこととされております。大会公式サイトには宿泊情報も掲載され

る予定ですが、具体的な掲載内容については、大会組織委員会において検討がなされ

ているところでございます。 

カヌーポロ競技の参加者には、あわら市の宿泊情報に誘導するような工夫ができ

ないか大会組織委員会と協議をしていきたいと考えております。また、観光協会と連

携して、宿泊と観光体験を組み合わせたプランの提案など、実行委員会で具体策を検

討してまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ぜひあわら市を選んでいただけるようなプランを作ってい

ただきたいと思います。大会参加者に対して競技だけでなく市民との交流イベント
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も検討しているということですがどのような内容を想定しているのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えいたします。交流イベントにつきましては、

競技観戦に加え、来訪者が地域文化を体験できる企画や、次世代へのスポーツ振興を

図るため、市内の小・中学校の子どもたちが競技を観戦することにより、国際大会の

雰囲気を間近で体験できるようにしたいと考えております。これにより、地域全体で

大会を盛り上げる雰囲気を醸成してまいりたいと思います。 

加えて、選手と市民が交流できるウェルカムパーティーなども検討しており、この

ような交流イベントを通して、選手にも市民にも楽しんでいただける大会となるよ

う準備を進めてまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ぜひあわら市にまたと来たい思わせる企画を期待しており

ます。今後、事業内容を進めていく段階では、どこに効果を期待するのか。その効果

が出るような事業を考え、そして数値化した目標を掲げ、予算組みし、事業を行って

いただきたいと思っております。 

新幹線開業以来、あわら市はイベントを多く開催しております。私はもうこれはい

いことだと思っております。それは、イベントの費用対効果を算定する大きな指標で

あり、宿泊効果に直結しやすいからと考えています。 

イベントの事業を企画するにあたり、費用対効果や経済効果などを数値化するこ

とは的確な判断と多くの人の納得を得やすいことに繋がりますので少しでも取り組

んでいただくとお願いしまして一つ目の質問を終わらせていただきます。 

次に少子化とこども園の存続について質問させていただきます。 

あわら市の出生数は、いよいよ年間１００人を切りそうな段階に来ております。こ

のまま出生数が減り続ければ消滅可能都市と言われたことが現実となってしまいま

す。 

あわら市の出生数を見ると、２００５年には２３３名であったものが、２０２０年

には１６１人となっており、減少傾向が続いております。それに伴い、こども園の定

員も減少していると思います。出生数の減少に伴い、こども園の経営も厳しいことに

なっていくかと思いますが、財政面の財政面での支援はどのようになっているので

しょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 健康福祉部長、中道佐和子君。 

○健康福祉部長（中道佐和子君） 出生数の減少に伴うこども園への財政面での支援は

どのようになっているかとの質問にお答えします。 

   市内の出生数は年々減少傾向にあり、それに伴い、こども園に入園する児童数も減

少傾向にある中、各こども園では、定員の見直しを実施してきております。市では、
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施設の運営費として、各こども園に、国が定める公定価格に基づき、園児数やこども

園の体制に応じた給付費を毎月交付しております。この公定価格は社会情勢を踏ま

え、人件費を調整するなど定期的に見直しがなされ、近年では保育士の処遇改善を目

的に給付単価が上昇傾向にあります。 

また、国や県の補助を受けながら、一時預かり、延長保育、病児保育などの事業に

対し支援を行っているほか、市独自の支援として、障がい児保育事業への補助や、今

年度からは園外保育活動といった事業に対しても、財政支援を行っているところで

す。 

こども園を運営する社会福祉法人は、毎年決算書を公表しており、適正な運営が確

認されていますが、人件費が予算の大部分を占めることや物価高騰による影響など

で、経営が決して楽ではない園もあります。市としては、日頃からこども園の運営状

況を把握し、現状にあった利用定員の管理を行うなど、こども園の経営安定化が図れ

るよう支援してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） では、再質問させていただきます。 

市独自でも生涯保育や園外保育活動の支援を行っているとのことで、これは本当

にありがたいことだと思っております。この園外保育活動ですが現在、年３回約１０

万円弱お伺いしておりますが、幼児のときから地域愛、ふるさと教育ということを推

奨しているこの中で、この年３回１０万円弱では、私的には少ないと思いますが、そ

の点いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 健康福祉部長、中道佐和子君。 

○健康福祉部長（中道佐和子君） 質問にお答えします。園外活動保育につきましては、

こども園によって内容や回数が異なっておりますが、従来よりも多く園外活動を実

施した場合など、各こども園の活動の内容やニーズを踏まえながら、今後検討してま

いりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ぜひ各園の活動や方向性を十分話し合っていただき、子ど

もたちのために十分な活動ができるよう、地域愛とかふるさと愛が育つよう、ぜひ増

額のほどよろしくお願いいたします。 

次に、こども園の保育士の配置についてですが、こども園では、子どもの年齢によ

り、保育士の配置基準があり、０歳児が多いと保育士も多く配置することになります。 

しかし、毎年入園する子どもの数っていいますのは、０歳が何人来るか。どこの園

にどのように配置するかっていうのは、親御さんの希望とかもありまして、こども園

ではこれを事前に把握するということはなかなか難しいことであり、これがいつも

このこども園での保育士の配置についての課題となっているのではないでしょうか。 
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これについて、市として何かこういう支援策というものを考えているんでしょう

かね。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森之嗣君） お尋ねの保育士の配置についてお答えしたいと思います。 

こども園の保育士配置につきまして、毎年の入園者数により変動することから、市

として何か支援をとのご質問にございますけども、保育士の配置基準は法令により

定められておりまして、例えば、０歳児３人に対して保育士１人、１歳児６人に対し

て１人といった基準が定められております。 

各こども園では年齢別定員に基づき保育士の配置計画を立てておりますが、毎年、

入園児数の変動があることから、柔軟な対応ができるよう、パートタイムの保育士を

雇用するなど、様々な工夫を重ねていると伺っております。 

市としては、入園手続きの際に、入園希望者のニーズを考慮しつつ、こども園の利

用定員や受け入れ状況を確認し、適切な配置が確保できるよう入園先の調整を図っ

ております。 

私立のこども園において、保育士の配置に影響がでやすい０歳から２歳児の園児

数は、概ね定員枠に達している状況であり、今後も適切な利用定員の調整や入園希望

者の調整を行い、確かな運営基盤と保育の質が確保できるよう支援してまいたいと

考えております。また、全国的に少子化が進む中、本市においても例外なく、こども

が減少傾向であるため、それぞれの園の努力だけでは経営が厳しくなることも予想

されます。 

市といたしましても、引き続き各こども園と連携をとり、時代のニーズを鑑みなが

ら、持続可能な支援策を検討してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 園では一番頭を悩ますところではないかと思います。今い

る保育士さんを切るわけにもいかず、かといって多めにすると人件費がかかると、何

かいろいろな問題が出てきてると思います。 

ですけど、社会福祉法人の経営とか、その将来像は法人が考えていくべきものであ

り、児童数が減ったと思いますが、児童数が減っている子どもに対しては、単に財政

支援といっても難しいものがあると思いますので、市として財政支援以外に何か対

応策がありましたら、また考えているかを教えていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 健康福祉部長、中道佐和子君。 

○健康福祉部長（中道佐和子君） ただいまのご質問にお答えします。 

社会福祉法人は、地域における公益的な取り組みを行う責務があります。多様な福

祉課題に向き合い取り組みがなされてきておりますが、市内のこども園を運営する

法人におきましても、高齢者の介護サービス事業や妊産婦を対象とした事業、放課後
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子どもクラブなどこども園以外の事業を展開している法人がございます。 

今後、法人の将来については法人自身で決めていただく必要がありますが、少子化

が進む中、地域に根ざした福祉サービスを提供していきたいなど前向きなご意見が

あれば、どのような取り組みが可能か、様々な視点から検討し、対応していければと

考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 私も他市町のことを調べたり、直接見に行ったりしてきま

した。地域と上手に関わり、連携しているところとか、福祉との交わりの中で行って

いるところなど、昔の保育園っていうだけっていうよりも、他市の団体との結びつき

の中で経営しているところが出てきております。 

市としてはこのそういうことに経営に口出すっていうことはできないと思います

が、そういういろんな情報を園の方に提供していただき、相談などしていただければ

と思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

では、三つ目の質問で、国の異次元の少子化対策では、保護者が安心して子どもを

預けられる体制整備を進めることが急務であり、その中には保育士の負担軽減と良

質な保育の確保に取り組んでいくとなっております。 

あわら市において、保育士の負担を軽減し、良質な保育を確保するためにどのよう

な体制を整えていっているのでしょうか。お尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 健康福祉部長、中道佐和子君。 

○健康福祉部長（中道佐和子君） 国の異次元の少子化対策における「保育士の負担軽

減と良質な保育の確保」に向けて、どのような体制を整えていくのかとの質問にお答

えします。 

   保育士の負担軽減と良質な保育の確保は、国の少子化対策においても重要な課題

であります。市では、各こども園が登園管理や保護者連絡に対してＩＣＴ導入を行っ

た場合に、補助金を交付し、保育士業務の効率化や負担軽減を図っており、現在、公

立も含めた市内１２園のうち９園が導入済みです。 

   また、施設内の清掃や園外活動時の見守りなど保育士の業務を補助する人員を配

置した場合におきましても補助金を交付し、本年度は私立４園がこの制度を活用し

ており、公立２園においても同様の対応を行っております。 

   その他、市内すべての園での使用済みオムツの持ち帰り廃止や、公立２園、私立１

園ではありますが、紙オムツのサブスクサービスを導入するなど、積極的に保育士の

負担軽減を図っています。 

   これら保育士が働く環境整備などに対する支援につきましては、保育士の負担軽

減により保育中に子どもと向き合える時間的・精神的な余裕を確保することができ、

保育の質の向上にも繋がっていると思います。 

さらに、市内こども園の保育士などで構成されるあわら市保育部会に対する研修
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への補助をはじめ、市が委嘱している保育カウンセラーがこども園へ巡回相談を行

うなど、保育士がより良い保育を行えるよう後押ししているほか、虐待通報義務化や

重大事故防止のためのガイドラインを適宜周知し、園での重大なヒヤリハット事案

の報告を求めるなど安全管理に努めております。 

今後も国や県の施策と連動し、保育士の働きやすさと保育の質の向上を両立させ

る体制を強化してまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 市も業務効率化や保育士の負担軽減について繋がる補助メ

ニューを交付してるっていうことですよね。しかし、これ全こども園が導入している

わけではない。こういう補助金、こういう良い補助金を全こども園が導入できるよう

積極的に働きかけることはできないのでしょうか。 

また、この導入に踏み切ってない園の理由、なぜ踏み切らないのかっていうそうい

う理由も聞いて把握しているのかということと、また市としてこういった問題にど

う向き合うか、何か考えはあるのでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 健康福祉部長、中道佐和子君。 

○健康福祉部長（中道佐和子君） ただいまのご質問にお答えします。ＩＣＴなどを導

入しない理由などにつきましては、市で毎年把握をしております。保育の負担軽減を

図る補助メニューは様々ある中で、各こども園におきましては、それぞれの保育体制

や経費などを加味し、取捨選択し、メニューを活用していただいております。 

今後も活用メリットの説明をしっかり行い、そこで働く保育士の負担が少しでも

軽減されるよう、丁寧に対応してまいります。 

また、年々子育て政策が拡充する中で、保育士の方々がどういったところが負担で

あると感じているか、考えているかなどを調査・分析し、より質の高い保育が提供で

きるよう、向き合っていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ぜひ前向きに進んでいっていただきたいと思います。 

最後に、市長にお聞きしたいと思います。２０２０年からの出生数を見ますと、下

手をしたら今後５年ほどの間に５０人ぐらいになってしまうのでないかと、ちょっ

と懸念しております。 

もちろん上振れをしてくれればいいのですが、理想と現実、双方に行政は備える必

要があると思います。国は異次元の少子化対策を進めると言っております。これに対

応するといいますか。こども家庭庁設置後、子どもにまつわる支援施策が多く打ち出

されていますが、数年前から所管課の体制はほぼ変わっていないように思われます。 

しっかり国策に対応できるよう、組織体も含めて積極的に体制作りなど必要では

ないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 私、就任以来、もう子育て支援ということは、常に頭から離れて

おりませんし、それから人口減少に歯止めをかけるということも同じように頭から

離れておりません。 

ただ、今の話、まず結婚をしていただけないという状況がありますし、そういうこ

とも状況も踏まえながらではございますが、こども家庭庁の設置前にも、あわら市と

しましては、その状況に合わせていろいろと体制の整備変更などをやっております。 

今後も国策にちゃんと合わせていけるように、しっかりとまた状況を踏まえなが

ら、また他市町の状況も研究しながらしっかりと子育てに力を入れていきたいと思

っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） ご以前からずっと考えてらっしゃるということで、そうい

うところ、いろんなところに力を入れないといけないので市長さんもすごい大変だ

とは思うんですが、ぜひあの、こういうところも見過ごしといいますか、派手なとこ

ろは見えるんですけど、そういう地味なところっていうのはどうしても見えにくい

ところもございますので、そこのところをまた気に留めていただいて、市政に反映し

ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

これで私の一般質問を終わらさせていただきます。 

○議長（室谷陽一郎君） ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時からといたし

ます。 

（午前１２時００分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に続きまして会議を開きます。 

（午後１時００分） 

                                        

◇北浦博憲君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、１１番、北浦博憲君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、分割質問分割

答弁方式によりまして、一般質問をさせていただきます。 

第１項目、応援職員の受入れ体制と受援計画の実効性について質問をさせていた

だきます。 

令和６年能登半島地震では、被災自治体が甚大な被害を受ける中、全国からの応

援職員やボランティアの迅速な受け入れが、復旧・復興の大きな支えとなりました。
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特に、対口支援制度の活用や現地調整会議の設置により、応援職員の力が的確に発

揮され、被災地の行政機能の維持に大きく寄与したといわれています。しかし、応

援を受ける側の体制が整っていなければ、その善意や専門性を十分に活かすことが

できず、かえって混乱を招く恐れもあります。 

   本市においても、万が一の大規模災害に備え、地域支援者との連携を深めておく

ことなど応援職員の受け入れ体制を平時から整備しておくことが、市民の暮らしと

命を守る上で極めて重要だと思います。この視点にたち、大規模災害時における応

援職員の受入れ体制についてお尋ねをいたします。 

１点目、能登半島地震など、近年の災害事例を踏まえた受援計画の見直しはされ

ているのかお尋ねをいたします。 

２点目、総務省のガイドラインでは、応援に関する庁内調整、取りまとめ、調整会

議の開催や応援者への配慮など、受援に関する取りまとめ業務を選任する受援班担

当の設置が求められています。受援班担当の役割は明確になっているのか。また、

災害対策本部に含まれているのかお尋ねをいたします。 

３点目、避難所運営支援など応援職員の業務の整理、受援班担当による応援職員

の窓口の一本化による受援時の指示系統の整理、応援職員と市職員、地域支援者の

役割の整理など業務調整を明確にすることは、災害対応の混乱を防ぎ、支援の効果

を最大化するために不可欠なものです。応援職員の業務は具体的に整理されている

か。また、受援時の指示系統や業務調整はどうなっているかお尋ねをいたします。 

４点目、マニュアルで業務分担や指揮系統を明示することにより、迅速な活動開

始が可能となり、シミュレーションを通じて、受援班が応援職員の業務調整、後方

支援、情報共有を円滑に行えるかの検証ができます。応援職員の受け入れを想定し

たシミュレーションやマニュアルは整備されているのかお尋ねをいたします。 

５点目、被災現場や避難所など応援職員が活動する現場で開催され、具体的業務

調整や応援職員の活動を円滑に進めるための現地調整会議は誰が統括し、開催する

頻度はどうなっているのかお尋ねをいたします。 

６点目、応援職員の活動を円滑に進めるため、受援計画の中で必須要素とされて

いる応援職員の宿泊場所や食事、物資の提供、災害用グループウェアなど、情報共

有の手段はどうなっているかお尋ねをいたします。 

７点目、応援職員や技術者の派遣を受け、避難所運営、罹災証明発行、物資管理、

インフラ復旧などを継続できる仕組みとして、対口支援を受ける相手の自治体は決

まっているのかお尋ねをいたします。 

８点目、避難所の開設運営に際して、声かけ、高齢者や障がいのある方への支援

など、区長会や民生委員、福祉関係者、地域支援者と応援職員の連携体制はどのよ

うに構築されているかお尋ねをいたします。 

以上の項目について理事者の答弁をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 
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○市長（森 之嗣君） １点目の能登半島地震など近年の災害を踏まえた受援計画の見

直しはされているかとのご質問にお答えします。 

本市では、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、これまで以上に災害に強い

まちづくりに取り組むため、今年度、危機管理課を新設するとともに、高度な知識

と豊富な経験を有する元陸上自衛官を課長級の「危機管理監」として配置し、防災

体制の強化や訓練の充実、各種計画の見直しに取り組んでいるところでございま

す。 

受援計画については、国は、市町村の計画策定を後押しするため、「市町村のた

めの人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き」を作成していますが、受

け入れ環境の確保の参考となるよう、今年４月に、この手引きを改訂し、能登半島

地震における応援人数の例示や応援職員の宿泊場所のリスト化などの項目を追加

しました。 

これを受け、本市では、国の改訂内容を反映すべく、現在、受援計画の見直し作

業に取り組んでおり、今年度中に完了する予定でございます。 

２点目以降の質問につきましては、総務部長がお答えをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君） 次に、２点目の応援職員の支援を行う受援班担当の役割は

明確になっているか。また、災害対策本部組織に含まれているかとのご質問にお答え

をいたします。 

本市の受援計画における受援体制は、庁内全体の受援担当と、罹災証明書交付や避

難所運営などの各業務の受援担当により構成されています。庁内全体の受援担当は、

災害対策本部の総括班が担い、主な役割は派遣元との調整のほか、各業務の受援担当

との応援職員の受け入れの調整と取りまとめなどです。 

一方、各業務の受援担当は、災害対策本部の各班が担い、主な役割は総括班との調

整や、各業務における応援職員の受け入れに関することとなっています。議員のおっ

しゃるとおり、国は、比較的規模の大きい市町村には、災害対策本部内に受援業務を

専任する班の設置を求めているのに対し、規模の小さい市町村には、総括的な役割を

担う班か、受援担当を兼ねる方法を示しています。 

受援業務を専任する班を設けることは、より望ましい体制であると考えますが、職

員数を考慮した場合、班を細分化すると一班当たりの人員が減少し、他の班に影響を

及ぼすおそれが考えられることから、現在、危機管理課のほか、総務課、市民協働課

で構成する総括班が受援に関する取りまとめ業務を兼務することとしています。 

次に、３点目の応援職員の業務は具体的に整理されているか。また、受援時の指示

系統や業務調整はどうかとのご質問にお答えをいたします。 

応援職員の主な業務は、受援計画において、時系列に沿って整理をしています。例

えば、罹災証明書の交付業務の場合、発災から概ね１週間は、証明書の交付方針の検

討や実施体制の構築などのマネジメント業務を担い、その後、申請書の受付や証明書
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の交付などの実務を応援していただくよう整理しています。 

また、受援時の指示系統や業務調整については、災害対策本部の総括班が、各業務

の受援担当から、応援が必要な業務内容や人数等のニーズを取りまとめ、調整を行い

ます。この結果を受け、各業務の受援担当は、派遣された各応援職員に対し、業務の

実施方針の伝達や調整、活動状況の確認等を行うこととなっています。 

次に、４点目の応援職員の受け入れを想定したシミュレーションやマニュアルは

整備されているかとのご質問にお答えします。 

去る９月１２日に、職員の災害対応力の向上を図るため、災害対策本部図上訓練を

実施しましたが、この訓練の中では、受援計画に基づき、県や消防、警察、自衛隊か

ら派遣される現地連絡員との情報共有と応援活動の調整のほか、建物の倒壊などの

危険性を判定する応急危険度判定士の派遣調整や、避難所運営に要する人的支援の

ニーズ検討など、応援職員の受け入れに関するシミュレーションを組み入れました。 

一方、物的支援の受け入れについては、職員の動きや物資、車両等の流れに関する

マニュアルが必要であると考えていますので、今年度中にこれを整備し、次年度から

訓練に組み込み、実効性を検証してまいりたいと考えています。 

次に、５点目の応援職員の活動を円滑に進めるための会議は、誰が統括し、開催頻

度はどうかとのご質問にお答えをいたします。 

応援職員が業務を進めるに当たり、円滑に活動が進められるよう、各業務の受援担

当が、業務の実施方針や状況認識の統一を図るため、できるだけ早く調整を行う機会

を設けます。また、日々の活動前や活動終了後に定期的に応援職員と打ち合わせを行

い、情報共有と活動状況を確認することとしています。 

次に、６点目の応援職員の宿泊場所や食事、物資の提供、災害用グループウェア等

の情報共有の手段はどうかとのご質問にお答えします。 

宿泊場所については、従来から、応援側で準備することが基本とされていますが、

宿泊場所の確保が困難な場合も考えられることから、先程申し上げました国の手引

き改訂に伴い、本市では、公民館等の公共施設の空きスペースをリスト化して紹介で

きるよう、受援計画の見直しを進めています。 

また、本市の受援計画では、筆記用具、パソコン、スマートフォン、携帯電話、作

業着、長靴、雨具等の各業務に必要な最低限の資機材等をリストアップ化しています

が、これらを応援職員が準備し、持参することとしています。 

さらに、現場における応援職員の情報共有の手段については、利便性や操作性の観

点から、基本的には互いのスマートフォンを活用することとなります。 

次に、７点目の本市が対口支援を受ける自治体は決まっているかとのご質問にお

答えします。 

国は、対口支援の協力依頼を受けた場合、被災市町村ごとに被災地域ブロック内の

都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当て、対口支援団体を決定します。

福井県は「近畿ブロック」に含まれているため、本市が対口（たいこう）支援を受け

る場合は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、
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堺市、神戸市のいずれかの自治体となります。 

次に、８点目の区長会や民生委員、福祉関係者など地域支援者と応援職員との連携

体制はどのように構築されているかとのご質問にお答えします。 

災害が予測されるときや発生したときには、災害対策本部の避難所班が避難所を

開設いたしますが、大規模災害時など避難所生活の長期化が想定される場合には、区

長会や民生委員、福祉関係者などの地域支援者の協力の下、避難者主体の「避難所運

営委員会」を設置し、避難所の自主運営体制を築いていきます。 

その際、さらに応援職員の協力が必要となった場合には、避難所班が中心となって、

地域支援者と応援職員との連携、調整等を図ることとしています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） 多くの質問に対しまして丁寧なご答弁ありがとうございまし

た。 

それでは再質問をさせていただきます。質問の２点目について、再質問をさせてい

ただきます。 

市では職員数を考慮して災害対策本部の統括班が受援業務を兼務しているとのこ

とでしたが、市の受援計画を見ると、この中の災害対策本部組織図には、兼務である

ことが示されていません。この受援班担当、大変重要な私はポジションだというふう

に思っていますので、しかしながらこの組織図には兼務であることが示されており

ませんので、この組織図に記載することについてお尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君） 受援計画の中では災害対策本部のどの班が受援担当を担う

かについて、一覧表形式で示しているところでございます。 

今ほどいただきましたご提案は、この一覧表と災害対策本部の組織図とを関連づ

けまして、本市の受援体制を視覚的にわかりやすくしてはどうかという趣旨である

と思いますので、現在進めております受援計画の改定作業に取り入れまして、その趣

旨に沿うように工夫をしていきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） よろしくお願いいたします。次に質問の３点目について、再質

問をさせていただきます。 

ご答弁の中で罹災証明書の交付業務についてご説明がありましたが、取り扱う受

援対象業務は全体でいくつあるのかお尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君） 受援計画では、六つの業務を取り扱うこととしております。

順に申し上げますと、情報分析や組織調整などの総括的なマネジメント業務、住家な
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どの被害認定調査と罹災証明書を交付する業務、避難所のゴミや災害廃棄物の処理

に関する業務、支援物資に関する業務、被災建築物の応急危険度を判定する業務、避

難所運営する業務、以上の六つの業務であります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） ご答弁ありがとうございます。それではですね、３番目の再質

問でございますけども、全体を通したこの質問の中で再質問をさせていただきます。

災害発生時にどのような支援を受け、活用できるのかを明示することは行政の責任

だというふうに思いますし、それが市民の皆さんの安心感に繋がることになります。

市の広報紙やホームページへの掲載など市民への周知を図ることについてお尋ねを

いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君） 受援計画の広報につきましては、現在進めております受援

計画の改定が完了いたしましたら、市のホームページで掲載するなどして広く市民

の皆様にお知らせをしてまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） ありがとうございます。担当部署におかれましては、過去の大

規模災害の教訓を踏まえまして、外からの力と地域の力を繋ぐ計画として、あわら市

受援計画を策定し、日々、日頃からの備えに敬意を表したいというふうに思います。

今後とも市民の安全確保に万全の対応をお願いいたしまして、第１項目の一般質問

を終わります。 

それでは、第２項目の北潟湖湖畔活性化プロジェクトへの取り組みについて一般

質問を行います。 

北潟湖周辺エリアをさらに活性化させることにより、福井県の観光客や市内外の

地域住民のお出かけの際の目的地の一つとなることを目指す北潟湖湖畔活性化プロ

ジェクトの方向性について、本年２月１８日の全員協議会において、理事者から説明

がありました。その中では、北潟湖畔公園は北潟湖周辺エリアの拠点となる場所とさ

れ、北潟湖畔公園の機能を充実させ、夢ぐるま公園を含め体験エリアとしてリニュー

アルすることとしています。北潟湖は自然景観や観光資源としてのポテンシャルが

高く、その活性化は観光振興、地域振興、自然体験など、複合的な効果も期待をされ

ています。 

本プロジェクトは、地域やあわら市の未来に直結する重要なテーマであることを

今後の重要なテーマであることから、今後の取り組み予定などにつきまして、一般質

問を行います。 

まず１点目、本年度の取り組み状況と今後の取り組み予定はどうかお尋ねをいた

します。 
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２点目、本プロジェクトの終了はいつごろを目途としているのか。また、観光旅行

客数は何人を目指しているのか。 

３点目、取り組みは、短期中期長期の視点を持って、複数の課にまたがった連携も

含めてどう発展させていくか検討していくとなっていますが、検討状況はどうかお

尋ねをいたします。 

４点目、北潟湖畔公園にもっと多くの人が来てもらえるように、屋外遊具やベンチ、

休憩施設、街灯などの整備はいつ行うのかお尋ねをいたします。 

５点目、観月納涼祭など自主事業を行ってきたあわら夢ぐるま公園の指定管理は

終了していますが、今後、観光地としての魅力アップをどう図っていくのか、お尋ね

をいたします。 

以上の項目についてお尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 北潟湖畔活性化プロジェクトにつきまして、１点目の本年度

の取り組み状況と今後の取り組み予定はどうかという点についてお答えをいたしま

す。 

北潟湖畔活性化プロジェクトにつきましては、昨年度末の議会でもご説明したと

おり、「北潟湖を体験しよう」「自然を楽しもう」「オールあわらで頑張ろう」「外に向

けて発信しよう」の４つのキーワードを軸に、各種施策を展開しております。 

まず、「北潟湖を体験しよう」では、本年５月より、土・日・祝日、ゴールデンウ

イークやシルバーウイーク、お盆などは平日も含めて、アイリスブリッジのライトア

ップを実施いたしました。現在は、県による橋のアイリスブリッジの塗装作業の関係

で一時中断をしておりますが、次年度４月下旬に再開を予定しております。 

また、北潟湖畔公園における、景観確保のため、東側法面約２，０００㎡の樹木間

伐を行いました。来年度以降も約５年間かけ、間伐を実施し、高台からの眺望を一新

してまいります。 

さらに、レンタサイクルの更新を行うとともに、令和９年に開催されるワールドマ

スターズゲームズ２０２７関西大会に向けて、本年度、カヌーポロ競技場の桟橋改修

を進めてまいりました。 

一方、福井県においても、浜坂地係約５００メートルのサイクリングロードの整備

延長が現在進められております。 

次に、「自然を楽しもう」では、北潟湖自然再生協議会の事業として、浜坂湿地で

の自然観察会や、北潟小学校での外来種駆除体験、一般市民を対象とした自然観察や

カヌー体験などを実施しております。 

また、本年度１２月１３日には、「北潟湖 水と水辺のシンポジウム」を開催し、市

民や子どもたちが一緒になって、美しい北潟湖を取り戻すための話合いを行うこと

となっています。 

さらに、「オールあわらで頑張ろう」では、本年１０月１９日に、北潟公民館まつ
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りと併せて「北潟っ湖フェス」を開催し、大学生吹奏楽部の皆さんによる演奏や、饅

頭まきなどを行いました。 

また、今年度から新たに、福井工業大学の協力を得て、市民大学講座として、パラ

ボラアンテナの見学会や、入浴剤を使ったロケットの実験など、魅力的な事業を実施

したところでございます。 

最後に、「外に向けて発信しよう」では、今年度から地域活性化企業人として着任

しているフォトグラファーの「ｔｏｍｏｓａｋｉ」氏によって、北潟湖の豊かな自然

や、カヌーポロの様子などの風景を、フォロワー数２９万人を超える「ｔｏｍｏｓａ

ｋｉ」氏のＳＮＳで発信していただくほか、インターネットサイト上の企画連載「あ

わら色」を通じて、プレスリリースなどで幅広く発信を行っております。 

今後も、北潟湖周辺の魅力を少しずつ高め、積極的な情報発信を行い、引き続きそ

の魅力の最大化に取り組んでまいります。 

次に２点目の本プロジェクトの終了はいつ頃を目途としているのか。また観光入

込客数は何人を目指しているのかについてお答えします。 

本プロジェクトは、あわら市の大きな財産である北潟湖周辺エリアに、市民や観光

客が集い、より多くの賑わいを生み出すことを目的としています。したがって、プロ

ジェクトの終了ということは考えず、常に少しずつでも、プロジェクトを進めている

ことが、大事であると考えております。 

   また、観光入込客数について、吉崎と北潟湖畔地区を併せた、あわら市北部エリア

では、令和元年の約１２万５千人から、道の駅のオープンの影響もあり、令和６年に

は入込客数が約５２万人と増加をしております。しかし北潟湖畔地区に限定すると、

令和元年約７万６千人が、令和６年には約９万２千人と花火大会の影響を除けば、ほ

ぼ横ばいでございます。 

   今後は、さらに北潟湖の魅力を磨き上げ、吉崎からの周遊客のキャッチアップに努

め、この北潟湖畔地区の数を毎年増やしていくという事を目標としたいと考えてお

ります。 

   次に３点目の「取り組みは、短期・中期・長期の視点を持って、複数の課にまたが

った連携も含めて、どう発展させていくか検討していく」となっているが検討状況は

どうかというご質問についてお答えします。 

   前述のとおり、今年は昨年度お示しいたしました「北潟湖畔活性化プロジェクト」

で掲げる４つの視点を持ちながら、複数課において様々な取り組みを実施してまい

りました。 

   今年一年の事業について、プロジェクトで定めた視点に基づいて、それらの達成状

況をふりかえり、今後、中期・長期的にどのような取り組みが必要か、来年度以降に

向けて、私を中心に、さらなる検討を重ねていきたいと考えております。 

次に４点目の利用者からの希望が多い屋外遊具やベンチ、休憩施設、外灯などの整

備はいつ行うのかについてお答えいたします。 

   先ほど１点目の質問でもお答えしましたが、今年度はプロジェクトに基づきアイ
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リスブリッジのライトアップや、普通自転車の更新などを実施いたしました。 

議員ご指摘の、屋外遊具やベンチ等の施設整備につきましても先ほど答弁したと

おり、北潟湖周辺地域に関連する取り組みの全体的な計画の進捗を踏まえながら、中

期的な視点で、どのような取り組みが必要か、整備について検討を重ねていきたいと

考えております。 

また、サイクリングパークエリアにおける大型遊具の設置について、来年度以降、

県に要望してまいりたいと考えております。 

５点目のあわら夢ぐるま公園の指定管理は終了しているが、今後観光地としての

魅力アップをどう図っていくのかについてお答えをいたします。 

令和６年度末で指定管理事業を終了したあわら夢ぐるま公園ですが、当時の指定

管理者では、公園の維持管理に加え、地域と協働した納涼祭の開催や物づくり体験、

さつまいもの収穫体験など、地域の特性を活かした自主事業も開催していただきま

した。このことにより、地域の方々にこの公園を通じて農業の体験や地元地域への愛

着を感じてもらうことが出来たと考えております。今年度は、一旦、指定管理を停止

し、プロジェクトにおいて、当該公園の機能の見直しや立地を生かした更なる魅力向

上を目指し、関係課を含めた協議を進めているところでございます。 

今後は、全体的なプロジェクトの方向性を確認しながら、「あわら」ならではの果

物や野菜の栽培と収穫体験、食の体験、農産物を使った商品づくり、パッケージデザ

イン検討までの体験プログラムなどを検討し、このエリア全体で、あわら市独自の更

なる魅力アップを図るための取り組みを具体化したいと考えております。 

なお、事業の実施にあたっては、民間事業者の参入や共同事業も視野に入れ、より

効率的・効果的に行えるかどうかについても併せて協議したいと考えております。以

上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） ご答弁ありがとうございます。北潟湖畔の活性化に向けまし

て、関係各課がまた福井県などとも連携しながら、四つのキーワードを軸に事業を進

められていることがわかりました。その上で、次の点について再質問を行います。質

問の３点目について、再質問させていただきます。 

今後、中・期長期的にどのような取り組みが必要か、来年度以降に向けて、副市長

中心に更なる検討を重ねていきたいとご答弁がありました。中・長期的な視野に立ち、

実施期間を設定することは市民や関係者にいつまでに何が行われるのかがわかりや

すく伝わり、市民や行政機関、観光関係者、教育関係者を巻き込み、本プロジェクト

の信頼性に繋がると思います。本プロジェクトの推進に当たって、短期・中期・長期

の期間設定を行うことについて市のお考えをお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） ありがとうございます。本プロジェクトの推進に当たりまし
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ては、先ほども申しましたが、常に少しずつでも、プロジェクトを進めていることが、

大事であると考えております。 

   本年度の取り組みを短期的な取り組みとしながら、中・長期的な取り組みとしまし

ては、北潟湖周辺エリアを取り巻く状況等を適切に判断しながら、柔軟に対応したい

と考えております。 

   現在、令和８年４月からの１０年間を計画期間とする「第３次あわら市総合振興計

画」および令和８年４月からの２０年間を計画期間とする「第２期都市計画マスター

プラン」を策定しているところでございます。 

また、昨年度は本年４月からの５年間を計画期間とする「第２期観光振興戦略」を

策定したほか、令和５年度末には「観光街づくりビジョンを策定したところでござい

ます。 

この北潟湖の活性化プロジェクトの期間設定については、これらの市の各計画に

沿いながら、中期的には５年、長期的には１０年から２０年のスパンで、北潟湖周辺

のにぎわいづくりをソフト・ハード両面から粘り強く続けていきたいというふうに

考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） ご答弁ありがとうございます。それではですね、次の再質問で

ございますけども、質問の４点目について再質問させていただきます。 

令和５年１２月の北潟地区区長会長、副会長、次期区長会長の市長面会の中で、副

市長から自然の風を感じることができる屋外遊具、ベンチ、街灯が必要だというお話

がありました。今のご答弁の中では、屋外遊具やベンチなどの施設整備について北潟

湖周辺地域に関連する取り組みの全体的な計画の進捗を踏まえながら、中期的な視

点でどのような取り組みが必要か検討を重ねていきたいと考えているとのご答弁が

ございました。 

少しニュアンス内容が違ってきているように思いますが、この一年、本プロジェク

ト内で連絡会の開催や関係各課による連携、情報の共有はどのように行われてきた

のかお尋ねをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 副市長、前川嘉宏君。 

○副市長（前川嘉宏君） 今年度のプロジェクトの推進に当たりましては、私が各所管

部局の関連施策について、進捗を確認し、適宜指示出しをしたうえで、政策広報課に

よって、その進捗状況の集約を行ってまいりました。 

   一方、今議員がおっしゃいました北潟地区区長会長、副会長、次期区長会長の皆様

と面会の中でお伝えしました私の思いというのは一切変わってございません。 

   前述のとおりとなりますが、本年度の事業の進捗を踏まえ、どのように北潟湖周辺

エリアを活性化していくのかという視点に立ち、しっかり検討を重ねてまいりたい

と考えております。 



55 

 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） サイクリングパークエリアへの先ほど大型遊具の設置要望を

県に要望していくとのご答弁もいただきました。北潟湖畔活性化プロジェクトの推進

については、今後も継続的な取り組みが必要でございます。本日の質問を通じて提起

させていただきました点も含め、よく検討され、実のあるプロジェクトに繋げてほし

いというふうに思います。 

私も市民の１人として、また北潟湖畔地域の住民の１人として賑わい作りにともに

歩んでまいりたいというふうに思います。ここで市長から本日の質疑を受けて、また

北潟湖畔活性化への思いを一言いただければ大変ありがたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森 之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 色々とご提言ありがとうございます。北潟湖は、あわらの大事な

財産である。もっと多くの人が集い、にぎわい、外に向けて開かれていってほしいな

といつも思っております。 

   私の公約にも掲げている事項でございますので、今後しっかり進めていきたいと

考えて思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １１番、北浦博憲君。 

○１１番（北浦博憲君） ありがとうございます。それではこれで私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（室谷陽一郎君） ここで暫時休憩いたします。再開は１３時５０分でございま

す。 

（午後１時３８分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時５０分） 

                                        

◇野沢裕希君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、４番、野沢裕希君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 議長のお許しをいただきましたので、通告順に従いまして、４

番、野沢裕希、一般質問を行います。 

先ほどの議題にもありました。いろいろな視点がありますが、観光にとって一番

大事なものは何でしょうか。美味しいもの、美しい景色、温泉。でも、私は一番大事

なものは、安心・安全だと思います。本日はクマを中心とした横断的鳥獣害対策で、
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暮らす人にも、訪れる人にも安心なあわら市の実現について質問いたします。 

ご承知の通り、本年はクマによる人的被害が全国で過去最多を記録しました。こ

うした深刻な状況を受け、国は令和７年１１月１４日にクマ被害対策パッケージを

緊急決定しました。このパッケージには、ＡＩカメラ、ドローンの活用、総合的な出

没対策・対応訓練、防護策の強化、ガバメントハンターの確保、観光地向けの多言語

対応、交付金による速やかな支援といった対策が盛り込まれています。 

クマ対策はもはや農業被害だけの問題ではございません。防災、危機管理、観光、

教育、市民の安心安全に広く関わる横断的な課題になっています。 

国のパッケージも観光省だけでなく、農林水産省、観光庁、文部科学省、警察庁な

ど複数の省庁が連携して取り組む内容となっています。これは国がクマ対策を農業

被害防止の枠組みから防災、観光、市民の安心を含む総合対策へ明確に方針を転換

したことを示しています。 

さらに、交付金についても、自治体のニーズに応じた柔軟な運用が明記され、地

域の実情に応じた取り組みがしやすくなっています。こうした国の方向性を踏まえ

れば、あわら市も複数課が一体で進める体制を検討すべき段階に来ていると考えま

す。 

あわら市にとって観光は工業と並ぶ重要産業です。特に、星野リゾート進出が控

える今、安全に滞在できる街であることは、市の価値の根幹です。しかし、現場では

既に影響が出始めています。観光事業者からはクマのことを聞かれることが増え、

予約数が減ったという声が複数あります。そして、ゴルフ場ではクマかどうか確認

する手段がない。近くにいるのか、離れたのかわからず対応に困っているという深

刻な声も伺っております。 

また、インターネット上では、確認されていないクマ情報が公開され続ける状況

があり、これは観光への風評になり得ます。誤報、過報を防ぎ、正確に確認する体制

が不可欠ではないでしょうか。 

この対策の最前線で対応されているのが猟友会の方々です。先日お話を伺ったと

ころ、現在、出没通報４０件のうち、実際に痕跡が確認できたのは１０件程度にと

どまるそうです。また、夜間早朝の対応は難しく、さらに本当にクマなのか確認で

きずにクマ情報を流すと場所によっては風評被害になることもあるということが猟

友会の方々の大きな負担となっております。この負担を軽減し、迅速で正確な対応

を可能にするためにも、科学的な確認手段の導入が、一刻の猶予もない急務です。 

以上の認識に立ち、以下六つの質問を申し上げます。 

質問１です。これまでの鳥獣害対策を市としてどのように総括し、市民、観光客

の安心という視点で、どのような課題認識を持っているのかお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） これまでの鳥獣害対策の総括と、「市民・観光客の安心」という

観点からの課題認識についてという質問にお答えをいたしたいと思います。 
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本市では令和元年に鳥獣害対策室を設け、鳥獣害対策として「集落に寄せ付けな

い」「農地への確実な侵入防止」「加害獣の捕獲」の三つの方針を進めてきました。 

「集落に寄せ付けない」対策としては、残渣や放置果樹の撤去、緩衝帯の整備など

を行っており、「農地への確実な侵入防止」としては、防護柵の整備などを行ってお

ります。また、「加害獣の捕獲」としては、出没が多いエリアにおいて捕獲檻の設置

を行ってまいりました。 

クマの出没は市の東部、山際に近いところが多く、出没の際は防災無線やチラシ

での周知、パトロール等を行っており、令和２年や令和５年、令和６年のクマの大

量出没年においては、パトロールや捕獲の強化、爆竹等を利用した追い払いなどの

対策を行ってきました。その結果、当市での人身被害については、平成２６年以降

は発生しておらず、出没も一時的なものが多く、長時間滞在するといった事例は発

生しておりません。 

しかし、近年はクマの出没報告が市の西側、芦原中学校付近でも報告されていま

す。あわら温泉街にも近く、また、坂井市との市境でもあるため、連携をして観光客

や市民への周知、注意喚起などの強化が必要であると考えております。 

市では、ホームページでの出没報告や、ＬＩＮＥ、Ｙａｈｏｏ！防災などのＳＮ

Ｓを活用した広報、被害防止のためのクマ対策に係るチラシの回覧回数を増やすな

ど、これまでの対応に追加して実施しております。また、教育現場では、クマ出没時

の登下校を親の送迎に切り替えることや、クマ出没時にスクールバスの送迎エリア

を拡大するなどの対応も行っております。 

今後も、より有効な手法を検討し、実施してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 先ほど青柳議員からもあわら市の温泉地以外の地域にも１４５

万人が観光に訪れているというのがありました。 

再質問いたします。先ほど申し上げた確認されていないクマ情報の一覧がこのよ

うにホームページに公開されて、その出没箇所が観光への風評に繋がる可能性につ

いて市はどのような認識を持っているのか、改めてご見解を伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

市に入る情報は、本当にクマであったかどうか確認できないケースが少なくあり

ません。しかし、この不確定の情報が全てクマではないと言い切れない状況にあり

ますので、決して安全であるとは断言できません。そのため、市民の安全確保を第

一に、市では注意喚起のためにその情報をホームページやＬＩＮＥ、ヤフー防災な

どで掲載をしているところでございます。 

観光への影響について一定の懸念はありますが、人身被害を未然に防ぐことが最

優先であり、引き続き慎重かつ適切な情報発信を行ってまいりたいと考えておりま
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す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 確かに市民の安全確保という視点は極めて重要です。しかし一

方で、誤報や虚偽の通報が増加した場合には、現場の負担増や誤った判断に繋がる

可能性もあり、十分な慎重さが求められます。安全性と信頼性の双方を担保するた

めにも適切な基準作りと運用の精査を必要だと考えます。 

質問２です。国の方針と現場の多岐にわたる課題を踏まえ、農政、危機管理、観光、

教育が連携し、政策判断と予算執行を一体的に進める横断的鳥獣害対策チームを設

置する考えはあるか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 昨年度、クマが大量出没した６月に庁舎横断的なクマ

対策を行うものとして、「クマ対策本部」を設置しております。この対策本部は、市

長をトップとして、庁内各部長・局長で構成され、大量出没の予兆、あるいは現実に

そのような現象が起きた場合に設置され、庁内各部署の対策について協議を行うも

のとなっております。過去の会議では、各施設の対策確認や、出没注意看板の作成、

注意喚起のための回覧チラシの配布、クマスプレーの各施設への配置などを行って

おります。 

また、対策本部が設置されるに至らなくても、県内での出没状況により、部長会

を通じて、各部署への注意喚起、児童・生徒の安全確保など、この秋も２回、市長か

ら指示を行っているところです。 

今後、この対策本部及び部長会を中心として、注意喚起など取るべき対応を迅速

に決定し、対処していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 再質問いたします。現在、あわら市のクマ対策本部は大量出没時

のみに機能する注意喚起型ではないでしょうか。また、今年度は春先の対策本部が

設置されていなかったと聞いております。ただ、国のクマパッケージでは、省庁を

またいだ取り組みとなっています。 

あわら市としても、クマ対策本部を、クマの活動期前から各担当課が情報共有で

きる横断体制を構築する考えがあるかどうか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 現在のクマ対策本部は大量出没の兆候がある場合に設

置し、庁内の連携を強化する位置づけとなっております。ご指摘の通り、関係課が

情報を共有して、事前の対策や準備を行うこと、また、その意識づけとして協議を

行うことは大変重要であると認識をしております。 
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近年の春に出没するクマの動向を鑑み、毎年５月には横断的なクマ対策会議、も

しくは部長会にて情報交換や協議を行う機会を設け、早期に対応方針を共有できる

仕組みを進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） よろしくお願いいたします。 

質問３です。猟友会の皆さんへの負担を軽減し、また市民の皆さんが感じる迅速

な対応への不安や、不確かな情報による心配を減らすためにも、最新の科学技術を

組み合わせたあわら市型のモデル地域を試験的に導入する考えがあるか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 当市では今年度よりＡＩを活用したカメラ２台を導入

しております。これは、捕獲隊員が檻の見回りがしにくい場所での負担軽減や、檻

確認を行う際の、捕獲隊員及び市職員の安全面の確保や、カメラチェック作業の効

率化といったメリットがあることから、今後も安全面、負担軽減の面から、来年度

３台増設したいと考えております。 

このＡＩカメラは、対象の大きさ・動き・速さなどから、クマと他の動物を選別

し、クマが出現した場合のみ、即座に市・猟友会に伝達されます。精度の高い情報で

あること、リアルタイムで情報が得られることから、学校周辺や観光地など、いち

早く正しい出没情報が必要な箇所での活用や、捕獲檻設置場所を検討するための活

用を検討しております。 

高所カメラについては、県へも問い合わせなどを行って調べておりますが、県内

の導入事例が見当たらなく、設置に対する効果が十分に得られるかどうかは分かっ

ておりません。 

また、ドローン調査については、他の自治体が独自に試験的に導入を行っており

ますが、捜索時のクマがいないことの確認に一定の成果は得られているものの、場

所を特定するための発見に至っていないことや、導入費用が高額なこともあり、費

用対効果の面で課題がございます。 

以上の点から、高所カメラやドローンについては、今後、他自治体などの成果を

十分に研究、調査し、導入を検討していきたいと考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 新しく導入されたカメラが見回りする方にとっての安全に対し

てもいいものではないかなと思っております。通報があって、巡回に行ってもクマ

がいなくなっているということが多数だと思います。旧式のやり方だけでは、この

課題はもうずっと変わっていかないのではないかと思っております。 

再質問です。ドローンの運用を通報後だけではなく、定期的にドローン巡回を行

い、広域の消息状況を科学的に把握する予防的運用を検討する考えがあるか伺いま
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す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 予防的な活動のための機械導入については、今後とも

積極的に調査研究を進め、導入の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 現在業者への調査を進めていただいていると伺っております。

市としても引き続き丁寧な検証と情報収集を進めていただき、有効な運用方法の整

理をお願いしたいと考えております。 

質問４に入る前に、あわら市の非常に優れた取り組みを一つ紹介させてください。

こちらは市が作成した侵入防止柵マップです。Ｇｏｏｇｌｅのマップでなっており

ます。市内の防護柵を全域で可視化した地図としては、県内でも極めて先進的なも

のです。あわら市が、鳥獣害対策の基盤となる守りのラインをここまで丁寧に整備

してきたことは、私は大きく評価しています。 

しかしながら、この地図が示す守りのラインを維持していくことが、今、農村部

では急速に難しくなりつつあります。特に、高齢化が進む集落では草刈り、点検、修

繕といった日常の維持が担い手不足で限界に近づいているという声を多く聞きます。 

ここから質問４です。農村部だけに負担を負わせるのではなく、市全体で守る仕

組みとして、柵支援チームを立ち上げ、維持管理を支援する体制を検討できないか

伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 全国的に農村部では少子高齢化が進み、防護柵の設置

や、点検などの維持管理が困難になっている集落が増えてきています。当市も例外

ではなく、市内の集落からも同じような相談を受けております。 

県内他市町の情報を確認すると、人手の少ない集落に対し、防護柵設置を鳥獣被

害対策実施隊が支援しているといった事例があり、他の市町の事例を参考にしなが

ら、今後検討していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 鳥獣害対策における農村部は大切な防波堤だと思っております。

農村部だけの問題だけにせず、市民全体に自分たちの地域を自分たちで守るという

意識が広がるよう、まずはイベント的な取り組みからでも検討できないか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 柵の設置協力に関しましては、集落内でも非農家など

は設置に協力的でないなど、同じ地区内でも意見がまとまらず、設置に至らないケ
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ースもございます。市全体での意識醸成は非常に難しいところがございます。 

一方で、細呂木地区においては、地区をまたいだ横断的な柵設置を検討する「細

呂木地区鳥獣害対策協議会」の設置を進めていると聞いております。市内の一部の

エリアではありますが、細呂木地区を全体的に守るといった目標に向かって協力し

ていく体制作りが進みつつあります。 

市としては、この協議会を先行事例といたしまして、今後他地区に横展開できる

ような仕組み作りを検討していき、自分の地域は自分で守るというような意識の醸

成に繋がるよう考えていきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 畑や山林が近くにない地域に住む市民にとっても、この鳥獣害

問題っていうのは自分には関係のないことではないと私は考えています。 

岩手県のホテルの露天風呂で清掃していた方がお亡くなりになった事件もありま

した。そうなるとその地域全体の観光への被害も甚大となります。農村部という防

波堤が弱くなれば、その先にある市街地も当然影響を受けます。だからこそ、自分

の地域だけ守ればいいではなく、市全体で意識を共有し、支え合う体制作りが必要

ではないでしょうか。 

そのためにも、街中に住む方々も参加できるような取り組みや、温泉の若い人た

ちも例えばそこに行って協力するなど、そういうイベント的に関われるような仕組

み作りを進めていただき、市全体で意識を高めていくことを強くお願いしたいと思

います。 

質問５です。市民、観光客の安心確保のため、国が求めるクマ総合訓練を学校、住

宅地への侵入を想定した住民参加型の総合訓練として、本市で実施する考えはある

か伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） クマ出没対応訓練については、令和３年度より毎年、福

井県が県内市町を対象に行っており、当市も令和４年度に実地訓練に立候補し、実

施したところでございます。 

訓練は、市・県の担当者、管内猟友会及び警察を交えた実践的な合同訓練となっ

ており、机上訓練及び実地訓練を行い、出没時の役割や対応、実施時の問題点の発

見やその改善策についての検討などを行っております。また、毎年県内他の市町で

行われている訓練にも、当市の担当者及び猟友会員、あわら警察もオブザーバーと

して参加し、見識を深めているところでございます。 

県内でもクマ出没報告が多いこと、今年度から緊急銃猟も始まったことから、今

後も県が主催する合同訓練に積極的に参加していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 
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○４番（野沢裕希君） 再質問いたします。現在の学校住宅地にクマが入った場合のマ

ニュアルと訓練の現状はいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えいたします。学校側の対応についてお答え

をいたします。市内各学校には危機管理マニュアルがあり、不審者侵入を想定した

訓練を毎年行っているところでございます。しかし、クマを想定した実地訓練はし

ておりませんが、先ほどの危機管理マニュアルをもとに、クマ出没のときも対応す

ることとしているところでございます。 

なお、各学校にはクマ出没対応マニュアルがあり、平時の対応策や児童生徒への

指導、クマ出没時の関係機関への連絡体制等を構築しているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） ありがとうございます。また、県主催訓練の参加だけでなく、あ

わら市を開催地とし、市民も参加する総合訓練を実施する考えはあるか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 県内でクマ出没報告が多いことや、今年度から緊急銃

猟が始まったことから、市としては今後、県主催の訓練候補地として立候補し、訓

練を実施したいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 各学校各施設におかれましてはマニュアルを配布の上、内容の

共通理解を図っていただきますとともに、必要な訓練の実施についてご指導いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

質問６です。緊急銃猟は、市民の安全のために必要な一方で、捕獲後に住民から

苦情や訴えがあった場合、ハンターが警察の事情聴取などの対象になりうるという

法的リスクが指摘されています。ハンターの活動を後押しするため、緊急銃猟ガイ

ドラインにおけるハンターの法的リスク軽減とそれを市民、猟友会に周知する市の

方針はどうか伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 緊急銃猟ガイドラインは、国が市町の担当者用に作成

したマニュアルになっており、国のホームページ等で公表されているため、だれで

も閲覧することが可能です。 

ただし、内容が市町担当者用のものであることから分かりづらく、そのまま市民

向けに周知することは考えておらず、当市の対応マニュアル作成に合わせて、分か

りやすくしたものを周知することを考えております。 
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一方、緊急銃猟を行ったことに起因して、被害が発生した場合、現行法ではハン

ターがその責任を負うことになる可能性があり、市では猟友会や警察と十分に協議

を行っておりますが、議員ご指摘のとおり、猟友会からは現在の法整備について、

十分ではない旨の意見をいただいております。大日本猟友会や山形県猟友会がハン

ターの責任問題改善の要望を上げていることから、同じように県に対して要望を出

すことを検討しております。 

また、警察との連携についてですが、緊急銃猟の実施に関しては、道路の封鎖や、

市民の避難など警察と協力して行う必要があります。万が一の場合に備えて、常日

頃より緊急銃猟に係る市と警察の役割分担や、連携体制について、十分に確認を行

ってまいります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 再質問です。緊急銃猟後の事情聴取への不安を減らすため、時系

列記録の作成、警察との共有など、ハンターの負担軽減策を検討できないか伺いま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 緊急銃猟は警察と連携を密にして行うことを想定して

おり、その後の実施情報などの共有についても同様に連携を密にして実施していき

たいと考えておるところでございます。また有事の際は、ハンターに対して、市と

してできる限りのサポートを行いたいと考えています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ４番、野沢裕希君。 

○４番（野沢裕希君） 緊急銃猟において警察との連携を密に行っていくという考えを

示していただき、安心いたしました。また有事の際には、市としてハンターの皆様

をできる限り支援していただけるとのご答弁をいただき、心強く感じております。 

ハンター不足が全国的な課題となる中、安心して活動していただける環境整備は

市にとっても極めて重要であると考えます。 

以上、六つのご質問を申し上げました。全国的なクマ被害の増加そして観光都市

であるあわら市の観光、市民生活への影響は極めて深刻です。国の方針転換は、本

市が新たな体制作りに着手するまたとない機会です。スピード感を持って横断的な

組織の構築、科学的な技術の導入を進め、あわら市観光まちづくりビジョンにある

「来たい、住みたい、おすすめしたい、世界に愛されるまち“ＡＷＡＲＡ”」の実現

に向け、新たな体制作りに着手されることを強く要望し、私の一般質問を終わりま

す。 

                                        

◇島田俊哉君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、１０番、島田俊哉君の一般質問を
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許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） それでは議長のお許しをいただきましたので、通告に従いま

して１０番島田俊哉、一問一答の形式で一般質問を行います。今日もう最後という

ことで、あとしばらく辛抱していただきたいなというふうに思います。 

質問の内容は、今回は一つのテーマに絞って質問をいたします。質問の中身はあ

わら温泉街の北の玄関口にふさわしい景観形成とおもてなし空間の整備についてと

いうことで、現在あわら市観光の核となります「あわら温泉」の再生に向け、令和６

年３月に策定されました「あわら市観光まちづくりビジョン」に基づき、令和７年

度、今年度におきましては、「あわら温泉街再整備基本計画」の策定に向け、社会実

証実験「あわら湯のまちみらいプロジェクト」などを展開しております。 

市内外の方々からも期待が寄せられており、私はあわら温泉に生まれ育った者と

して、今後のあわら市の生き残り、またさらには福井県では随一の温泉地としての

誇りを示す大きなチャンスであるというふうに捉えてございます。 

そして、この事業はいよいよ来年度、令和８年度から実施設計がスタートし、東

尋坊リニューアルに続きまして本格的に動き出すものというふうに考えてございま

す。 

しかしながら残念なことにあわら温泉外の北の玄関口とも言えます場所にある旧

ガソリンスタンドの跡地の整備が今回の再整備の検討の対象になっていないという

ことを大変危惧しております。 

あわら温泉のリノベーションを考えるに当たりまして、私はあわら温泉街全体を

一つの家と見立てて考えてみたいと思います。道路の整備は家の廊下の整備であり

まして、旅館や店舗の改修は、それぞれの家の部屋の整備、またセントピアあわら、

総湯の改修は家のお風呂の整備であり、広場や公園駐車場の整備は庭や駐車場の整

備にあたります。 

そして、家庭においてお客様をお出迎えするときに、まず大切にするのは玄関で

はないかなというふうに思います。玄関はその家の第一印象を決める重要な場所で

あります。そこにこそおもてなしの心が現れます。お客様が来るんだということに

なりますと、まずは玄関を綺麗に掃除をして、花を飾り、明るく整え、気持ちよくお

出迎えするということは、家庭でも温泉地でも同じことではないでしょうか。 

そのような観点であわら温泉の玄関口を見ますと、北の入口に当たる旧ガソリン

スタンドのあった跡地が長年にわたりガソリンスタンドの姿を残したまま三方をバ

リケードで囲まれた状態となっており、もうかれこれ２０年近く経つんじゃないか

なというふうに思うんですけども、訪れる人を迎える温泉街の顔としては、望まし

い景観とは言い難い状況となっています。 

この場所につきましては市内外から車で訪れる方々が最初に目にする、まさにあ

わら温泉の北の玄関口でありまして、本来であれば花や木々が彩り、温泉情緒に溢
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れ、「ようこそあわら温泉へ」とお客様を温かく迎える空間であるべきです。 

ここで場所、皆さんご存知だと思うんですけど、一応表紙も作ってきたんですけ

ど出すの忘れてました。場所、ここですね。ちょっとちっちゃいですけど、ここ。こ

れがあわら湯のまち駅で、ここ足湯がありまして、セントピアあわらはここ。ここ

が星野さんが来るっていうとこ、ここが舟津のお薬師さんか。それでここが白和荘

で。 

僕らは大体あわら温泉街っていうと、大体ここらあたりをあわら温泉街だってい

うふうなイメージするんですけども、この北の玄関口にある三角地帯なんですね。

この場所は、これもうちょっと大きくした図面なんですけども、ここがスタンドの

跡地で、北側からいうと、石川県の加賀方面、また金津インターを降りてフルーツ

ラインを西側に来て、３０５号に出てきてあわら温泉街に来る道路がこれですね、

ドーンと突き当たるこれ。今度もう１本、温泉７号線っていうんですかね、舟津二

面線っていうんですか。芦原温泉駅から車で井江葭とか二面の元村の下を通って来

る道がこれ、ここにドーンて突き当たります。もう１個、田中々舟津線って「湯～わ

くＤｏｒｉ」っていうんですかね。中途半端になってますけど。南側から来てずっ

と上がってきて、ドーンとぶつかる、これが３本目。今度は芦原街道で舟津温泉か

ら来る、これボーンと、これ４本目。今度三国の方からボート場のところを通って、

またこれ３０５号線ですけど、５本目でドーンと。この跡地には５本の主要な道路

がぶつかっているまさに温泉街の北の玄関口ではないかなというふうに私は思いま

す。 

そこで長年懸案でございました。角惣の跡地、旅館跡地も取り壊され、綺麗に整

地されました。また楽天ブランドのホテルも北陸初進出ということで、年明けです

かね、オープンするというふうなことを聞いてございます。 

また先ほどお話もございましたけれども、長年の懸案だった旧開花亭跡地には、

世界的にも評価の高い星野リゾートさんが進出するというふうに１０月に発表がご

ざいました。ということであわら温泉が、全体が再び注目を集めることになるんで

はなかろうかというふうに私は思います。 

そのような今こそ、この北の玄関口の整備を進める絶好の機会であるというふう

に考えます。多額の費用を要する大規模な整備をしてくれというんじゃございませ

ん。花壇や案内板、木製ベンチなど提供コストでできる整備を行うことで、訪れる

方々にあわら温泉に来たなと感じていただけるような効果が期待できるんではない

かなというふうに思います。 

ということでそこで現状の写真がこれですね。これが３０５からドンと突き当た

った写真。これが温泉７号線で東側から突き当たった、大して変わりませんけど。

これは田中々舟津線って温泉街の南側から北に上がってきて突き当たった写真。こ

れは芦原街道から突き当たった写真。これはボート場を通って３０５号から付き合

った写真ということで、三方バリケードで囲まれて、全くみっともないなという形

になっているというふうに思いますけれども、そこで森市長に二つお尋ねいたしま
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す。 

まず第１に、この旧ガソリンスタンドの跡地の現状について、市としてどのよう

に認識をされているかお伺いをしたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 議員ご指摘の「旧ガソリンスタンド跡地」は、車で訪れる方々が

最初に通過する位置にあり、温泉街の印象を左右する重要な地点であると認識をし

ております。 

現在は、敷地の三方がバリケードで囲われた状態が続いており、温泉街の顔とし

ては十分とは言えない状況であると考えており、市としましても課題意識を感じて

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） ありがとうございます。同じ認識でよかったなと思います。 

市長も温泉街の印象を左右する重要な地点であるということと、温泉街の顔とし

ては十分と言えないっていうふうな課題を感じているんだというふうにおっしゃっ

ていただきましたけれども、それございましたら、次、市としてどうするかという

ことをお尋ねしたいなというふうに思うんですけども。 

そこで二つ目の質問で、今年度中に策定する「あわら温泉街再整備基本計画」の

中で、この場所を北の玄関口にふさわしい景観整備、おもてなしや交流拠点として

位置づけ、今後リノベーション計画と一体的に整備を進める考えはありますでしょ

うかお伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） これまでも全員協議会でご説明しておりますとおり、現在、あわ

ら市観光まちづくりビジョンに基づき、あわら温泉街の日常使いや回遊性・滞在性

の向上を目的とした再整備に向け、重点エリアを設定して検討を進めておるところ

でございます。 

エリアの北側は、舟津温泉薬師堂付近までを描いており、議員ご指摘の「旧ガソ

リンスタンド跡地」につきましては、その範囲外となるため、現時点では具体的な

整備計画はございません。 

ただし、重点エリア以外につきましても、今回「あわら湯のまちみらいプロジェ

クト」で実施した社会実験では、アメリカフウ並木道のライトアップにより、温泉

街への動線における景観整備やおもてなしの取り組みを検証しております。 

また、「旧ガソリンスタンド跡地」につきましては、立地や形状が特徴的であり、

これまでの検討の中で、一部の民間事業者から関心があるとの声も伺っております。 

当該地は民有地でございますので、市が直接活用する予定はありませんが、民間

事業者の動向を注視し、温泉街再整備の取り組みと連動できるよう、今後も検討を



67 

 

進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） ありがとうございます。まず市長のお答えの中に今回の整備

エリアには入ってないので整備計画はありませんよというふうにお答えいただきま

した。今回の整備エリアについては温泉街のこのラインですかね、ここまでを整備

エリアとするんだというふうなことですけど、整備エリアの設定がちょっとなんか

狭いんじゃないかなというふうに思うんです。これはもう今言っても仕方ないんか

もわかりませんけども。また、この整備エリアに含まれているので今回の事業では

やらないけれども、またこの事業と歩調を合わせる形でこのエリアからはワンスパ

ン北の方に離れてますけど、歩調を合わせる形で合わせて実施していただくような

ことも考えていただきたいなと思います。 

今回のこの事業の計画では、この芦原温泉街の範囲をそういうふうに捉えていら

っしゃいますけれども、もっと上位計画となるあわらの都市計画マスタープランで

すね。都市マスでは、ここでいうと温泉文化地区ってあるんですけど、このちょっ

とピンクっていうんですかね、桃色っちゅうか、ここらを温泉地区っていうんで、

僕らも大体こういうふうなイメージなんですけども、今回の事業をするその重点エ

リアには入っていないというふうなことでしたが、そんな決め決めでなくて合わせ

てやっていただけたらどうかなというのと、ただし書きの中でこれもおまけで言っ

ていただけたのかなと思うんですけども、一部民間事業者が関心があるとの声も伺

っておりますというふうなことをお話がありました。 

その一部の民間事業者がどのような計画をしているのか私は承知しませんけれど

も、事業者の事業計画の内容がですね、今回の芦原温泉街の整備にふさわしいもの

であればそれでいいと思いますし、私も土地所有者にその話を繋ぐぐらいのお仕事

はできますんでまた使っていただきたいなと思うのと、答弁の中で当該地は民有地

でございますので、直接市が活用する予定はありませんってお答えありましたけど

も、それは何でも初めは民有地やと思うんですね。 

湯のまち広場も昔は有楽荘があって、一時福井銀行になりましたけど、福井銀行

から旧芦原町が買いましたし、セントピアあわらも当然民間の地面でありましたし、

今火災の跡地も民間地ではございましたので、その民間地を市が買うなり借りるな

りして整備するという考えもあるかなというふうに思います。そこら辺も合わせて

検討していただきたいなというふうに思います。 

それとですね、よく似た質問で、これまだ時間あるのでちょっと脱線するかもわ

からないんですけど。 

○議長（室谷陽一郎君） 通告外ですか。 

○１０番（島田俊哉君） 関連あるんですよ。 

４年前の一般質問で湯のまち広場の伝統工芸館の西側の火災の跡地、もう市の方

で何とかすべきじゃないかって私一般質問したんですけど、そのときはあそこの地
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面は芦原温泉の一等地なんで市が介入しなくても民間ベースで土地利用は可能です

から、市が土地を取得したり整備する考えはありませんというふうに答えられて、

私は重要な地面なのであるからこそ市が整備すべきじゃないかなというふうなこと

で、考えがもうずっとパラレルだったんで、もうそれで終わったんですけども。 

今回の再整備の中では火災の跡地もアイストップ、人目が引くような、人の目に

留まる温泉のシンボル性の創出をするっていうふうに森市長は言っていただいたん

で良かったなというふうに安心をしてございます。 

また、今回提案したスタンド跡地は、アイストップでの意味合いですと、悪い意

味ではもうすごい効果があるんじゃないかなというふうに思います。これをぜひと

も良い効果のアイストップになるように整備をしていただきたいなと思います。 

もちろん最後の答弁で、「今後も検討を進めてまいりたいと考えております」、こ

の「検討を進める」っていう意味合いは、私は私なりに承知しているつもりなんで

それ以上は申し上げませんけれども、以上で私の一般質問を終わりといたします。

ありがとうございました。 

                                        

   ◎延会の宣言 

○議長（室谷陽一郎君） お諮りします。 

本日の会議はここまでとし、明日に延会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 なお、明日１２月５日は午前９時３０分から会議を再開します。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日はこれをもって延会します。お疲れさまでした。 

（午後２時４４分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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１.開議の宣告 
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日程第 ２ 一般質問 
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   ◎開議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の出席議員数は、１６名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、見澤勇三君、８

番、三上寛了君の両名を指名します。 

                                        

   ◎一般質問 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２、これより昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

◇家上雅之君 

○議長（室谷陽一郎君） 通告順に従い、５番、家上雅之君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ５番、家上雅之君。 

○５番（家上雅之君） おはようございます。議長のお許しを得ましたので通告順に従

い、５番、家上雅之が一般質問を行います。本日１番目ということで、張り切ってま

いりますのでよろしくお願いします。 

私は、あわら市と加賀市間の乗合タクシー乗り入れ、また「道の駅いねす」でのイ

ータクへの乗り換えのことについて、分割質問分割答弁で質問いたします。 

自動車免許返納者、また車を持っていない方の交通不便地域の方の住民の一番便

利な移動手段は、私は乗合タクシーではないかという風に思っております。吉崎・

浜坂地区の住民の方の買い物や医療などの生活基盤施設は隣接する加賀市であり、

小中学校は綿城小中学校になります。また、働く場所も加賀市で働く方が多いと聞

いております。特に、浜坂地区におかれましては高齢化が進み「吉崎の道の駅にも

命がけでいかなあかんのや」と「開田橋渡るのは非常に大変なんや」っていうこと

をおっしゃる方がおられます。また、吉崎・浜坂地区の救急車両が到着するのに大

体１５分から２０分ぐらいかかるということを消防の組合の方から聞いております。 

永平寺町には「近助タクシー」というような事業があります。「近助タクシー」は

予約制ではありますが、地元住民の方が運転し、自宅から町内の指定の場所まで運

行するというような事業でありまして、高齢者にとっても非常に便利だということ

を聞いております。また、現在の坂井市まで行く乗合タクシーは坂井市本丸岡停留

所までの利用が可能ではありますが、春江まで行くのに時間と距離がかかり不便で
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あるという声も聞いております。 

交通弱者を無くし、あわら市市民の利便性向上と誰もが安心して買い物や病院に

行ける住みやすい地域になればと考えております。医療においては命にかかわる問

題でありますので、これはやっぱりちゃんとした方がいいのかなという風に思いま

すが、そこで次のようなことをお尋ねします。 

一つ、吉崎・浜坂地区から加賀市までの乗合タクシーでの運行の考えは無いので

しょうか。また、このことにおいて加賀市との協議をする場を設けることはないの

でしょうか。 

二つ目に、現在坂井市までの乗り入れは、坂井市本丸岡停留所ですが、その他に

坂井市「道の駅いねす」での乗り換えをできるような協議の場を再度設ける事はで

きないのでしょうか。 

３番目に、永平寺町のような「近助タクシー」事業の取り入れる考えはないので

しょうか。 

以上、三つについてお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君）  本日最初のご質問でございますので、張り切ってお答えさせ

ていただきます。乗合タクシー利便性向上と拡充についてというご質問にお答えし

たいと思います。 

現在、あわら市の公共交通としては、北陸新幹線をはじめ、ハピラインふくい、え

ちぜん鉄道、京福バス等が運行されておりますが、北陸新幹線を除き、その多くが

乗客減少に伴う運賃収入の減少により、収益性に課題を抱えております。 

市では、公共交通という「市民の足」を守るため、厳しい経営状態が続く交通事業

者に対して、国や県とともに様々な財政支援を行いながら、これらの維持・存続を

図っているところでございます。 

また、こうした公共交通機関では補えない地区を補完し、市内全域での交通空白

地を解消するために「あわら市乗合タクシー」を運行しているところでございます。

現在、市内外に３３８箇所の停留所を設置しており、市内のどこに住んでいても公

共交通機関を利用できる体制を整えております。 

   さて、１点目の加賀市への乗り入れの考えはないのかとのご質問にお答えします。 

吉崎・浜坂地区の方々が、買い物や通院等で加賀市内の施設を利用されており、

そうした要望があることも承知をしております。現在の加賀市内への移動手段には、

加賀市が運行する「キャン・バス」があり、「道の駅蓮如の里あわら」まで運行され

ております。加賀市吉崎町の住民の方々は、このバスを利用して加賀市内まで移動

されている方もいらっしゃると伺っております。 

このほかに、芦原温泉駅、細呂木駅、牛ノ谷駅まで乗合タクシーに乗車いただき、

そこからハピラインふくい（ＩＲいしかわ）に乗り、加賀市に行く方法もございま

す。こうしたことから、まずは既存の公共交通機関の利用を検討いただきたいと考
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えております。加賀市への乗り入れについては、今後加賀市とその可能性や必要性

などについて、情報交換を行って参りたいと考えております。 

２点目の坂井市の「道の駅いねす」への乗り換えはできないのかについて、お答

えいたします。 

   あわら市で運行されている全ての鉄道、路線バスは、隣接する坂井市へ繋がって

おり、両市の公共交通は地理的にも密接な関係にあります。公共交通に関しては、

坂井市とは継続的に協議をしており、市議会議員間でも情報交換を行っているとお

聞きをしております。昨年度は両市で協議を重ねた結果、本丸岡停留所へあわら市

全域からの運行が可能となりました。しかしながら、「道の駅いねす」への乗合タク

シーの乗り入れについては調整がついておらず、現時点では乗り入れは難しいと判

断しております。この他、坂井市内の様々な拠点への運行の希望もあるため、今後

も両市で協議を継続して参ります。 

３点目の質問については、市民生活部長がお答えいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市民生活部長、江川嘉康君。 

○市民生活部長（江川嘉康君） それでは三点目の近助タクシーを取り入れる考えはな

いのかとのご質問にお答えいたします。 

   永平寺町では、交通空白地の解消のため町内の一部の地域で「近助タクシー」を

運行しております。 

   この取り組みは、地域住民の共助による地域の新しい移動手段の構築と高齢者の

外出支援等を目的として、永平寺町が運行主体となり、地域住民が運転手を担う公

共ライドシェアとして運行されています。しかしながら、その運行範囲は本市の乗

合タクシーと同じく、永平寺町の区域内に限り運行されております。 

   あわら市においては、すでに「乗合タクシー」が市内全域で整備されており、交通

空白地が存在しないことから、現時点では「近助タクシー」のような新たな仕組み

を導入する必要性は低いと考えております。しかしながら、公共交通の維持や高齢

者の移動支援は重要な課題であり、今後も他市町の取り組みを研究しながら、市の

交通施策の改善に努めて参ります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ５番、家上雅之君。 

○５番（家上雅之君） 張り切って質問したんですけども、ちょっと寂しい答弁であれ

なんですけども、私は再質問はいたしませんが一言だけちょっと述べさせていただ

きます。吉崎・浜坂地区は本当に高齢化が進んでおりまして、移動に本当に不便な

ところであります。 

先ほども言われた「キャン・バス」あるのもわかってるんですけども、やはり言わ

れたように、さっきも言ったように「開田橋を渡るのは非常に怖いんや」っていう

お年寄りが結構おられますんで、その地域に合った移動手段というのも一つ考えて

いただければなと思っております。 
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また、「道の駅いねす」での乗り換えなんかも話は聞いていたんですけども、一番

初めは何かそこで決まりそうやったんやけども、なんかあかんようになってんたん

やということを聞いておりますけども、やはりあわら市内に住んでおられる方も、

やはりいねすで乗り換えした方が何かと便利がいいということも聞いておりますし、

また坂井市に住んでおられる方も、ＪＲの芦原温泉駅とか木村病院であるとか、そ

ういうところにも直接行けるともっと便利やという声も聞いておりますんで、やは

りここはもう一回再協議していただいてですね、市民ファーストで「住みやすいま

ちあわら」ということを作っていただければなと思っております。 

あわら市の街中の賑わいも大切だとは思うんですけども、やはり郊外に住んでお

られる方もたくさんおられますんで、ここはまたもう一つ、「安心して暮らせるあわ

ら市」ということで、市長よろしくお願いします。これで私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（室谷陽一郎君） ここで暫時休憩を入れます。セッティングをお願いします。 

（午前９時４５分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午前９時４７分）                                       

                                        

◇南良一君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、６番、南良一君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） 議長の許可を得ましたので、通告書に従い、一般質問をさせていた

だきます。 

議員になって５ヶ月が経ちました。こうして一般質問に立たせていただくのも２

回目になります。まちを一生懸命守り、発展させようとしている執行部サイドの方々

を前に、思いとともに見識を伺えることはとてもありがたいことだなと思って２回

目も立たせていただいております。 

また、この通告書に関して、新人に対して丁寧に対処していただいたことに関し

て感謝申し上げます。ありがとうございます。そんな環境下にあるものですから、

私の立場として執行部サイドの方々とあわら市の未来を考えていくことはとても楽

しく、嬉しいものだなと本当に思って立たせていただいています。 

私は教育の世界にどっぷり浸かっていまして、そのとき今流行りの探求という名

を借りて、自分たちのまちをしっかり知って、高校生たちに「課題を見つけて考察

しよう」と言っていた私自身が議員になって、いかに自分のまちのことを知らなか

ったかということを感じてます。そんな自分でありますから、まだ限りなく一般市

民に近く、少し市役所に出入りしていたとしたら、区長を３年間させていただいた
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と、そういうぐらいだと思ってます。そういう立場にある私ですが、今あわら市の

様々な課題の入口に立って、日々といいますか、時々といいますか、日々ですね、市

役所の方にいろんなご教示をいただいておる次第です。 

今回は、その入口に立って市民への情報の収集と情報の発信、そしてそのプラッ

トフォーム的な土台作りをしていけないものかということを観点に、たいへん６５

歳にもうすぐなりまして、ＳＮＳを苦手とするものでありますが、あえて問うてみ

たいと思います。一問一答形式でお願いします。よろしくお願いします。 

それでは最初の質問に移らさせていただきます。 

質問の１番、市民の声をいただくタウンミーティング等のあり方と方向性につい

てお伺いいたします。市長ふれあいトーク、今年７回行われていると承知してます

が、その市長ふれあいトークのこれまでの成果と今年度開催した次世代に繋ぐタウ

ンミーティングの成果と課題、そして今後の方向性についてお伺いいたします。よ

ろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君）  市長ふれあいトークのこれまでの成果と今年度開催した「次

世代につなぐタウンミーティング」の成果と今後の方向性についてのご質問にお答

えします。 

まず、令和７年度に開催いたしました「市長ふれあいトーク」については、これま

で７回開催をさせていただきました。５８名の方にご参加いただきました。市民の

皆様と直接対話することで、地域の課題や困り事、あわら市に望むことなど、率直

な声を伺うことができ、また、皆様のまちづくりへの関心の高さを改めて実感する

ことができました。 

私は、これらの市民の皆様の声をもとにして、職員とともに内容を検討し、「子育

て支援制度を分かりやすく１冊にまとめたリーフレットの作成」や「乗合タクシー

を利用する高齢者の方の負担軽減」、「市役所ロビーへの総合窓口の設置」など、市

政に反映してまいりました。これらが、対話の成果であると捉えています。 

次に、今年９月に初めて開催した「次世代につなぐタウンミーティング」につい

てですが、これは中学生や高校生・大学生など、若い世代が自分たちの身近な課題

について考え、意見交換することで、あわら市や社会への関心を深めていただくこ

とを目的としたものでございます。 

ワークショップでは、「放課後や休日などに立ち寄れる場所としてサードプレイス

が身近にほしい」とか、「自然を守りながら観光とにぎわいを両立してほしい」、「Ｊ

Ｒ芦原温泉駅周辺の空き店舗活用を検討してほしい」、「ＪＲ芦原温泉駅から温泉街

までのルート、導線案内をわかりやすくしてほしい」など様々な意見が出されてお

りました。 

また、「飲食店情報など若者がおすすめできる情報をＱＲコード化し、市内各施設

などに掲示する」、また「挨拶やごみ拾いなどの小さな活動から、自らが主体的にま
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ちづくりに参画したい」といった、前向きで頼もしい、大変ありがたい提案もいた

だいております。若い世代の発想は、柔軟で自由な視点に満ちており、これまでの

行政の枠組みにとらわれない新しい価値や可能性を感じたところです。 

なお、広報がなかったとのご指摘でございますが、今回は、参加者を市内のキャ

ンパスに通う大学生と市内の中学、高校に通う生徒に限定し、各学校に直接募集依

頼をかけたことによるものでございます。 

いずれにいたしましても、今後、継続して開催していく中で、市としては、いただ

いた意見に対する「できる」「できない」の回答をしっかり行うとともに、実現可能

なものを市政に反映させることで、「自分たちの声がまちづくりに活かされている」

と若者に実感してもらえる環境を整備することが重要であると考えています。そし

て、これらの取り組みを通じて、若い世代が地域に愛着を持ち、将来的な定住や地

域活動への参加につながることを期待しておるところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） どうもありがとうございました。私自身、そういう集会にはできる

だけ参加して、どのような声があるか拾ってきたつもりでありますが、そのたびに

対話の成果も確認できて、市民の皆さんにとっても「自分たちの声が届くんだ」と

励まされたことだと思っています。とてもありがたいことだなと思います。 

市民との対話集会における成果が今よく市長の答弁からわかり、このような取り

組みがこれからもとても大切なことなんだなということは再認識させていただきま

した。 

その上で、再答弁を求めませんので、前の９月議会でもよく似た質問を投げさか

けさせていただきました。私がこの５ヶ月見ていて、それ以前からあわら市のこと

も気になって見ていたんですが、ボトムアップの市民が探求された声を市政に反映

するということをもう少し取り入れたらいいんじゃないかなということを考えてお

ります。民主主義のそれが根幹であるかなと思っております。 

４月、５月と、第３次あわら市総合振興計画策定に向けて、３回のあわら市未来

創造ワークショップが開催されました。それはとてもいい試みであったし、私も参

加させてもらって、とても勉強になりました。しかしながら、市民が探求して、市民

が自ら自分事としてまちを豊かにするためには、やはり至らなかったんではないか

なというふうに思っています。 

というのは、提言という形で取ったわけではないので、やはり来ていただいて、

その場で思いを言ってもらうということだった会だったと認識しています。やっぱ

り市民自らが市民の会において、あわら市をどのようになって欲しいのかというの

を探求する、そのような探究の成果を発表できるような提言の場を今後設けていっ

ていただけないかなと。そのようなことを考えていただけないかなということを考

えております。 

市民がその集会によって話し合うということは、話し合い、提言できるんだとい
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うことが担保されていますと自分たちのあわら市をより良くしていくために、どの

ようなことをしていけばいいか、財政上どのようになっているのかということも調

査研究し、ブラッシュアップした発想と提言ができるものだと思っています。 

費用対効果ならびに他の市町との比較、その中であわらのスポット分析も行い、

エビデンスに基づいた提言もされる可能性があります。その場合に、執行部側とし

てはかなり負担がかかり、提言についても吟味して回答していかねばならず、ご苦

労をおかけすることにもなりますけれども、あわら市の未来にとって市民の本当の

広い範囲での集まって勉強する会の声を聞くということは、とてもこれからのあわ

ら市にとって有意義なことだと思います。 

今ネットを見ますと様々な地域で、様々な取り組みが行われており、コモディテ

ィ化、いわゆる同じような感じになっているようにも思います。そんな中で、今ま

で積み重ねてこられた施策と並行して、執行部側がやられた施策と並行して、広く

オープンに市民の自主的な探究活動の成果を大いに取り入れていくという機会を、

一つのまち作りの大きな売りにしていただくことを検討していただけたらなという

ことを考えております。 

このような思いは、９月のときにも提案させていただきました。そのときには、

市がそういうふうな主催をして、自主的な会議に対して、負担っていうか支援をし、

そのような提言に持っていけたらなということを申し上げたんですが、今回はその

ような自主的な会が提言できる、そういう場を広報し、開いていただけたらなとい

うことを今後考えていっていただきたいなと思います。 

どちらにせよ、今次世代に繋ぐタウンミーティングとか市長ふれあいトークって

いうのをもとに、その中から有用な意見をいただいていくということをやりつつ、

また幅広く意見をいただくということ、また考えていっていただきたいと思って第

一問の質問を終わらせていただきます。 

再質問しなかったので、パワーポイントをご覧ください。ちょっとまとめてみま

した。市民学習会から市への提言ができるということのメリットは、話し合いや調

査に真剣みが増す。これは市民の会ですね。他市町との比較、あわら市の財政等も

考え実現可能性が探求した提案ができる。 

そうすることによって、市民が我がまちの課題を発見し、そして、まちの発展を

自分事として捉えていく。そうすることによって、街に学級的な賑わいが生まれる

と同時に、行政の真剣さも認識している。行政がいかにどういうことを取り組んで

いるかというのも、市民に広く認識してもらうことができる。 

そうすることによって、「ＳＯ」っていうのは「そうすること」によって、市民と

行政が融合し、市民とともにつくるあわら市の構造ができるというふうに考えてお

ります。デメリットといたしましては、提言を受けて、市民の方から提言を受けて、

その有効性の判断に時間とお金がかかる。提言には行政側が進めていこうと考えて

いることに沿わないことが生じ、当然こういうことが起こってくると思います。し

かしながら、「ｂｕｔ」ですね、どのような方策がまちを豊かにしていくのか市民と
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考える、これはチャンスなんじゃないかなと思っています。 

９月にこういうことを提起して、また考えていただくということで、今回は再度

これは必要なことだと私自身こういう立場になって考えておりますので、再度提起

させていただきました。１問目を終わります。どうもありがとうございました。 

続いて二つ目の質問に移らさせてもらいます。今度は市民にとってのＤＸの進捗

状況についてお伺いいたします。 

市民と行政のＤＸとはデジタル技術を活用して行政サービスを効率化・高度化し、

市民の利便性や満足度を向上させる取り組みのことだと思っております。 

単なるＩＴ化ではなく、行政の仕組みそのものを変革する組織改革として位置づ

けられなきゃいけないもんだなと思っております。そこでご質問させていただきま

す。市民にとって、市とのＤＸをどのように進めようとしておられるのかについて、

よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君）  市民と市とのⅮＸをどのように進めようとされている

のかのご質問にお答えします。 

本市では、令和３年に策定した「あわら市ＤＸ推進基本計画」に基づき、「暮らし

やすくて幸せを実感できるまちスマートシティあわら」の実現に向けて取り組みを

進めてまいりました。この計画は、国の自治体ＤＸ推進計画や市の総合振興計画と

整合を図りながら、「暮らしやすくて幸せを実感できるまち」をデジタルの側面から

支援するものでございます。 

基本理念として、生活・産業・教育・行政の４分野でＤＸを推進し、誰一人取り残

さないデジタル化を目指しています。 

市民と市のＤＸの観点から申し上げれば、手続きの電子申請の拡充やキャッシュ

レス決済、書かない窓口の推進、公共施設の光回線化、ＧＩＧＡスクール構想によ

るタブレット端末のこども達への配布、スマホ・タブレットよろず相談所の実施な

どを行ってまいりました。 

今年度は、現在策定中の第３次あわら市総合振興計画に合わせて、ＤＸ推進基本

計画も改定を予定しております。「効率的な行財政運営」、「誰一人取り残さないデジ

タル化」を改めて念頭に置き、全ての世代が安心して行政サービスを利用できるよ

うな計画の策定に努めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） どうもありがとうございました。誰一人取り残さないデジタル化

がとても難しい課題でありまして、市としては地道にスマホ講座を市役所において

取り入れ、スマホの講座を贅沢スペースって言うんですか、あそこで取り入れられ

ており、今後公民館等にもそのようなことをやっていきたいということを伺ってお

ります。 



79 

 

あとは市民がどれだけその意図を組んで、取り組んでいただけるかだなというこ

とも感じております。 

私自身も若い方から見るとデジタル遅れもいいところで、その時代の流れの早さ

といいますか、情報格差を感じているものでありますが、この誰一人取り取り残さ

ないデジタル化を堅持するということから、次の質問をさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

ここからが私、強調して質問したいなというところなんですけれども、あわら市

が持つＤＸの媒体に、あわら市公式ＬＩＮＥというもの、ＬＩＮＥですね。「自治会

サポ！」、これはまだあまり知られてないかもしれないんですけれども、多くの市町

で取り入れようとしているところなんですが、その二つの媒体に関して、その導入

率、メリット、課題、そしてその方向性について、私はこれを非常に応援する立場と

して市の認識を確認させてほしいなと思っております。 

そこでまず１番目、あわら市公式ＬＩＮＥについて、あわら市の公式ＬＩＮＥや

その中にある「自治会サポ！」の優位性を、区長という立場、区長をずっと今もして

おりますので、立場もあり一押ししたいという思い、先ほど述べさせていただきま

した。公式ＬＩＮＥは、ぜひ多くの市民の方に登録していただきたいものだとつく

づく思っています。広報あわらを見るためのＵＲＬの張り方に関してはまだ課題も

あると思っておるんですが、この公式ＬＩＮＥの有用性は、これからのあわら市の

ＤＸを進める上で大きな根幹になるのではないかなということも感じております。 

そのあわら市公式ＬＩＮＥの導入率、メリット、課題、そして今後どのように進

めていこうと考えられておられるのか、そのことについてご見解をお伺いします。

よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 創造戦略部長、渡邊清宏君。 

○創造戦略部長（渡邊清宏君）  公式ＬＩＮＥについて、その導入率、メリット、課

題、そして今後の方向性についてお答えします。 

あわら市では令和５年１１月より、市民が欲しい情報を欲しいときにわかりやす

く届けることを目的として、「公式ＬＩＮＥ」を運用しております。現在の市外の人

を除いた登録者数は４，３１５人となっており、あわら市の１０月１日時点の人口

２６，０３６人のうち、およそ１６．５％の登録率となっており、今後もより多くの

市民の方にご利用いただけるよう取り組みを進めてまいります。 

メリットとしましては、市民自らが欲しい情報を登録することが可能であるため、

必要な情報だけを効果的に届けることが可能である点や、災害やクマ出没などの緊

急的な情報についても、即時に発信できる点、ペーパーレスの推進などが挙げられ

ます。 

課題につきましては、高齢者などデジタル機器に不慣れな方にとっては、登録や

操作方法などがわかりにくい点や、まだまだ市民の割合から考えますと登録者数を

増やしていく必要があるということでございます。特に、議員もご指摘のとおり、
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公式ＬＩＮＥから広報あわらを確認する際には、いったんホームページにアクセス

してから、広報紙のリンクをクリックする必要があり、デジタル機器に不慣れな方

にとっては広報紙のページにたどり着く前に諦めてしまう、といった事が想定され

るのも事実でございます。 

   あわら市では、「マチイロ」というアプリでも、毎月の広報紙を配信しております。

ホームページ上のリンクから見るよりも視認性が高くなっているため、「マチイロ」

を使った広報紙の閲覧についても、積極的に周知に努めてまいりたいと思います。 

広報紙のデジタル化は、環境負荷軽減や、区長様の負担軽減などの観点からも、

より積極的に進めていく必要があるのは事実でございます。ただし、デジタルに不

慣れな方を置いてきぼりにして、情報を確実に届けるということが疎かになっては

なりません。紙媒体とデジタル媒体の両方を適切に活用しながら、誰一人取り残さ

ない情報発信を徹底し、デジタル化の過渡期を円滑に乗り越えてまいります。以上

でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） どうもご丁寧な回答ありがとうございました。 

現在、あわら広報の分配作業は、９，５００世帯にあわら広報というのが届くよ

うに分配作業を正庁のところでされております。私も現場を見させていただきまし

た。あわら広報だけでなく、回覧用のチラシ、区長への連絡事項等、それら折込も入

れて、１５日には市内１２８ヶ所と横垣地区、横垣地区はちょっとあれなんですが、

病院６ヶ所への配布、これをいつも私区長してますと頭の下がる思いで配布物を受

け取っております。何とかならないのかというようなことをいつも考えております。

これを外部委託しますと、大きな経費がかかるというようなことも財政課長から伺

っております。少しでもこのような経費を抑えられたらなと、また人的なご苦労を

取り除けたらなということを考えております。 

そこで、今創造戦略部長の答弁にもありましたが紙との併用ということです。紙

との併用は当然まだ必要だと思っております。ただ、公式ＬＩＮＥが市民にもっと

多く認知、認知というのはまだこういうのがあることもわからないという実態があ

りまして、あわら市広報は区で本当に必要な方だけに作っていけれるようになった

らなということも思っております。回覧等やあわら市広報はＬＩＮＥで流すことを

基本とし、それが必要な人には暫定的にやっていって、もう年度を区切って、やは

りもうＤＸのそういうデジタル配信に進むというようなことが必要かなというふう

に昨今強く思っております。 

区の班長会で私、あわら広報について、数人の方あるいは区を回っていろいろ聞

きました。あわら広報というのは本当に皆さん見ておられて必要なものなのかと。

必要なものなんですけれども、どのような取り扱いをされているか。そうすると、

年配の方がパラパラと見ると。そしてもうパラパラと、数人、複数人の方がパラパ

ラと見て、もう興味があるところをちょっと見てあとは終わりだと。そして、その
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方々がおっしゃるのは、このご時世、私達も年配だけれども、そろそろデジタルに

移行しても仕方ないかなと。どうしてもあわら市の広報を見たい方は区長が市役所

に取りに行って、その方に配布してもらえばいいというようなことを伺いました。 

これもしそのようになるとすると、区長とか、区っていうのはもうあわら市行政

の最小単位で、もうそこの情報っていうのが多大な影響を及ぼすもので、区長の大

幅な仕事の軽減、毎月班長会を開いたり、あるいは班長に部数を配って歩かなくて

もよくなっていく。 

そうすると、そういうことによって、最小単位の自治会の区長の引き継ぎもスム

ーズになり、運営がしやすくなっていくのじゃないかなということを思っておりま

す。私みたいなデジタルに疎いものであっても、このようなことをもうそろそろ機

が熟して取り組んでいくべきときかな。やりますということで、必要な部数言って

くださいと。そのように取り組んでいくことが必要なんじゃないかなというように

思っております。 

この公式ＬＩＮＥの登録を併せて、大きなあわら市のＤＸの戦略として今後進め

ていってほしいなと思います。メリットは大きいと思っております。ぜひ協力させ

ていただきたいなと思っております。 

二つ目の質問に行きます。「自治会サポ！」についてその導入率、メリット、課題、

そして今後の方向性についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君）  「自治会サポ！」の導入率、メリット、課題、そして今後

の方向性についてお答えをさせていただきたいと思います。 

本市では、自治会における区長や役員等の負担軽減、円滑な情報共有を図るため、

令和６年１月から電子回覧板システム「自治会サポ！」を導入しています。 

このシステムは、自治会の行事や訃報等を連絡する際、区長がスマートフォンや

タブレットで作成した文書を区民に配信できるほか、会議や行事の日程調整ができ

るアンケート機能を備えておりまして、自治会内で迅速かつ正確な情報共有が可能

となります。 

この「自治会サポ！」の１１月末時点での導入状況は、市内１２９の自治会中２

１で、導入率は１５．９％となっています。導入済みの自治会の中には、区長や役員

の交代により操作方法が引き継がれなかったり、紙媒体の方が親しみやすいといっ

た理由から区民がこのシステムに参加せず、利用が停滞している自治会もあります。

この背景には、特に高齢者層において「自分には難しそう」といった心理的な抵抗

感があると考えられます。一方で、区長や役員が積極的に区民に働きかけ、システ

ムの参加率が１００％となる自治会もあります。今後は、まだ導入されていない自

治会に対して、区長会議等において、こうした先行事例を共有するなど、システム

導入の普及推進に努めてまいります。 

併せまして、各自治会へ担当職員が赴き、区長のみならず役員や区民に対して、
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システム導入の効果を丁寧に説明するとともに、操作方法をサポートしてデジタル

に対する抵抗感の解消に努めてまいりたいと考えています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） どうも前向きなご丁寧な答弁ありがとうございます。 

答弁では迅速かつ正確な情報共有という言葉で表現されていましたが、まさに緊

急時、災害が起こったときこそ、この「自治会サポ！」は大きな効果を発揮してくれ

るものだと思っております。 

それは、緊急時の市からの連絡も一斉に通じるものだと思っております。市長か

ら直接、まず区長にして、区長から「自治会サポ！」を通じて、一斉に掲示板で通達

するということも可能です。 

先日行われましたあわら市総合防災訓練の参加のお知らせに関してですが、これ

はもうあわら広報でも当然謳われてます。回覧でも回してます。しかし、「なぜこん

な連絡してくれない」という声があるんですね。そうすると、どうしても「自治会サ

ポ！」というのがやっぱり必要だと、全体にもう１回後押しで情報を提供する大切

な訓練、もし災害時にも活用できるようなことを、使っていきたいというようなこ

とをつくづく感じたものでした。 

また「自治会サポ！」は区民からも情報発せられるものだと認識しています。こ

れも日頃、小グループでのイベントの連絡、また災害時の班単位での安否確認も活

用できます。 

そのような点も踏まえ、システムの参加率が１００％となる自治会がなぜうまく

いっているのか。そして、今後区長会への取り組みをどのように考えられておられ

るのか、再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君）  「自治会サポ！」の世帯加入率が１００％となっている自

治会からお話をお伺いしましたところ、この自治会では若い世代が高齢者に対しま

して、代行して登録作業を行ったり、また自治会主催のイベントにおきまして、「自

治会サポ！」への加入、これをイベントを参加の条件といたしまして、イベントの

会場の受付において登録の代行作業を行うなど、そのような支援を行ったとのこと

でございました。このように、デジタルに強い世代が苦手な世代をカバーするとい

う取り組みが、世帯加入率１００％の背景であるというふうに思われます。 

市としましては、先ほども申し上げましたが、来年２月に開催の予定をしており

ます市内の全ての区長様にお集まりをいただく区長会議の場において、先行事例と

して、この自治会に発表していただきまして、この取り組みを区長の皆さんで共有

をしていきたいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ６番、南良一君。 

○６番（南良一君） どうもありがとうございました。 
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ぜひいろいろな区長がいるとは思いますが、緊急時の本当に市民を守るという立

場からも、「自治会サポ！」の導入を図っていただけたらなと全区によろしくお願い

したいなと思います。 

最後に、ちょっとエールを述べさせていただいて、質問を終わらせていただきま

す。 

自分が区長をしていながら「自治会サポ！」の先頭を走れなかったことに対して

は反省しながら聞いておりました。ありがとうございました。 

私が考える市民としてのＤＸ化とは家庭にいて住民票が取れるようになること、

かつ広報物が通信で送られるようなシステムになること、そして緊急を含め、連絡

があるときは市長や区長から市民へ即座に伝わる情報連絡網があることだと認識し

ております。 

これには大変な産みの苦しみはあると思いますが、これをやってしまうと、「あわ

ら市はずいぶん何でこれを教えてくれなかったんや。そんなこと聞いてないと、も

っと広報をしっかりしてくれと」いうことに対して、しっかりしたプラットフォー

ムができるんじゃないかなというふうに感じております。 

１１月２９日に「議員と語る会」でもそのような意見が出ました。あわら湯のま

ち公民館に行ったときは５人の市民の方がおられたんですけれども、「もっとこうい

う良い会は、もっと多くの市民に知らせてくれ」というような声でした。 

あわら広報にも、先ほどもと重複しますが、あわら広報でも区長にも連絡が来て、

区長も回覧で回しました。にも関わらず、やはり知らない。関心がある別はうんと

してもっと知らせろということにも、この「自治会サポ！」というのは大いに貢献

できるんじゃないかなと思っております。 

観光とかクマ対策とかいろんなもっと周知をするというご質問も私の前にありま

したけれども、やはり区というのが１２８、あわら市にある区というのが最小単位

で、この区が駆動して、やはり情報を伝えるということがあわら市の情報を発信す

る最も基本となるような単位なんだなというふうに私は常々思っております。 

そのように、やはり最初のものを動かすというのは、本当に苦労があると思うん

ですけれども、やはりそれが機能しないと、あわら市全体がその集合体としてなか

なか有用にというか有効に機能していかないんじゃないかなと。 

大きく「はい、広報しますよ」というのはなかなか難しいなと。そういう基盤を作

っていただくことにこれから私も尽力していきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいなと思います。 

そういうことを進めていくうちに、やはりデジタルに少しでも慣れてきて、至る

ところでＷｉｎ－Ｗｉｎが生まれてくるものだろうなと思ってます。 

あと１分間すいません。このまたスライドを見てください。あわら市公式ＬＩＮ

Ｅ自治会サポートの有用性、メリットは緊急時の連絡網、区民の慶弔連絡、災害時

の安否確認、イベントの連絡、市・区からの連絡の即効性、市や区だけでなくそれぞ

れのグループでの掲示板の利便性もあります。 
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そうすることによって市民を守る根幹をなす。市職員並びに区長の働き方改革に

も繋がる。この自治会の持続可能性の向上にも繋がっていきます。これは情報伝達

のプラットフォームだと思っています。デメリットは構築するまでの初期の人的な

ご苦労があると思います。 

しかし、これこそ誰一人取り残さない高齢者のスマホへの拒否反応の減少。災害

はいつ起こるかわからないので、そういうプラットフォームをつくるべきだと。あ

わら市１２９の自治会が成り立つ、そこが情報伝達並びに行政運営の鍵を握ってい

るものだと思っております。 

どうもギリギリまで質問させていただき、お答えいただいてありがとうございま

した。これからもよろしくお願いします。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（午前１０時２５分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

（午前１０時３５分）                                       

                                        

◇三上寛了君 

○議長（室谷陽一郎君） 通告順に従い、８番、三上寛了君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 通告順に従いまして、８番三上、一問一答形式で一般質問行いた

いというふうに思っております。 

本日の質問ですけれども、指定管理施設におけるまちへの波及効果や、蓄積型の

価値創出についてということで質問させていただきます。またちょっと具体的な話

もこれからさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

さて、それでは始めます。今回は、市の指定管理で運営されている施設であり、か

つ地域の文化や賑わいの中心となることが期待され、更なるまちへの波及効果が必

要ではないか、可能ではないかと考えられるアフレア。アフレアに関しては正式名

称は「芦原温泉駅西口賑わい施設」ですけども、今回はアフレアということで使わ

せていただきます。それからもう一つは創作の森について質問していこうと思いま

す。 

どちらの施設も主に施設管理、それから施設内におけるイベントを行っておりま

す。その内容については近年とても質が高いものであるということは私自身も体験

しているのでよくわかっております。 

アフレアではフルーツパーラーやアソビンピックといった、地元の農家やそして

子育て・教育関係者といった方々が集ったうえで、本当にたくさんの人があふれて

いるような素晴らしい成果を残されているイベントが開催されておりますし、創作

の森におきましても直近の長坂真護展をはじめとしまして、発酵ツーリズムといっ
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た話題性のある展示会や、クラフトマーケットといった多くの人が集う意欲的な取

り組みがなされています。 

その土台を踏まえた上で、本質問では、これら素晴らしい資源とコンテンツを持

つ両施設が、さらにまちの方に、施設の中だけではなくてまちへの波及を考えられ

るような、そして蓄積されていく価値を生んでいただけるような、そんなことにも

重点を置いていただけないかなというふうに考えて質問させていただきます。 

まちへの波及というのは、具体的に言いますと、先日行われました竜王戦のよう

なあの取り組みも、竜王戦ということで、もちろん対局がメインではあるんですけ

ども、それに付随する形で勝負メシやふるさと納税型の宿泊といった波及効果が多

く見込まれ、人がまちにあふれるというようなことが起こっておりました。そのよ

うな波及を意識したようなイベント、それから蓄積をするようなもの。 

こちらも具体例を言いますと「瀬戸内国際芸術祭」を開催しております直島、そ

れからアートを中心としたまちの賑わいを創出している大阪市の北加賀屋といった

具体的な例が存在しています。 

ちなみに今回モニターで用意しましたのは、我々産業建設教育常任委員会が視察

に向かいました直島においてのアートの様子なんです。議員の皆さん、ちょっと小

さくて申し訳ないんですけども、このようにオブジェが島に点々としておりまして、

実はこれ見えにくいんですけども中に人入っています。中に人が入って見れるよう

な状態だったりとか、それからこのような形でちょっと遠目に輪っかみたいな形で、

これもオブジェが作られていて、そこを人がのんびりと佇みながらアートを鑑賞し

たりとか、他にもこのような形でちょっと海に出っ張った形で、これかぼちゃの有

名なやつですけど、それを見てみんな非常に楽しそうにはしゃいでいたりとか、こ

のような光景が直島では至るところで見られました。 

それから、例えばですけれどもこちらは大阪市の北加賀屋、近年アートプロジェ

クトを行ってまして、非常にその活性化している地域です。こちらには例えばこの

ように壁面のアートが非常に多く見られまして、こんな感じで家自体にしてみたり

とか。これが本当に街中に転々としているんですけれども、このような形で様々な

アート作品が街中でこれとかも非常にインパクトあって、空き地にボンといきなり

オブジェみたいなものが現れるんですけれども、このようなものが多く存在してお

りました。こんな感じですね。 

そのようなアート作品を街中に配布することによって、蓄積されていく価値が存

在すると思っています。そうしていくとさらに街中に賑わいが生まれ、そしてこれ

にマップを作って、さらに回ってもらうというような取り組みもされてますので、

実際に効果がやはり上がっているというようなことです。またちょっと後で具体的

な効果ってどんな効果なんだろうなみたいな話はさせていただきますけれども、そ

のようなことをイメージして今回ちょっと質問させていただきます。 

まずはアフレアからなんですけれども、ちょっと基礎的なことを聞かせていただ

きたいなと思ってまして。アフレアの指定管理業務の内容、それから実際に指定管
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理を今受託しています一般社団法人アフレアによる成果について教えていただきた

いというふうに思います。特に、今述べたようにまちへの波及効果みたいなものを

もしあれば、その成果も加えてご説明ください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問にお答えいたします。芦原温泉駅西

口賑わい施設「アフレア」は、令和５年３月に供用を開始し、指定管理者である一般

社団法人アフレアが、施設の清掃や各種設備の点検、貸館利用の申請受付など、日

常管理に加え、行政視察や学校見学への対応を行っております。 

さらに、賑わい施設としての目的達成に向け、指定事業として賑わい創出イベン

トの企画・実施をはじめ、季節ごとの館内装飾、子ども縁日などの自主事業を展開

しております。 

開館当初は、認知度向上に重点を置き、イベント等を通して広報活動を積極的に

実施した結果、来館数は令和５年に約１１０万人、令和６年には約１４２万人に達

し、芦原温泉駅周辺のランドマークとして定着したと評価をしております。 

特に、毎月１回の指定事業のイベントにつきましては、プロポーザル型で広く提

案を募り、音楽や食、スポーツなど多様なテーマで実施し、どのイベントも２日間

で５千人から１万６千人を集客するなど、高い成果を上げております。 

まちへの波及の面での成果を申し上げますと、例えば、「こどもおしごとパーク」

では、体験した子どもたちに独自通貨「フレア」を付与し、市内約４０店舗で実際の

お金と同様に利用できる仕組みを導入しました。 

このフレアは１枚５０円で使用でき、使用枚数は約１カ月で１，９００枚に達し、

飲食店での食事代や物販店舗でのお菓子や文具購入など、地域消費の促進に寄与し

ていると考えております。 

また、「フルーツパーラー」では、農業体験や「ランチ・スイーツクーポン」を景

品にし、市内周遊を促すなど、地域と連携した波及効果を生み出していると考えて

おります。 

さらに、日常的にレンタサイクル事業を行うことで、市内外への周遊促進も図っ

ているところでございます。 

今年度は、サービス向上を目的として、既存の貸出拠点３箇所に加え、５つの旅

館を対象に、１０月１４日から１１月３０日まで乗り捨てサービスの実証実験を行

っております。利用件数は約１０件と限定的でしたが、課題や利用動向を把握する

貴重な機会となり、今後の利便性向上や周遊促進策の検討につなげてまいります。 

こうした取り組みにより、イベント単体で終わらず、地域事業者や市民とのネッ

トワーク形成など、蓄積型の価値創出にもつながっていると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 様々な波及をもたらしているということは理解できましたので、
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少しさらにこちらも提言をしたりとか、ご意見させていただきたいなと思うんです

けれども、今回アフレアと創作の森ですので、まずは続きまして先に創作の森に関

しましても、創作の森の指定管理業務の内容そして受託しています財団法人創作の

森財団による成果を同様に教えていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えいたします。金津創作の森は、平成１０年の

開館以来、公益財団法人金津創作の森財団を指定管理者として、施設の維持管理に

加え、年４回の企画展を軸に、各種イベントや創作体験の提供、芸術の普及教育活

動を行っております。 

   成果といたしましては、令和６年度の来館者数が約１１万２千人に達し、県内の

美術館・博物館の中では、福井県立恐竜博物館、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館、

福井県立美術館に続き第４位となっております。 

また、蜷川実花氏、原田治氏、やなせたかし氏、長坂真護氏など、県内外の著名作

家を招いた企画展を開催し、幅広い世代に親しまれている作品を紹介することで、

普段芸術に関心のない方々も呼び込み、地域における芸術文化体験の裾野を広げる

ことにつながっております。 

次に、まちへの波及の取り組みを申し上げますと、入居作家や招へいした作家の

作品をアフレアや道の駅、旅館等に展示・販売する取り組みを進めており、竜王戦

あわら対局では入居作家が制作した湯のみが対局会場で使用され、将棋ファンから

多数の問い合わせが寄せられました。 

また、陶芸やガラスの出張体験教室を公民館等で開催し、地域の芸術体験の機会

を広げているほか、市内小中学生を対象に、創作や作品鑑賞の体験が出来る「わく

わくアートスクール」や「出前授業」などを実施し、表現力や想像力を育む教育活動

を展開しております。 

さらに、企画展では、令和６年の淺井裕介展において、延べ４００人が参加した

巨大泥絵の共同制作を実施し、直近の長坂展においても、公募によるボランティア

が加わった野外作品制作を行っており、これらの取り組みは、金津創作の森と地域

住民との交流を図る第一歩となったと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 創作の森の方に関してもいろいろと取り組んでいただいている

ということがわかりました。それぞれやはりアフレアに関しましても、創作の森に

関しましても、いろんなことをしていただいているということは理解しております。

ただ、更なる波及、やはり本当の意味でまちの中ですね。まちの中に、その資産とか

影響というものが波及していくようなことっていうのはできないのかと。 

先ほどお話させていただいたように直島の例、それから北加賀屋の例、そして近

いところで言うならば坂井市が三国ですね。三国の「湊ノ芸術祭」とかって行かれ
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た方いらっしゃるかなと思うんですけれども、あそこですと町屋を利用して、その

中にアートの作品を展示したりとかして、あれは非常に若い子たちが楽しそうにや

ってるなというような印象を持っております。 

例えば、芸術の面で言うと、そのようなイベント。そして、逆にそのアフレアのよ

うな場所においては、もちろんイベント波及も大事なんですけれども、さらにまち

の空き家をどうしていくかといったようなエリアマネジメントの観点も含めて、や

はりそういうシンボルとなるような施設、そしてそれに紐づく組織体が全体を見て

いく必要があるのではないのかなというふうに思っております。そのような部分に

関してぜひ取り組みを行っていってほしいなというふうに思うんですけれども、お

考えをお聞きしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 色々とご提案ありがとうございます。最初に、アフレアについ

て、答弁させていただきます。 

先ほどの答弁とも一部重複しますが、アフレアでは、毎月の指定事業のイベント

の中で、その日限りではなく、地域とのつながりを生み出す仕組みづくりを検討、

実施しております。例えば、イベントの選定にあたっては、市内外への周遊促進に

つながる企画内容であるかどうかを加点対象としております。そのため、提案事業

者においても、この点を踏まえた企画立案が行われている状況でございます。 

また、議員からご提案いただきましたまちへの波及効果を高める方策につきまし

ては、来年度に予定されている駅前児童公園のリニューアルや、マクドナルド進出

と連動して、竹田川周辺や金津神社、ＩＫＯＳＳＡを周遊していただくような仕掛

けが考えられないか、関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

   一方、エリアマネジメントやまちづくり会社としての機能につきましては、現時

点ではすぐに着手できる段階ではございませんが、将来的な方向性として重要な視

点であると認識をしております。 

まずは、現在の取り組みの効果や課題を整理しながら、実現可能性を段階的に検

討してまいりたいと考えています。 

   次に、金津創作の森について、答弁させていただきます。 

議員ご指摘のとおり、金津創作の森が持つ芸術資源をまちへ広げるような取り組

みを行っていくことは、今後の地域振興においても重要であると認識しております。 

金津創作の森のまち全体の活用を志向した事業としましては、平成１３年のアー

トドキュメント２００１「森から町へ」において、県内外の作家３０名による作品

を旧金津町内８箇所に展示したほか、平成２０年の開館１０周年記念事業「環境ア

ートコンペ」では、市内空き地を活用した作品の公開制作及び展示を実施しました。 

こうした取り組みを通して、まちへと広げる取り組みを大々的に実施するには、

マンパワー不足や作品の維持管理に係る財源確保といった課題も浮き彫りになって
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きました。 

そこで、地域との接点を強化し、まち全体に芸術の価値を広げるため、まずは、ボ

ランティアによる作品制作など参加型イベントの充実や、市内各施設との連携によ

る作品の恒久設置などを関係団体を含め検討し、金津創作の森からまちへとアート

が広がる取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） お答えいただいたことを検討いただけるということですので、

ぜひ少しそこの部分に関しては前向きに考えていただきたいなというふうに思って

おります。なかなか一朝一夕にはいかないので、そこは重々承知してますから。ぜ

ひ考えてチャレンジしていただいただきたいというふうに思っております。 

少しもうちょっと中に踏み込んだ話を数点再質問させていただこうと思います。 

まずはアフレアに関してですけれども、アフレア、先ほど波及効果のあるイベン

トをしていただいているということでした。実際にそれは本当にその通りだなと思

ってまして、ただ、もっともっと市民が活発に活動できるような体制作りっていう

のはできるんじゃないのかなというふうに考えておりまして、例えば今回、本当は

質問させてもらおうかなと思ってたのは、イベントのプロポーザルがあると思うん

ですけれども、イベントのプロポーザルがやはりその期間が短かったりとか、周知

がなかなか進んでないなという現状があって、やる気のある市民にもなかなか手が

出せないなという現状があったので、それについてと思ってたんですけれども、そ

の辺、先日もう既に周知が始まっていたりとか、実際にプロポーザルの期間が長く

なっていたりっていう取り組みがなされていて何か本当にありがたいことだなとい

うふうに思いました。ぜひそういう形で進めていっていただきたいというふうに思

っております。 

イベントに関して、特にそのプロポーザルに関してもう少しだけ述べさせていた

だきますと、やはりもっと伴走型を作っていただけないかなというふうに思ってお

ります。なかなかイベントの開催も専門の業者ならば、それは粛々とプロポーザル

をこなして、さらに運営も堅実にできると思うんですけれども、本当に何かしたい、

あわらのためにやりたいという方がそれをくぐり抜けるにはなかなか大変なものが

あるなというふうに思っております。 

それでしたら、せっかく専門業者との関係性もできていますし、それからアフレ

アの中の職員にも知見がたまってきていると思いますので、ぜひそのような知見を

生かした形で市民がアイデアを出して、それを伴走して仕上げていく。そんなよう

な伴走型のプログラムっていうのもぜひ、例えば市民協働課と連動するような形で

組んでいただけないものかなというふうには思っております。何かしたいという声

は本当に多く聞きますので、ぜひその辺意識していただけると非常にありがたいな

というふうに思っております。 

すいません、これは一旦意見として述べておきますけれども、ここからエリアマ
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ネジメントやまちづくり会社的な機能についてということも少し先ほど触れさせて

いただきましたけれども、こちらに関しましては、別にＪＲ芦原温泉駅前だけに限

定する話ではないと思っております。空き家や、やっぱりシャッターを降ろすお店

も増えてきてますので、それらについても温泉街も含めてですね、温泉街もそうで

すし、それからもちろんそれ以外の周辺地域もそうですけれども、それら全てにお

いてやはりもうまちづくりとか、エリアマネジメントということを議論しなければ

いけないというふうに感じております。その中で、観光まちづくりビジョンの中で

も、実際にそのようなことが話されているというのはご報告を受けておりまして、

今後ＤＭＯのような組織体が作られるということは計画されているとお聞きしてい

ますけれども、そもそもその組織体が先ほどから述べていますように、エリアマネ

ジメントとかまちづくり会社のような機能を持つという想定であるという認識で合

っていますでしょうか。その場合は、温泉街だけではなくて、ＪＲ芦原温泉駅やそ

れから周辺地域っていうものもその組織体が見ると、そのようなことも可能性はあ

るのか、現状のお考えをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 前段でご提案のあったアフレアイベントの市民伴走の

在り方につきましては、市民が主体的に関わり、継続的なまちづくりにつながる仕

組みを目指し、一般社団法人アフレアや関係課とともに検討を進めてまいりたいと

考えております。 

また、観光まちづくりビジョンで検討している観光地域づくり法人、通称「ＤＭ

Ｏ」は、現在、温泉街を核とした観光地経営を担うことを中心に議論を行っており

ますが、将来的には、ＪＲ芦原温泉駅周辺も含め、市全体の観光ブランドの確立や

プロモーション、広報活動などを担う組織として発展させることを検討したいと思

います。ただし、新幹線駅周辺のエリアマネジメントやまちづくりを、ＤＭＯが担

うのか、一般社団法人アフレアが担うのか、それとも行政が直接行うのかは議論が

分かれると思います。今後、検討を重ねてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 今回わざわざこの部分で質問させていただいたのは、今具体的

にどうこうということよりも、多分今後先行してそのような組織体ですよね。ＤＭ

Ｏのような組織体が生まれてくると思いますので、その中でもう既にやはりあわら

市内のどの部分をどういう形でマネジメントするのかという体制もやっぱり考え

ていただきたいという思いがあってです。 

やはり例えば一部分だけが突出してしまうと、そこから連携がしにくくなったり

とか手が回らなくなったりっていうことがありますので、ぜひ今回はまず、もしか

したらある程度範囲が限られるかもしれないですけど最初は。けれども、やはりそ

のときにももう既に全体を見渡すようなグランドデザインをぜひ意識して作って
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いってほしいなと思っての質問でしたので、ぜひその辺意識していただけるとあり

がたいなというふうに思っております。 

続きまして、創作の森の先ほどおっしゃっていただいたような波及事業に関して

ですけれども、以前から森から街へとか、環境アートコンペといった、実際に外に

出て美術作品を作ったり、ワークショップをしたりというようなイベントが開催さ

れていたというお話、私恥ずかしながら今回初めて知りまして、そんなことが行わ

れていて、本当に素晴らしい活動が過去行われていたんだなということは認識しま

した。 

あわら市としても、逆に昔行われていたということでそれがどっかで多分途絶え

てしまってなくなってしまったと思うんですけれども、逆に今こうやって温泉街も

含めての盛り上がりということを考えていく中で、改めてやはりアートと街中とい

うものが繋がっていくべきなんではないのかなというふうに感じております。 

以前、行われていたようなそのような取り組みっていうのは、なぜその段階で途

絶えてしまったのかということを少しお聞きしたいなというふうに思っておりま

す。それはやはりマンパワーの不足だったりとか経費の問題、維持の問題だったり

するのかなと思いますけれどもお答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育部長、山下綱章君。 

○教育部長（山下綱章君） ご質問にお答えをさせていただきます。 

「森から街へ」や環境アートコンペといった金津創作の森への波及事業につきま

しては、その後、計画に至らなかった背景にはいくつかの課題がございます。 

第一に、マンパワー不足や財源確保の問題が挙げられます。野外型の展示や市内

複数箇所での作品設置には、土地・建物所有者との調整や、作品の維持管理および

安全対策に対し、相応の経費と時間、人員が必要となります。また、外部から協力

を得るためには、質の高い企画を提案し、実行する人材と財源、時間の確保が不可

欠であり、現在の体制では非常に難しい現状でございます。 

第二に、効果検証の難しさが挙げられます。芸術イベントの成果について、何を

もって測るかは容易ではなく、現在は来館者数を主な指標としておりますが、野外

型の取り組みでは、来館者が分散し、市や施設への誘客効果が見えにくいという課

題がございます。 

従いまして、先ほど申し上げましたように、公共施設など市内各施設との連携に

よる作品の恒久設置や、ボランティアによる参加型イベントの充実などを実施する

ことを検討していきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 今おっしゃっていただいたようにやはりマンパワーは多分不足

しているんだろうと。それから管理も大変でということに加えて、効果の測定が難

しいというのはこれも非常に重要な問題だなというふうに感じております。その部
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分をクリアしていかないと、なぜやったんですかみたいなことになって、それとて

もやりにくいんだろうなというふうには思っております。 

一方で昨日の青柳議員の一般質問の中でも答弁があったように、実際今回の実証

実験等も同じような感じだとは思います。その波及効果というものをやはり測定し

なければならないということで、それに関しては、逆にその観光振興課の方がやは

り今もう考えて進んでいるというような状況もありますので、ぜひその辺連携して

いただいて知見共有した上でその波及効果もある程度測定できる、やっぱり効果が

見られるというようなことを考えていっていただきたいなというふうには思ってお

ります。 

また、一方でマンパワーについてなんですけれども、この後、最後の再質問をさ

せていただきたいと思いまして、その中でも触れさせていただきたいと思いますけ

れども、もう人が足りないというのは、本当に今あわら市の抱える最大の問題であ

るというふうに感じております。 

例えばですけれども、今回創作の森の事例で言いますと、福井県の方が実際にア

ートディレクターという形で、それは地域おこし協力隊ですけれども、地域おこし

協力隊としてアートディレクターを採用して、それを財団の方ですね、財団の方の

活動で行ってもらうというようなことも、実際にもう活動されてます。僕自身も会

いましたけれども、非常にその活発に活動されていて、市民に対して開けたような

ことを行ってますので、ぜひそういうような事例ってもう本当に溢れてますので、

ぜひそれを見る形で確認しながらあわらでもそのようなことが起こっていただける

と嬉しいなというふうに思っております。 

それから、創作の森に関して言いますと、さらに今民間の動きも結構活発になっ

ているということを僕自身も目にしております。 

例えばですけれども、あそこに住居を構えられている作家さんの方が、息子さん

ですけれども、フィンランドのアーティストさんを２年間で確か１０組、約１０組

滞在するような、いわゆるその「アーティスト・イン・レジデンス」というような活

動をしていたりとか。そちらはフィンランド財団の方から助成をいただいて活動し

ていたりとか。 

一方で、「わくわくにっこりロハスマーケット」のようなこちらも民間が主導にな

って昨年は５，０００人だったかな。５，０００人の集客をしたようなイベントな

ど、など実際に民間がちょっと頑張ってみようと、民間市民が頑張ってみようとい

うような活動が増えてきてますので、それらに伴走をすることっていうのが、やは

り最も今求められているというふうに感じております。 

ぜひ、そうやって民間が意欲を持っていることをすくい上げていただいて、それ

に伴走できるようなものを仕組みとして考えていただく。そのようなことを進めて

いただけるとありがたいなというふうに思っております。 

すいません、本当に最後の質問なんですけれども、今までの話でやはり何とか成

したいなと思っているのは、もうとにかくまちの賑わいです。施設が非常にいい施
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設であることはもうそれは前提としてあわらの場合は成り立ってると思ってます。

いつも行かせていただいてますし、非常にいいなと思ってます。 

それがさらに、市民全体、まち全体に向けて価値を提供できるような、そんなあ

り方っていうのを本当に目指していただきたいんですけれども、今特にそのような

ことをしていく中で不足しているのが、個人的には人材だと思っております。人が

不足している。まず、何か企画をして外に出すということも重要なんですけれども、

そもそも民間と触れ合って、行政と民間の間を繋ぐような人材、民間が一体何を考

えていて、何をサポートして欲しいのか。そして逆に、行政は一体何ができて、どう

いうことを考えているのか、その間を繋いで一緒に汗をかいていってくれるような

やはり人材っていうものが必要だというふうに思っております。 

ぜひ市民を勇気づけて、コミュニティを作り、それから事業を誘発するようなそ

のような人を配置していただける考えはないでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） まず最初に議員の皆様方の研修旅行のご紹介いただきましてあ

りがとうございます。十分また参考にさせていただくと思います。 

今のご質問のお答えでございますが、議員ご指摘のとおり、施設運営はもとより

まちへの波及を進めていくには、市民と行政を繋ぎ、まち作りを推進する専門人材

の登用や育成が必要であると認識をしております。 

現在、アフレアでは施設職員やイベントプレーヤー、金津創作の森では学芸員が

中心となり、地域との繋がりを生み出すよう努めておりますが、なかなか深く地域

に入り込めないのが現状でございます。 

将来的には外部人材の活用も視野に入れ、まち作りに良い影響を及ぼす手法につ

いて検討を深めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご協力をまたお願い

したいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） ぜひ、本当にぜひ検討をよろしくお願いいたします。アフレアも

創作の森も、これまでやはりどちらかというと行政の知見をもとにして、しっかり

とした上、堅牢な運営というのをベースにしていたと思います。それは非常に素晴

らしいことだと思っていまして、それが今までこうやって着実な成果をなすことに

寄与していたと思います。 

一方で、やはりそろそろチャレンジの部分、民間の知恵を利用したようなチャレ

ンジの部分というのも必要になってくるタイミングかなというふうに思っています

ので、ぜひその意思決定の部分にも民間の力というのを少し入れていくようなこと

をぜひ意識していただきたいなというふうに思っております。 

まだ残り４分ババッと喋らせていただきますけれども、本当に今、あわらは夜明

け前というか、何かこれから起こりそうだなっていう空気感をひしひしと感じてい
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ます。街に出ていても。それこそちょっと前に創造農学科があわらキャンパスで出

来たりとか、星野リゾートとの連携協定が結ばれたりとか、竜王戦が開催されたり

とかっていう大きなものもそうですけれども、それ以外の本当にあわらで生まれ育

って帰ってきて、さらに何かをしたいとか、もしくはあわらがやっぱり気に入って

帰ってきた方、そういう方々が何かをしたいっていうエネルギーが本当に街中にあ

ふれているように感じております。ぜひそういうエネルギーをもちろんこのままで

もいい形にはなるかもしれないんですけれども、やはりもっともっとその力を増幅

させるような動きっていうものを、行政の皆さんにはしていただけると嬉しいなと

いうふうに思っております。 

具体的に言うと、やはりそれは仕組みの部分と、それから人の部分だというふう

に感じております。ぜひ、先ほども言いましたけれども、行政と民間を繋ぐような

人、そこが一番今足りてないというふうに感じております。 

もし、専門的な方が必要であれば、地域活性化企業人の制度ですし、逆にそうや

ってコミュニティのことを少し見たいというような話であれば、地域プロジェクト

マネージャーというような制度もございます。もっと雑多なことであれば、もちろ

ん地域おこし協力隊というような制度を利用していただいて、これらの制度は、基

本的には市の負担がほとんどない状態で実質運用できるというような制度ですので、

これらをまず使って、やはりなかなか今の時点では市民側から全てのタスクをこな

すということは難しい状況があると思ってます。その一番最初の部分を行政側がや

はりちょっと絵を書いていただいて、それを担っていただく。手を差し伸べていた

だくというようなことをしていただけると、本当にそのあわらのまちづくりってい

うものは、加速していくというふうな、もう自分自身の確証というか今までこうや

ってまちづくりに関わってきてもその部分さえ足りれば、もういくんじゃないかな

というようなことを考えております。 

ぜひチャレンジをしていただきたい。課題がいっぱいあるのも知っております。

何回か一般質問をさせていただいているので、受入体制とか定着率がなかなか続か

ないとか。そういうことも知っておりますけれども、それはやはりチャレンジしな

い理由にはやっぱりならないんじゃないかなと思っています。 

もうチャレンジをして、できる限りのことをして、それで失敗したなら、また次

頑張ろうと、それでいいんじゃないかなと思っております。そういうチャレンジを

応援するような行政であり、議会であるっていうことを、やはり我々は作っていか

なきゃいけないんじゃないかというふうに思っております。 

今の時点でも相当皆さん頑張られているし、一丸となる状態に近づいていると思

うんですけれども、その部分、さらに強固に官民が連携して進んでいくような体制

作りをぜひお願いしたいなと思っております。そして最後に、やっぱり大きいビジ

ョンを作っていただいて、それと連動して、みんなであわらを本当に希望の持てる

まちにしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお

願いしたいということで、今回の一般質問を終わらせていただきます。 
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◇中嶋瑞希君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、１番、中嶋瑞希君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） 議長のお許しを得ましたので通告順に従い、分割質問形式で一

般質問いたします。 

今回は、地域の皆様の声、そして国の動きを踏まえた３テーマについて質問いた

します。よろしくお願いします。最初のテーマですが、中山間地域における農地管

理について質問いたします。今、中山間地域では、担い手の減少と高齢化が進む中

で、制度が用意されていても、現場では十分に活用できないという声を多く聞かれ

ています。 

例えば、剱岳地域の方からは、農地バンクを利用しようとしても、中山間地域の

農地は、借り手がなかなかつかないと、なので制度を活用できないというふうに伺

いました。本質問ではこうした実態を踏まえて現状を整理して、今後のあわら市の

方向性について確認をしていきたいと考えています。 

それでは本論に入ります。まず、農林業センサスのデータからあわら市の農業の実

態について確認いたします。２０２５年度のデータはまだ公表がされていないため、

最新の２０２０年データを用いて整理いたします。あわら市には２０２０年時点で個

人経営、団体経営、法人経営の農家さん、合計して５０８の経営体がございました。 

今グラフに示している通り、市内の５０８の農業経営体のうち、経営主が６５歳

未満であるのは１８２経営体にとどまり、全体の３５．８％を占めております。残

りのピンクの色がついた部分の全体の約６５％に当たります。そちらはもう経営者

が６５歳以上と、農地の管理の中心となる層が既に高齢化しているということが明

確です。 

続いて、実際に農作業をされている方々の年齢層を見ていきます。こちらのグラ

フでは年間６０日以上、農作業に従事する方を年齢層別に示したグラフとなってお

ります。見ていただくとわかるとおり、６５歳未満はこちらも３５％程度にとどま

っており、ここでもやはり６５歳以上が大半を占めております。経営主も実働者ど

ちらも高齢化しているこの二重構造が農地保全の持続性を大きく揺るがしている、

そんな状況なのかなというふうに考えられます。 

さらにですね、こちらのグラフでは５年以内、後継者が確保されているかという

ところを調査したデータになっております。こちらは２０２０年農林業センサスの

調査時点ですので、あわら市５０８経営体のうち、５年以内に後継者を確保してい

たのは１８６経営体、３７％にとどまります。そこから農業経営を引き継がない６

９経営体を除くと、残りの約半分の２５３の経営体、半分の経営体の方々が２０２

５年までには経営者がいない、後継者がいないというようなそういう状況でした。 
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２０２０年の調査ですのでそこから５年が経過した今現在、この５年以内後継者

不在という問題は、既に今現在も現実化している課題であるというふうに捉える必

要がございます。つまり、後継者がいない約５割の経営体の皆さん方は、現時点で

農地管理の継続だったり、農業の経営というところが極めて難しい状況にある可能

性が高いということになります。 

以上のことから、今年以降ですね市内での農地管理の負担というのは急激に増し

ていくことが想定されます。結果として、相続放棄地だったり、所有者の不明な農

地の増加に繋がる。そんな構造的な要因になっていくというふうに考えられます。

市の農業施策についてはこれまで多くの取り組みが進められているものの、地域に

よっては農地の規模だったり、地形だったり、あとは作業性などから、精度が十分

に活用できないケースがあるという現場の声もございます。 

ここまでのデータとそして地域の実情から、主に三つの課題が整理できるのかな

というふうに思います。一つは、担い手と実働者の高齢化に歯止めがかかっていな

いということ。そして、二つ目は後継者不在の経営体が、現在まさに農地管理の限

界を迎えつつあること。そして、三つ目は中山間地域の特性によって、既存の支援

制度が機能しにくい。そんな地域格差が存在するということです。 

これらを踏まえ、市に次の三つのことを伺います。 

一つ目、中山間地域を含む市内農業について、担い手確保、農地保全、地域運営の

各施策に関するこれまでの成果とそして現在の課題を伺います。 

二つ目、中山間地域において、担い手不足の進行により、相続放棄地や所有者不

明農地が増えつつある現状について市はどのように把握しているのか伺います。 

三つ目、相続放棄地所有者不明農地の対応方針として、調査の進め方、優先すべ

き区域、そして市と地域の役割分担など、どのように整理していくお考えかという

ところを伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 現時点での課題についてお答えします。 

農業における担い手確保の施策としましてはこれまで、税法上また社会保険制度

上のメリットがある法人経営への業態変化の促進や青年就農給付金など新規就農支

援を市として行ってきました。 

また、農地保全、地域運営の施策としましては、耕作者と地権者が安心して貸借

できる長期の利用権の設定や土地改良による圃場整備と大区画化、スマート農業導

入、「中山間地域等直接支払制度」を利用した集落単位での農地の保全活動などを支

援してまいりました。 

しかしながら、市内における担い手の中心である認定農業者は、この１０年間で

約９０件のうち９件、約１割が減少しているのも事実です。 

現時点での大きな課題は、議員のご指摘どおり、担い手の不足です。若者が農業

に魅力を感じにくく、次世代の農業従事者がなかなか育たない土壌が深刻な課題と
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考えております。 

また、中山間地域や小規模農家などがスマート農業や大区画化に対応しにくいな

ど、条件が不利な要素が多い所は、集落作業が困難であり、地域農業の維持に支障

を生じていることなどが課題であると認識をしております。 

２点目の質問については、経済産業部長がお答えいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ２点目の中山間区域において、担い手不足の進行によ

り相続放棄地や所有者不明農地が増えつつある現状について、市はどのように把握

しているかについてお答えをいたします。 

相続放棄地や所有者不明農地は、耕作放棄につながりやすく農地の荒廃や獣害、

地域農業の衰退、さらには災害復旧の妨げになるなどの問題があり、どちらも放置

できない問題であると認識をしております。 

中山間地域に限らず、農地を守るためには、耕作放棄地になる前に出来るだけ早

く把握することが重要であると考えております。当該農地の把握については、地域

住民や担い手からの相談、農地パトロールによる遊休農地の確認などで情報を収集

しております。これらで把握された耕作放棄になりそうな農地については、近隣の

農業者や新規就農者の方々などに耕作の意向をお聞きするなどして、担い手に速や

かにつなぐように努めているところでございます。 

次に、３点目の相続放棄地、所有者不明農地への対応方針として、調査の進め方、

優先すべき区域や農地類型、市と地域の役割分担などをどのように整理していく考

えかについてお答えをいたします。 

前の問いでもお答えしたとおり、耕作放棄される前にその情報を把握することは

重要です。しかし、相続放棄されてしまった場合、特に申し出や相談がない限り、市

では事前に把握することはできません。農地パトロールなどで見た目が耕作放棄地

のようになった時にしか情報収集、確認することが出来ないというのが実情ござい

ます。相続放棄地は、相続財産管理人を選任した場合、一定の条件が整えば、最終的

に国に帰属させることは可能となります。 

所有者不明農地の場合についても同様に国に帰属させることが可能ですが、農地

法や農地中間管理事業の推進に関する法律による手続きを経て、農地中間管理機構

に最長４０年の利用権を設定し、農地利用の促進をしていくことも可能でございま

す。 

相続放棄地、所有者不明農地のいずれの場合も、市では、地域からの情報提供や

相続人からの相談、また農業委員会などを通じて情報を取得しやすいよう、連携や

体制の強化に努めてまいりたいと考えております。 

また、あわら市全域において特に優先すべき区域は、農業振興地域内の良好な営

農条件を備え、集団的に存在するいわゆる第１種農地になりますが、それ以外の農

地についても放置しておくことは周辺の農地などに影響があるため、早期に状況を
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把握することが重要だと考えております。 

このため、日頃からの農地パトロールや地域の方々、耕作者の方々に情報提供し

てもらえるような関係性を構築しておく必要があると考えておるところでございま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） ただいまのご答弁を伺い、市として地域からの相談を受けたり、

農地パトロールを通じてその把握に努められている点は大変重要な取り組みだと感

じております。 

しかし一方で、現行の制度の枠組みの中では、市がどれだけ努力しても対応しき

れない、そんな限界が出てくるのではないかというふうに考えています。というの

も、やはり中山間地域の農地というのは傾斜地が多く、狭い農地が点在しており、

農地中間管理機構の要件に適合しなかったり、または借り手がつかないようなそん

な場合には、制度そのものが機能できない、活用できない、そういった構造的な課

題がやはり残るためでございます。 

そこで伺います。農地中間管理機構では対応が難しいような中山間地域について、

あわら市が公社的な役割であったり、常設の受け皿機能として整備をしていただく。

そういったことはいかがでしょうか。あわら市にとって現実的で効果的な機能とし

て、どのような方向性が考えられそうか、お考えをお聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） ただいまのご質問ですけれども、市が農業公社的な役

割を担うためには十分な内容検討が必要だと思います。これにつきましては今後、

ＪＡ福井県と協議を進めてまいりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） ぜひ前向きにご検討いただければというふうに思います。 

先日、東山の方でもクマの目撃情報がございました。中山間地域の農地が荒れ、

管理が行き届かなくなるということは、こうしたクマの被害とかの増加だったり、

生活環境の悪化にも直結してまいります。 

中山間地域の農業を守ることは、そのまま中山間地域を初めとした周辺の住民の

皆様の暮らしを守ることに繋がってくる重要な対策であると考えております。 

今後とも地域の皆様の安心な暮らしを守るためにも、現場に寄り添った仕組み作

りを進めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

それでは次のテーマに移ります。 

二つ目のテーマは学習指導要領２０３０年改定に向けた準備についてです。 

あわら市では少子高齢化が一層進行し、今年度からは北潟小学校で複式学級が開

設されました。さらに、教育基本計画の見直しが来年度に迫っている状況です。そ
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して国では２０３０年学習指導要領の改訂に向けて議論が進められております。今

スライドに示しておりますのは少し小さいんですけれども、文部科学省の中教審が

今年の９月に出した論点整理の資料になっております。 

文部科学省が出している次期学習指導要領の改訂では、深い学びの実相を多様性

の包摂、実現可能性の確保の３点を柱にするということを示しております。また、

一人１台端末を前提とした個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実が不可欠

であるとされ、デジタル学習基盤を前提とした学びが次期改訂の中心的な方向性と

なっております。 

その中でも特に注目したいのは、学校の裁量権を大幅に拡大する方向性が強く示

されているということです。ここのスライドにちょっと小さくて申し訳ないんです

けども実施されているように、現制度ではあらかじめ決められた標準時数に沿って

事業の実施を行いますが、今後はこの改定によって、各学校裁量的な時間を作り、

児童生徒や地域の実態を踏まえて授業を実施するということが、可能になるという

方向性となっております。 

これは良くも悪くも、自治体や学校ごとの差が拡大しうるということを意味する

のではないかと懸念しております。だからこそ、規模が小さく、複式学級を抱える

このあわら市では、早期の準備が他市町以上に重要となるのではないかというふう

に考えております。２０３０年と聞きますとまだ先と思われますが、改定内容は既

に方向性が示されており、自治体として検証、準備が必要な事項というのは既に多

く存在している状況です。 

令和７年９月２５日に中教審から出された論点整理を読み解きますと、市として

２０３０年に向けて検討すべき事項は、次のことだと考えます。 

一つ目は、教育課程の柔軟化とカリキュラムマネジメントの実現。市は多様な子

どもたちを包摂し、学校の創意工夫を促進するために、教育課程の構造的な柔軟化

を可能とする制度の導入というところを支援し、その適切な運用体制を整える必要

があるというふうに考えます。 

二つ目は、デジタル学習基盤の活用と情報活用能力の抜本的向上。デジタル学習

基盤を前提とした学びの実現のためにも、情報活用能力の抜本的向上に向けて、教

育内容の充実というところが求められております。 

三つ目は、多様な子どもたちを包摂するための支援体制の拡充。不登校児童生徒

であったり、特定分野に特異な才能のある児童生徒への個別の対応および特別支援

の教育の充実が喫緊の課題とされております。 

四つ目には、教師の過度な負担感の解消と質の向上というところで、週当たりの

授業コマ数の平準化であったり評価の見直しが強調されておりますので、市が方針

を大きく示していく必要があるのではないかというふうに考えております。 

最後に、子どもの主体的な社会参画の促進と地域連携ということで、例えばです

が学校経営に対して、子どもの意見を反映させたり、あとは教育基本計画が来年度

見直しが入ると思いますので、そういったところの策定に子どもの意見を反映させ
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るなど、地域社会での子どもたちの参画機会の整備であったり支援というところが

必要だというふうに考えております。 

以上を踏まえて伺います。学習指導要領改訂に向けた情報収集や先行事例の研究、

学校との協力体制の準備状況について教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育長、甲斐和浩君。 

○教育長（甲斐和浩君） 学習指導要領改訂に向けた情報収集や先行事例の研究、学校

との協力体制の準備状況についてお答えをさせていただきます。 

令和１２年度に予定されている次回の学習指導要領改訂につきましては、令和６

年１２月の文部科学大臣から中央教育審議会へ諮問がなされ、現在は教育課程企画

特別部会において検討が進められております。 

本年９月には、同特別部会から学習指導要領改訂に向けた「論点整理」が示され

ましたが、これは、これから作成される改訂案の検討に向けて、議論すべき方向性

や観点を暫定的に整理したものであり、改訂の具体的な内容はまだ決まっておりま

せん。 

   なお、前回の改定のスケジュールと同様に進むことを想定いたしますと、今後、

教科ごとのワーキンググループ等で内容の具体化が進み、令和８年度中に中央教育

審議会から文部科学省へ答申がなされます。その後、この答申を受けて文部科学省

が最終的に改訂案を作成し、令和９年度には告示される見込みでございます。 

施行時期につきましては、小学校が令和１２年度から、中学校がその翌年度の令

和１３年度からと順次実施されることが想定されます。また、現行の指導要領にお

ける外国語活動やプログラミング教育のように、一部の内容につきましては移行期

間を設けて１年または２年前から先行して実施される可能性もございます。 

次回の学習指導要領改訂に関する情報収集につきましては、９月に示されました

「論点整理」のように文部科学省や中央教育審議会から公表される資料を通じまし

て、改訂の方向性の把握に努めているところでございます。 

   今回示されました論点整理では、議員のご指摘のとおり教育課程の柔軟化、デジ

タル基盤の活用、多様性への対応、教員の業務負担軽減、子どもの主体的な学びや

社会参画など、幅広い方向性が示されており、いずれも重要な視点であるというふ

うに認識をしております。 

   こうした国における議論も踏まえ、教育委員会としては先行事例の研究にも取り

組んでいるところでございます。これまでに教育委員研修では、不登校支援、ＩＣ

Ｔ教育、個別最適な学び、協働的な学びといった今回の論点整理におきましても示

されている内容について先行事例を視察してまいりました。 

   また、市に配置している指導主事につきましても、個別最適な学びや協働的な学

びに取り組んでいる学校をはじめ、情報活用能力を育成しているリーディングＤＸ

の指定校の取り組みなどを市内の教員と一緒に視察をするなど、国の改訂動向を踏

まえた情報収集を進めているところでございます。 
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今後とも最新の情報を収集し、効果的な事例研究をしながら学習指導要領の改訂

に備えていきたいというふうに考えております。  

また、学校との協力体制につきましては、議員ご指摘のとおり、学校の裁量が広

がる方向性が示されていることから、各学校が実情に応じて教育課程を適切に設計

できるよう体制を整えていくことは重要であるというふうに認識しております。 

本市におきましては、校長会や教頭会等で適宜情報を共有するなかで、先行事例

研究や情報収集を進めるなど、国の動向を注視しながら学校と連携して必要な検討

を進めてまいりたいというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） ご答弁の中で国の動向に沿って情報収集であったり、先行事例

の研究を進めていただいていること、また市内の教員とともに視察に行っていただ

いていることを伺いました。こうした取り組みはこれからの教育の大きな転換期を

迎えるにあたり、非常に重要だと受け止めております。 

今回の論点整理では学校の裁量権の拡大、そして教育課程の柔軟化というところ、

教育現場の先生方の力であったり教育委員会の皆様のサポート、そして連携がこれ

まで以上に重要になってくるのかなというふうに考えております。 

市として引き続き視察や検証のほどを進めていただきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

では、最後のテーマに移ります。 

最後のテーマは副業・兼業を活用した人材確保についてです。あわら市では市内

企業の魅力発信を行うなど、若者に向けた情報提供に力を入れてこられております。

実際にあわら市には魅力ある企業も多いですし、ＵＩＪターンを通じてあわら市に

移り住んだ方からは、「あわら市に移住してよかった」という声も伺っております。

で、私自身もＵＩＪターン組みでして、本当にあわら市に移住してきてよかったな

というふうに日々実感しております。 

一方で、人口動態を見てみますと１５から３９歳の若者の人口が市外へ転出して

いるというのも現状でございます。進学や就職のタイミングで市外へ出た後、その

まま戻らないというケースも一定数ございます。若者が地域に戻ってくる、あるい

は地域にとどまるためには、市内企業の魅力発信だけではなく、新しいスキルを身

につけたいとか、様々な経験を積みたいといった今の若い世代が求める働き方の多

様化に対応することが重要だと考えております。 

そこで本日は、若者のキャリア形成と市内企業の人材確保のその両面から、副業

兼業に関する市内の状況と市の取り組み、そして今後の方向性について伺います。 

それでは本論に入ります。副業・兼業は国の成長戦略であったり、労働市場改革

の中でも位置づけられており、ガイドライン整備やリスキリング支援が進んでおり

ます。地方ではスキルを持つ社会人材を企業が一時的に受け入れることで生産性向

上であったり、新規事業に繋がったという事例も出ております。副業・兼業の活用
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というのは、若者および企業双方にとってメリットが多いというふうに言われてお

ります。 

一方で、自治体によっては取り組み状況に差がございます。制度があっても市内

企業の受け入れ状況が把握しきれない。そんなケースや相談体制、周知体制が十分

でないために利用に繋がってない。そんなケースもあると伺っております。 

副業・兼業をキャリア形成や人材確保に生かすためには、まず市内企業の受け入

れニーズを把握することが不可欠であり、加えて、市がどのように支援策を講じて

きたのか、そしてその効果をどのように評価しているのかを整理していきたいとい

うふうに思います。こうした状況整理を踏まえ質問に移ります。 

若者のキャリア形成やリスキリングの観点から副業・兼業は非常に有効であると

考えます。そこで一つ目の質問としてまずは受け入れ側の体制について伺います。

市内企業の副業・兼業に関するニーズや受け入れ意向を現状どのように把握してい

るのかを伺います。 

二つ目に、市内企業の副業・兼業に関してどのような支援策を講じてきたのか。

またその効果や課題について教えてください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） １点目の、副業・兼業に関する市内企業のニーズや受け

入れ意向の現状把握についてお答えをいたします。 

国におきましては、平成３０年の「働き方改革」において副業・兼業を多様な働き

方の一つとして促進する方針を示し、厚生労働省が就業規則のモデルやガイドライ

ンを策定しております。これにより、大企業や都市部では、キャリア形成の一環と

して自社社員に副業を推奨する企業や、副業人材を受け入れる企業が増加している

状況でございます。 

本市においては、事業所アンケートにより現状を把握しております。アンケート

は隔年で実施しており、今年度は商工会の会員７６２事業所を対象に記名式アンケ

ートを行い、１１９事業所から回答をいただいております。 

アンケートには、人材確保や副業人材の活用についての設問もあり、人手不足の

状況につきましては、約４０％が「人手不足」と回答をしております。また、副業人

材への関心につきましては、約２４％が「興味あり」と回答しており、人手不足と回

答した事業所の約３０％、それ以外の事業所では約１５％が副業人材に関心を示し

ております。このことから、市内では多くの事業所で人手不足という課題を抱えて

いること、副業人材の活用には一定の関心があり、人手が不足している事業所でよ

り関心があることが明らかとなっております。 

   次に、２点目の市内企業への支援策と、その効果や課題についてお答えをいたし

ます。 

   まず、支援策についてですが、福井県では、支援機関として「ふくいプロフェッシ

ョナル人材総合戦略拠点」を設置し、副業・兼業を含むプロフェッショナル人材の
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活用に関する相談に対応をしております。 

また、「副業・兼業マッチング支援事業補助金」により、初めて副業人材を活用す

る事業者に対して、経費の８０％、補助上限額３５万円を助成しており、市内では

現在１事業者がこの補助金を活用しております。本市においても、令和７年度から、

県の支援制度を補完する形で、あわら市商工会への委託事業の中で、副業人材の活

用に係る経費の３分の２、補助上限額１０万円を助成する制度を設けておるところ

でございます。 

周知・啓発につきましては、本年２月に商工会の異業種交流会において、県の支

援制度や事例を紹介しております。また、９月には、支援機関と連携して商工会主

催で「副業人材活用セミナー＆個別相談会」を開催し、５事業者が参加をしており

ます。副業人材の効果につきましては、活用事例はまだ少ないものの、実際に副業

人材を活用した事業者からは、今後も活用したいとの声をお聞しております。 

一方で、課題といたしましては、副業・兼業の活用の課題やメリットに対する認

知度の低さが挙げられます。副業・兼業人材の活用は、企業にとって専門的知識や

スキルを持つ人材を柔軟に確保でき、業務改善など課題解決の手段となり得ます。 

また、副業人材として働く側にとりましても、キャリア形成の機会となり、企業

側・働く側双方にとって大きなメリットがあるものと考えられます。 

   今後は、企業の課題解決や人材確保に資する取り組みとして、商工会をはじめと

した関係機関と連携しながら、副業・兼業のメリットや身近な活用事例の紹介、県

や市の支援制度の情報提供を進めるとともに、市内事業所の声を継続的に把握し、

地域の実情に即した環境整備に努めたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） ご答弁の中で、市内では約４０％が人手不足であり、そのうち約

３０％が副業人材に興味を関心を示しているという状況が示されたこと、私として

も補助制度やセミナーを通じて周知を進められてきた点について理解いたしました。 

一方で、活用事例はまだ少ないとのことで、制度への認知度の低さを課題として

挙げられておりましたが、せっかく２４％の事業所が興味・関心を持っているにも

関わらず、実際の活用にまで至っていない。そんな理由をもう少し深く把握する必

要があるのではないかと感じております。 

そこで次に伺います。受け入れに踏み切れない、そういった理由として、市とし

てはどのように課題を把握されていますでしょうか。どのような点が課題として挙

げられているのかお伺いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 課題は大きく３点あると考えております。 

一つ目は、副業人材に任せる業務を明確に設定することが難しく、準備に手間が

かかること。二つ目は、活用に伴う経費や補助制度の認知不足により、費用負担へ
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の不安が残っていること。それから３点目は、就業規則の整備や労働時間管理、情

報漏えい防止など体制構築に負担感があることなどが考えられます。 

こうした課題を踏まえまして市としましては、先ほどちょっと繰り返しになりま

すが、商工会や県の支援機関と連携をし、制度や事例の周知、それから相談体制の

充実、補助制度の活用促進を図ることで、企業が安心して副業人材を受け入れられ

る環境整備に努めたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） 課題について三つの整理、大変よく理解できました。 

一つ目に挙げていただいた課題の副業人材に任せる業務を明確に設定することが

難しいとのことについてですが、その課題を解決するために伴走型の支援はできな

いのでしょうか。お伺いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君。 

○経済産業部長（中嶋英一君） 今ほどの伴走支援でということでお答えをしたいと思

います。福井プロフェッショナル人材総合戦略拠点を利用する場合ですね、まず担

当者が企業経営者との対話を通じまして、経営課題や求人ニーズを明確化する作業

から行っております。 

次に、その内容を拠点経由で人材ビジネス事業者へ伝えまして、事業者から企業

に副業人材の候補者を紹介するような流れとなっております。つきましては福井プ

ロフェッショナル人材総合戦略拠点の仕組み自体ですね。これ自体が企業の課題整

理から人材紹介までを一貫して支援するいわゆる伴走型で今支援を行っておるとこ

ろでございます。 

市といたしましてもこうした県の支援機関と連携をしまして、セミナーや相談会

を通じて、企業が安心して副業人材を活用できるよう情報提供や相談体制の充実、

伴走を進めていきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） 県の事業でサポートになっているとのことを理解いたしました。

一方で、仕組みが整っていても、やはりこの市内企業が実際に利用する段階に至る

までにはもう一つ何かしらきっかけがあるといいのかなというふうに感じておりま

す。そこで市内でも既に１件、副業人材を活用した企業があり、しかもその企業さ

んからは今後も活用したいという前向きな評価もあるというふうなご答弁をいただ

いておりましたので、こうした実例をどのように市内企業や共有していくかという

ところが今後の普及の鍵になってくるのかなというふうに考えました。 

そこで次に伺います。実際に副業人材を活用した企業さんの事例を積極的に紹介

したり、活用を促すそんな取り組みはできないのでしょうか。お伺いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（室谷陽一郎君） 経済産業部長、中嶋英一君 

○経済産業部長（中嶋英一君） 事例紹介、こちらは制度の理解促進や活力の向上に非

常に有効であると考えております。 

これまで商工会のセミナーで県の支援制度と合わせて、事例紹介などを行ってお

ります。今後、こうした事例をより積極的に発信するため、セミナー等でのご紹介

に加えまして、市のホームページなどを活用し、具体的な効果や企業の声をわかり

やすく伝えていくようなことを検討させていただきたいと思います。これにより副

業人材活用のメリットを広く周知、企業の取り組みを後押ししていきたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） より積極的に発信いただくという方向性を示していただいて大

変心強く感じております。副業・兼業の活用というのはあわら市にとってはまだ新

しい取り組みかなというふうに思います。こうした事例の見える化が市内企業の背

中を押す大きな一歩になれたらというふうに思いますのでぜひ前向きに進めていた

だきたいというふうに思います。 

一方で、副業・兼業の活用を広げていくには、受け入れ側の取り組みだけではな

く、市内人材そのものの活躍の場をどう広げていくかという視点も重要だと考えて

おります。そこで関連して次の質問を伺います。 

２０２５年６月には総務省が地方公務員の兼業・副業をより容易にするため自治

体が兼業・副業の許可基準を設けて公表し、環境整備を進めるよう助言する。その

ような通知を出しました。このような国の動きも踏まえますと、例えば市役所職員

自身が持つ専門性や経験を地域の企業活動や地域づくりにも活かしていくような仕

組みを整えるということが市内人材の活用促進だけではなく、副業・兼業に対する

認知度向上にも繋がるかなというふうに考えております。 

そこで伺います。市としてこの市内人材の副業・兼業の活発化や公務と地域活動、

企業活動を繋ぐ新しい働き方についてどのように捉えていらっしゃいますか。教え

てください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 総務部長、岡田晃昌君。 

○総務部長（岡田晃昌君） 総務省が６月に発出しました通知でございますが、これは

近年の働き方改革や人口減少による人材不足、地域課題の深刻化などを背景としま

して、地方公務員の兼業に関して、地方公務員法で定める兼業許可の基本的原則を

踏まえながら、許可基準の設定、公表、運用等についての助言を示したものであり

まして、このような兼業の環境整備は、この通知に書かれています通り、職員のキ

ャリア形成や人材育成に寄与し、兼業で学び得た職務遂行や行政サービスの向上に

活かすことに繋がるものと思われます。また、議員がおっしゃられた市内人材の活

用促進や兼業の認知度向上にも資するものと考えます。 
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ただ、兼業の環境整備に当たりましては、職務専念義務との整合性、全体の奉仕

者である職員の職務の公正性や中立性の確保、職場における規律の確保などの観点

から、慎重さも求められるものと考えております。そのため、まずは国や福井県を

初め、他自治体の今後の動向を注視してまいりたいと考えています。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １番、中嶋瑞希君。 

○１番（中嶋瑞希君） 公正や中立性の確保といった観点から慎重に議論を進めるべき

という点については大変理解しました。 

ただ、職員の兼業環境の整備というところがポジティブな影響、人材育成、地域

の活性化にも繋がるとの認識を共有できたことを心強く感じております。 

実際に、他自治体においては市役所職員の兼業・副業が実際に行われている自治

体も事例が既にありますので、ぜひそういった事例であったり国や県の動向を踏ま

えながら、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと考えております。 

以上で私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（室谷陽一郎君） ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時からといたしま

す。 

（午前１２時００分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分）                                       

                                        

◇関山耕人君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、２番、関山耕人君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ２番、関山耕人君。 

○２番（関山耕人君） 議長のお許しをいただきましたので、２番、関山耕人、一般質問

を行います。通告に従い、分割質問分割答弁にて質問させていただきます。本日は

あわら湯のまちみらいプロジェクトの効果検証についてとふるさと納税の使い道に

ついて、計２点質問いたします。 

まず、あわら温泉を取り巻く現在の環境について申し上げます。観光経済新聞社

が発表した「にっぽんの温泉１００選」の中間発表において、あわら温泉が全国６

位にランクインしたとの報道がありました。長年にわたり取り組まれてきた行政、

観光関係者、事業者の皆様の努力がようやく全国的な評価に繋がったものと考えて

おります。 

また、楽天ステイや星野リゾートなど大手企業の進出が続いており、あわら温泉

が大きく注目されていることを実感しております。こうした機運が高まる今こそ、

地域としての方向性を定め、民間投資を活かしながら、まちの価値を高めていくこ
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とが重要だと考えます。 

次に、本市が取り組んでいる「あわら湯のまちみらいプロジェクト」について申

し上げます。 

本市は、山口県の長門湯本温泉より専門家チームを迎え、温泉街の再生を見据え

た社会実験を実施されました。私も現場を拝見しましたが、来訪者の反応や住民の

評価、事業の質など、一定の成果が見えてきています。 

特にプロジェクトは、在る物の価値を引き出す取り組みが進み、それに相まって、

住民の意識が高まり、自分たちのまちをより良くしたいという意識が明確に強まっ

たことは、大きな成果だと感じています。一方で、動線設計や回遊性、滞在環境とい

った構造的な課題は依然として残っています。 

こうした課題を踏まえ、今回の成果と改善点を今後の計画にどう反映させ、在る

物を活かし、無い物を作るといった施策に結びつけていくかが極めて重要だと考え

ています。 

そこで、次の３点を質問いたします。 

１点目、現時点での効果検証の手法とその結果について社会実験の成果を客観的

に把握するために、どのような手法で効果測定を行っているのか。例えば、来訪者

数、回遊性、満足度、歩行量、売上データ、ＳＮＳの反応など、どの項目について測

定し、どのような結果が得られているのか現時点で把握している範囲でお示しくだ

さい。 

２点目、測定する指標と今後のスケジュールについて、社会実験は終わりました

が、プロジェクトはまだ中長期の取り組みです。効果検証として、どの指標を継続

的に測定していくのか。また今後のスケジュールとして、測定が完了する時期やデ

ータ分析から、施策の立案までの現段階の計画を伺います。また、データの公開方

法、分析体制についてもお示しください。 

３点目、今後の計画策定の反映について今回の成果と課題を今後の都市計画やビ

ジョンへどのように反映していくのか。また、計画策定に当たって、市民や事業者

との合意形成をどのように進めるのか、現時点の考えを伺います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） まず、１点目の現時点での効果検証の手法と、その結果について

のご質問にお答えします。 

今回の社会実験では、温泉街の「日常使い」の促進と「回遊性・滞在性」の向上を

テーマに、湯のまち広場や三薬師、湯～わくＳｔａｎｄなど複数のスポットで、９

月６日から１１月９日までの約２カ月間、取り組みを実施いたしました。 

検証は、来訪者数、夜間歩行量、滞在性、満足度、官民連携度、情報発信効果など

の指標で行っております。 

まず、全体的な来訪者数については、温泉街全体を直接測定することが難しいた

め、日常使いの促進を示す指標として、市営湯のまち駅南口駐車場の利用台数を設
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定しました。その結果、昨年同時期比で約２，０００台増の約１．６倍に増加してお

り、これが温泉街の来訪者数の増加を示すものと評価しております。 

次に、夜間の歩行量につきましては、ライトアップ企画「よるもうで」で、うちわ

配布枚数とシール貼付数を指標として測定しました。具体的には、うちわを１万７

２５枚配布し、４つシールを集めた方に特典ステッカーを１，５３２人に進呈して

おります。そのうち、２１の旅館で合計４，８００枚のうちわを配布しており、観光

客のまち歩きの促進を示す指標としても成果があったと捉えております。シールの

内訳は、芦湯で３，７３８枚、田中温泉薬師神社で２，８２４枚などとなっており、

「よるもうで」のコンテンツやライトアップによる回遊性の向上が確認できました。 

また、人流モニタリングツール「おでかけウォッチャー」による測定では、三薬師

周辺の人出が昨年同時期比で約１．９倍に増加し、１５分以上の滞在者も多く、滞

在性の向上が見られました。この「おでかけウォッチャー」は、１４０以上のスマー

トフォンアプリを通じて取得した月間３，０００万人分の位置情報データを活用し、

１０ｍメッシュ単位で観光スポットを指定し、正確な人数を算定できるシステムで

ございます。 

次に、満足度については、ＷＥＢアンケートで４２０人から回答を得て、ほぼす

べての項目で「とても良い」、「良い」が８０％以上を占めました。回答者の内訳は、

県内５１％、県外４９％で、全体的に県外の満足度がやや高い結果となっておりま

す。湯のまち広場は「居心地が良い」、湯～わくＳｔａｎｄは「人が集える」など、

好意的な意見が多い一方、「場所が分かりにくい」、「駐車場不足」などの課題も指摘

されております。 

官民連携では、市内外の飲食店や美容・体験型事業者、湯～わくＤｏｒｉ沿線店

舗、旅館、芸妓組合など、７０以上の事業者が参画し、そのうちポップアップショッ

プ１７社の売上は１日平均で屋台村湯けむり横丁で 約２万１千円、湯～わくＳｔ

ａｎｄで約１万４千円でした。平日と土日を比較しますと、売上はほぼ同額となっ

ております。天候別では、晴れ・曇りの日が約１万８千円、雨の日が約１万６千円で

した。 

また、参画事業者のうち、屋台村では４社中２社が、湯～わくＳｔａｎｄでは１

３社中７社が、今後も出店したい意向を示しております。ただし、うちわ提示によ

る飲食店や物販店舗のサービス特典については、多いところで８８件、少ないとこ

ろで４件と、利用する割合が「よるもうで」参加者の割合からすると、経済効果への

波及は限定的であり、今後改善が必要であると感じております。 

情報発信面では、インスタグラムの専用アカウントを開設し、フォロワーが１，

５６６人、配信数７４９本、閲覧数は延べ約７０万回と、一定の効果が確認できて

います。 

次に、２点目の今後、新たに測定する指標と、そのスケジュールについてのご質

問にお答えします。 

今回の効果検証の結果を踏まえて、今後の方針や取組内容について協議を進めた
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いと考えております。 

指標につきましては、今回の社会実験で用いた来場者数や滞在性など、既存の仕

組みで測定可能なものは継続して行いたいと考えております。加えて、来年度の取

り組みに応じて、新たな指標の設定も視野に入れ、必要に応じて柔軟に対応したい

と思います。データはホームページ等で公開し、民間事業者の皆様とも共有しなが

ら、効果を高める取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

また、分析体制につきましては、今年度同様、夜間景観や交通などの専門家の皆

様にも支援をいただきながら、客観性を確保しながら実施してまいりたいと考えて

おります。 

次に、３点目の今後の計画策定への反映についてのご質問にお答えします。 

今回の社会実験は、多額の投資を伴う整備に先立ち、利用実態や効果を検証し、

無駄を避けながら、本当に必要な機能を選択するために実施いたしました。 

検証結果は、来場者数、滞在時間、満足度、回遊行動など多角的なデータとして整

理し、今年度末に策定する「あわら温泉街再整備基本計画」に反映してまいりたい

と考えております。その過程で、市民や社会実験に携わった事業者の皆様の意見を

伺う場を設け、合意形成を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ２番、関山耕人君。 

○２番（関山耕人君） ありがとうございます。９月議会の一般質問のご答弁にもあっ

たように、この取り組みを市内全域に広げ、あわら市全体の観光価値を大きく高め

ていただきたいと思います。そして各地区の皆様と事業をともに作り上げるために

も、継続して行い、前へと進めてくださいますよう強くお願い申し上げます。以上

で最初の質問を終わります。 

続いて、ふるさと納税について質問いたします。 

まず、本市のふるさと納税は、年々寄附額が増加し、昨年度実績で約１２億６，０

００万円県内では１７自治体中５位という結果であり、人口規模を踏まえると、非

常に優れた成果を収め、全国から大きなご支援をいただいております。 

また、ふるさと納税３．０といった事業者をさらに成長させる取り組みも行われ

ており、その姿勢は大変評価しております。一方で、市民の皆様からは、何に使われ

ているのかがわかりにくいという声を多く伺います。その背景には、ふるさと納税

が特定の使い道に明確に紐づかず、一般財源的に扱われている実態があると考えて

おります。 

また、総務省のホームページにある通り、ふるさと納税の本来の理念は、地方創

生の推進に寄附を活かすことであり、単なる財源確保や返礼品競争に終始するもの

ではありません。 

本市におきましても、今回の社会実験を通じて、市民の皆様の官民共創の機運が

高まりつつあり、まちづくりに主体的に関わりたいという声も多く伺っております。

その声を受け止め、市民の思いを反映できるふるさと納税の使い道を制度として整
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えることが地域への誇りの醸成にも繋がるのではないかと考えています。さらに全

国では、制度そのものに対する議論もされており、対策の必要性を感じております。 

もう一点、ふるさと納税の理念として重要なふるさとへの恩返しという観点につ

いて申し上げます。本市の転出先で最も多いのは、坂井市と福井市で全体の約４０％

を占めると伺っております。こうした近隣に住む本市ゆかりの皆様に対し、ふるさ

と納税を通じて、あわら市への恩返しを促す新たなアプローチができないかと考え

ています。 

例えば、寄附によって実現したイベントにご参加いただくなど、成果を直接体験

できる機会を設けることで、また応援しようと思っていただける循環を生み出せる

のではないでしょうか。人生の節目であわら市を離れても、ふるさと納税をきっか

けに、本市との繋がりを感じられる仕組みづくりは、関係人口の創出にも寄与する

と考えております。 

最後に、ふるさと納税は確定申告と切っても切れない制度であるため、この部分

も教育として触れる価値があると考えます。 

以上を踏まえ、３点質問と提言です。 

一つ目、寄附金の使い道の拡充について寄附者が選択できる使い道に市民提案型

の地域活性化プロジェクトを新設し、市民から事業アイデアを公募できる仕組みを

導入する考えについてはいかがでしょうか。 

そして、その審査を採択に市民が参加する「基金検討委員会」のような仕組みを

設け、寄附者、市民、行政がともに意思決定できる「共創型ふるさと納税」を実現し

てはどうでしょうか。 

二つ目、制度周知と教育カリキュラムへの組み込みについて。ふるさと教育の一

環として、税の仕組みや確定申告、ふるさと納税の意義を子どもたちにわかりやす

く学べる教材や学習機会の導入を検討してはいかがでしょうか。 

また、本市の転出先で最も多い坂井市、福井市などの元市民に対し、制度理解と

寄附の呼びかけを強化し、事業の恩恵を感じる、応援したくなる、寄附を行うとい

った循環を生む情報発信の強化を検討してはいかがでしょうか。 

三つ目、制度廃止リスクと持続可能な地域経済への転換について。国全体で制度

の見直しや縮小、廃止の議論が進む中で、ふるさと納税の依存から脱却する中長期

的な方針、返礼品提供者によるＥＣサイトの構築など、市場で自走できる仕組み作

りを市としてどう支援し、制度終了後も地域経済が継続するモデルへ転換していく

のか、市としての方向性を伺います。 

以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 創造戦略部長、渡邊清宏君。 

○創造戦略部長（渡邊清宏君） １点目の寄附金の使い道の拡充についての、寄附者が

選択できる使い道に「市民提案型の地域活性化プロジェクト」を新設し、市民から

事業アイデアを公募できる仕組みを導入する考えはあるか。また、その審査や採択
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に、市民や第三者が参加する「基金検討委員会」のような仕組みを設け、寄附者・市

民・行政が共に意思決定ができる「共創型ふるさと納税」を実現してはどうかとの

ご質問にお答えします。 

あわら市では、ふるさと納税の受け付けを平成２０年度に開始して以来、令和６

年度までに「芦原温泉駅周辺に活気を取り戻し、快適な都市空間に生まれ変わらせ

るための事業」や「子どものことを考えた学校づくりのための事業」など、７つの指

定事業に対して寄附をいただいてまいりました。 

これにより、財政状況が厳しい中でも、緊急性や重要性の高い事業を優先して寄

附金を活用し、各種施策を着実に推進することで、市政の発展と飛躍を目指してい

ます。 

議員のおっしゃるとおり、市民の声を受け止め、市民の想いを反映できるふるさ

と納税の使い道を整えることは、非常に重要な考えでございます。 

したがって、いただいた寄附金を、機械的に光熱水費や職員の人件費、すでに返

済がはじまっている公債費などに充てることは、その趣旨に反するものです。 

実際に寄附金の充当先としては、市長ふれあいトークや市民アンケート、次世代

タウンミーティングなどを通して要望の高かった「金津小学校プール改修工事」、「小

学校児童用机・椅子の入れ替え」、北陸新幹線芦原温泉駅前への「マクドナルド誘致」、

「小中学校の給食費無償化」など、市民の理解と納得が得られる事業に限定してい

るところであり、これらの使途については、広報あわらや市のホームページなどで

公開をしております。 

あわら市では、市民から事業アイデアを公募する制度は実施しておりませんが、

ふるさと納税を原資に、平成２２年度から「市民活動サポート事業」を実施しまし

て、市内で活動する団体の地域活性化やまちづくり活動を支援してまいりました。 

これまでに約１００団体から申請があり、プレゼンテーションと審査を経て、約

７５団体の活動が採択されております。 

また、特定のプロジェクトに共感して応援してくださる方々から寄附を募るため、

ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを随時実施しております。例

えば、国指定重要文化財である「けつ状耳飾り」のレプリカ作成事業や、７年ぶりに

開催された「北潟湖畔花火大会」では、プロジェクトに賛同してくださった方々か

ら寄附金を集め、その資金を費用に充てております。 

現時点で市民から事業アイデアを公募し、新規に地域活性化プロジェクトを立ち

上げることには様々な課題があると考えておりますが、市民の意見を取り入れて協

働でまちづくりを進めることは重要であると認識をしております。 

今後は、例えば、新たな寄附獲得を目指してクラウドファンディングに取り組む

際に、市民のご意見等を取り入れ協働で実施できないかなど、財政状況や運営方法

を踏まえ、どのような枠組みであれば実現可能かを検討・研究してまいります。 

２点目の質問については、市民生活部長がお答えいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（室谷陽一郎君） 市民生活部長、江川嘉康君。 

○市民生活部長（江川嘉康君） それでは２点目の制度周知と教育カリキュラムへの組

み込みについてのふるさと教育の一環として、税の仕組みや確定申告、ふるさと納税

の意義を子どもたちにも分かりやすく学べる教材や学習機会の導入を検討できない

かについてご質問にお答えします。 

小・中学生に対する「租税教育」については、現在、「社会」の授業の中で、税務

署職員や地方税関係職員、税理士などで組織する租税教育推進協議会が作成した「租

税教育副読本」に基づいて行われています。この副読本には、税の意義や役割、種類、

仕組みなどが分かりやすく書かれており、「確定申告」や「ふるさと納税」にも触れ

られた内容となっております。 

このほか、租税教育推進協議会においては、希望する小中学校に対し、協議会の構

成員が分担して「租税教室」を行っており、昨年度は市内の全小中学校の最終学年の

児童生徒に対して実施しております。この授業の内容につきましては、担当する講師

と担任の先生との打ち合わせにより決められ、各講師が資料を作成していますので、

学校からの要望に対しては柔軟に対応ができる内容となっております。 

次代を担う児童生徒が租税の意義や役割を正しく理解することは非常に重要です。

将来、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、納税者として社会

や国の在り方を主体的に考えられるよう、今後も継続して「租税教育」を行ってまい

ります。 

併せて、ふるさと納税制度の意義についても、ふるさと教育の一環として学習内容

に取り入れ、生まれ育った故郷や、お世話になった地域の力になれる制度であること

を伝えてまいりたいと思います。 

次の質問については、市長がお答えいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 本市の転出先で最も多い坂井市、福井市などの元市民に対し、制

度理解と寄附の呼びかけを強化し、事業の恩恵を感じる、応援したくなる、寄附とい

う循環を生む情報発信の強化を検討できないかとのご質問にお答えします。 

あわら市が実施している寄附呼びかけの手法の一つとして、寄附をいただいた方

を対象にメールマガジンを配信しております。これは、リピーター獲得を主な目的と

し、寄附者に定期的に市の情報を届けることで、寄附者の関心を維持し、継続的な支

援につなげることを意図しております。配信内容は、寄附金の使途報告や新規返礼品

の紹介、あわら市で体験できるプログラムやおすすめスポットの案内などで、配信者

の中には福井市や坂井市の方もおられます。 

また、福井県やあわら市の出身者を対象に、同県出身者が集まる「県人会」などの

交流の場で、ふるさと納税制度への理解と協力を呼びかけております。 

   一方で、議員ご指摘のあわら市から福井市や坂井市へ転出した方々に対する個別

の呼びかけについては、現時点で実施できていない状況でございます。 
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今後は、先に申し上げた「ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング」

などのプロジェクトを活用することで、あわら市を離れた方々に対しても呼びかけ

が行えるよう、検討・研究を進めてまいりたいと思っております。 

併せて、転出手続きの際に、ふるさと納税を紹介するチラシを配布し、本市を転出

した後も寄附という形で関わっていただけるよう、呼びかけを行ってまいりたいと

考えています。 

次に、３点目の制度廃止リスクと持続可能な地域経済への展開についてのふるさ

と納税への依存から脱却する中長期的な方針についてご質問にお答えいたします。 

ふるさと納税の寄附額は年々増加しており、令和５年度では約７億８千万円、令和

６年度では約１２億６千万円を受け入れ、令和７年度は１８億円を見込んでいると

ころでございます。これに伴い、ふるさとあわらサポート基金の残高も増加しており、

令和５年度末で約８億円、令和６年度末で約１２億９千万円となっております。 

この基金は、寄附をいただいた目的に合致する事業の財源として活用しており、令

和５年度は約７千万円、令和６年度は約１億５千万円の基金を取り崩し、令和７年度

は約４億円を取り崩し事業に充当する予定でございます。 

基金を充当する事業は、基本的に臨時的な事業に充当することとし、具体的には、

先ほど部長答弁でもありましたとおり、市民活動を支援する補助金や単発のイベン

ト、給食費の無償化など、一過性の事業や市民サービスの充実などのために基金を活

用して実施する施策に充当しております。 

一方、福祉・教育・公共施設管理などの経常的な基幹サービスは、市税や地方交付

税などの経常的な財源で賄っております。したがって、ふるさと納税制度が廃止や改

正された場合でも、市の経常的な財政運営は継続でき、行政サービスの持続的な提供

は可能であります。 

しかしながら、子育て世帯の負担軽減などを目的として実施している給食費の無

償化や各種イベントの開催など、従来の行政サービスを拡充・発展して実施している

事業については、ふるさと納税が廃止された場合、サービスの縮小などの可能性が考

えられるところでございます。このため、中長期的な財政運営を見据え、経常経費の

抑制や財源の多様化、適切な基金残高の確保などに努め、引き続き、健全な財政運営

の堅持に努めてまいります。 

次に、３点目の制度廃止リスクと持続可能な地域経済への展開についての返礼品

提供者によるＥＣサイト構築など、市場で自走できる仕組みづくりを市としてどう

支援し、制度終了後も地域経済が継続するモデルへ転換していくのか、市としての方

向性を伺いますとのご質問にお答えをいたします。 

   議員ご承知のとおり、ふるさと納税の市場規模は年々拡大しておりまして、令和６

年度の全国規模では約１兆２，７２８億円にまで達しております。地方自治体にとっ

ては重要な財源確保の手段となっており、制度が突然完全に廃止される可能性は、市

場規模や現時点で総務省からの通知がないことからも低いと考えております。 

しかしながら、制度廃止のリスクに備えることは重要でございます。あわら市とし
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ては、制度の動向を注視するとともに、「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体

連合」をはじめ、同様の志を持つ自治体や関係機関と連携しながら、制度の縮小を招

かないよう国に対して積極的に働きかけてまいりたいと考えております。 

また同時に、返礼品提供事業者がふるさと納税制度に過度に依存しないよう、自立

的な販売基盤を構築する支援も進めてまいります。 

本年度導入した「ふるさと納税３．０」では、新規返礼品の開発支援や事業拡大に

向けた設備投資の支援などを通じて、あわら市への寄附金の増加を図るとともに、将

来的には拡大した販路を事業者自身のＥＣサイトなどの独自の販売チャネルにつな

げていくことを目指しております。これにより、事業者が自らの力で販路を拡大・維

持できるようになり、将来的な制度変更に対する耐性を高めることが期待されます。 

今後も、制度の動向を注視し、事業者と継続的に対話を重ねながら、必要に応じて

ＥＣサイトの構築や販路開拓に関する相談体制の整備など、個別の支援策も検討し

てまいりたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ２番、関山耕人君。 

○２番（関山耕人君） 思っていたより前向きな答弁で安心しました。 

ありがとうございます。基金残高が１２億９，０００万円というのは、少し積み

上がり過ぎていると感じますので、建設的な使い道の検討をよろしくお願いいたし

ます。 

今回の二つの質問の本質として、私が最もお伝えしたいのは、市民の主体性をど

う高め、シビックプライドを育むかという点です。 

あわら市は決して大きな自治体ではありません。しかし、小さいからこそ、行政

の意思決定に市民が関わりやすい。この小規模であることを弱みではなく、強みと

して活かすべきだと感じています。自分たちの意見が市政に届くといった実感の積

み重ねが、市民の誇りシビックプライドの醸成に繋がり、あわら市に住んでいて本

当によかったと心から思えるまちになっていくと考えます。 

今後の市政運営において、ぜひ市民の主体性を高めるといった視点をこれまで以

上に大切にしていただきたい。そのことをお伝えし、私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

                                        

◇中垣内えり香君 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、通告順に従い、３番、中垣内えり香君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ３番、中垣内えり香君。 

○３番（中垣内えり香君） ３番、参政党、中垣内えり香、議長のお許しをいただきまし

たので、一般質問を分割質問方式で始めさせていただきます。一般質問のトリを務

めさせていただきますので、皆様お疲れの時間帯だと思いますが、元気に行かせて



115 

 

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

一つ目の質問は、昨日の見澤議員に続きまして、私も部活動の地域移行について

です。 

まず、あわら市当局におかれまして部活動の地域移行という大きな改革の流れの

中で、学校現場や各関係団体との皆様と幾度も協議を重ね、体制の整備に多大なご

尽力をされてこられました。困難な課題も多い中、子どもたちのために汗をかいて

こられたそのご努力に対し、まず深く敬意と感謝を申し上げます。制度を大きく変

えようとしている今だからこそ、ここで今一度立ち止まって考えさせていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

まずは、部活動のあわら市における教育的意義について歴史的背景から再確認を

したいと思います。私達、福井の伝統的教育の根底を成しているのは「文武不岐」の

考え方だと思います。 

「文武不岐」を現代で実践するうえで不可欠なのが、学校での部活動であります。

「文武不岐」とは文と武、つまり学問と武術、現代では勉強と部活動を切り離さず、

一体でなければ人格の完成を目指せないとする福井の伝統的教育です。これは朝倉

氏の時代から現代に至るまで受け継がれてきました。朝倉氏は、武士の館として剣

術や兵学を修めつつも、文化や学問を重んじ、公家や学僧を招いて和歌や能楽を盛

んに行い、文と武を調和させる教育が福井に根づきました。 

江戸期には橋本左内公が藩校「明道館」、後の藤島高校の館長を務め、「政教一致」

「経済有用」と合わせて「文武不岐」を説き、学問と武道を不可分とする人格教育が

実践されました。 

明治期には平瀬作五郎が近代教育を担いましたが、彼もまた人格形成の中心に、

知識とともに心身を育てる教育を謳い、これが近代福井の教育の基盤となっていま

す。 

このように、朝倉氏から橋本左内公、明治・現代へと「文武不岐」の精神は受け継

がれ、今日の福井県の教育の根底を成しております。さらにはこれが、今でも福井

県が学力体力ともに全国トップクラスの教育県たる由縁だと思っています。 

続きまして、「部活動」の法的な位置付けにつきまして、教育基本法第１条で教育

の目的は「人格の完成」と「心身ともに健康な国民の育成」とされた上で、中学校学

習指導要領では、「部活動については、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に

資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意

すること」とその重要性が明記されています。 

勉学とともにスポーツや文化活動に打ち込み、仲間と共に努力する経験を得られ

る部活動は、まさに現代における「文武不岐」の実践であり、また教育基本法を定め

る「人格の完成」と「心身の健康」を育むために学校と不可分な活動であります。 

だからこそ、部活動は単なる課外活動ではなく、教育の目的を達成する役割とあ

わら市の伝統的教育を未来へと繋ぎ、継承していく役割を果たしており、その環境

を守り育てていかねばなりません。 
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そこで伺います。教育における部活動の役割を市教育委員会としてどのように認

識されているか。また、その役割を地域展開した場合に維持、向上できるのか見解

をお伺いいたします。 

次に、学校から部活動がなくなった場合に想定される影響について伺います。 

先に述べたように、部活動は指導要領においては「学習意欲の向上や責任感、連

帯感の涵養」の役割、教育基本法および伝統的教育に照らせば「人格の完成」を目指

す役割があります。学校から部活動がなくなった際にこれらの役割が損なわれるこ

とを懸念します。 

さらには、具体的には自分を理解してくれる大人がいなくなることからの不安感、

学力ばかり評価されることによる自己肯定感の低下、学校または放課後における居

場所の喪失などを招きかねません。結果として学校に通う意義を感じづらくなり、

不登校などにもつながる可能性が高いと感じます。 

そこで伺います。部活動が学校からなくなった際、生徒にどのような影響がでる

と市は想定されておられますか。 

最後に、部活動の地域展開を実施しないとする学校や自治体への対応について伺

います。 

例えば熊本市では、当初は地域移行を段階的に進めていましたが、現場の実情や

地域の声を踏まえて、２０２４年に学校部活動継続、つまり地域移行は行わない方

針を決定、翌２０２５年に新しい学校部活動の在り方を制度化し、市として部活動

を残せる仕組みを作りました。 

具体的には、令和９年からを目途に以下の方針を掲げました。 

一つ、地域と連携して学校部活動を継続し、拠点校、部活動等を推進することで、

活動機会の確保・拡充を目指す。 

一つ、指導者に報酬を支払うとともに、指導を希望する教職員の兼職兼務を認め

る。 

一つ、地域や企業と積極的に連携し、地域に支えられた活動を展開する。 

指導者の募集にあたっては人材バンクを設置運営し、指導者の報酬を含めた部活

動の維持にかかる公費負担を１．５億円に抑えております。福井県全体と熊本市の

人口は同程度であります。この様に熊本市は、国の地域移行方針か従来の部活動か

の二択ではなく、子どものために最適な第三のモデルを示しました。 

そこで伺います。学校単位で、部活動の地域展開を実施しない、したくないとい

う学校に対して、教育委員会はどのように対応されますか。教育委員会の見解をお

伺いいたします。以上、理事者のご答弁をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 教育長、甲斐和浩君。 

○教育長（甲斐和浩君） まず、１点目の部活動が果たす教育的意義についてのご質問

にお答えいたします。 

学校部活動は、現行学習指導要領において「スポーツや文化、科学等に親しませ、



117 

 

学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に

資するもの」と示されており、学校教育の一環として、体育や特別活動など教育課

程との関連を図りながら行われており、生徒の多様な学びの場となっております。 

また、「生徒の自主的、自発的な参加により行われるもの」ともされており、すべ

ての生徒が一律に加入しなければならないものではなく、生徒の自主的な参加によ

り行われているものとされています。あわら市の学校部活動もその趣旨を踏まえて

行われてきました。 

部活動の地域展開を進めるにあたっては、国のガイドラインにおきまして、「部活

動の教育的意義を継承・発展させること」が明記されており、本市としましてもこ

の方針に沿って、保護者や指導者に理解を求めながら取り組みを進めているところ

でございます。 

   地域展開後の活動におきましても、学校との連携を維持したうえで、専門性を有

した指導者による活動を行うとともに、県や市が実施する指導者研修により資質向

上に努めながら、従来の教育的意義を損なうことなく、活動の質を維持・向上させ

ることができるよう進めてまいります。 

次に、２点目の部活動が学校からなくなる場合の生徒への影響についてお答えい

たします。 

学校から部活動がなくなり、放課後や休日の生徒の活動の場が減少した場合、ク

ラスメイト以外でつくられる友人関係が少なくなる、学習以外での学校生活の目標

が見つけにくくなる、ひいては生徒の意欲が低下するなど、様々な影響が考えられ

ます。 

あわら市では、少子化や子どもたちのニーズの変化により、学校単位では部活動

が成り立たない種目が増えていました。そこで、今申し上げましたような事態を招

くことがないよう、子どもたちの活動の場を確保するために、いち早く部活動の地

域展開を進めてきたところでございます。 

なお、昨日の見澤議員からのご質問でもお答えしたとおり、本市では、まずは休

日の部活動を地域展開することに重点を置き進めてまいりました。 

また、このことにより、平日の部活動が直ちになくなるのではなく、準備が整っ

た種目から順次、地域展開を進めることで活動の場を確保していきます。 

さらに、子どもたちのニーズに応じて新たな種目を設けるなど、活動の幅を広げ

ていきたいと考えております。 

   次に、３点目の学校の部活動維持の判断について教育委員会の方針はとのご質問

にお答えいたします。 

   部活動の地域展開を進めるにあたっては、地域展開を担当するコーディネーター

が中心となり、芦原中学校と金津中学校の両校長や部活動の顧問と協議を重ねてお

ります。これまでに「地域展開を実施しないでほしい」という意見は出ておらず、両

校とも前向きな姿勢を示しております。 

あわら市では、他市町に先駆けて部活動の地域展開を進め、今年の１０月には、
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今ある学校部活動の種目を維持した状態で、休日の部活動をすべて地域に移行いた

しました。今後は、平日も含め部活動の地域展開を進めてまいります。その際には

子どもたちのニーズを踏まえ、文化活動も含めた新たな種目も検討してまいります。 

いずれにしましても、あわら市は、部活動の地域展開につきましては、学校部活

動の教育的意義や役割を継承・発展させる活動であると考えております。 

したがいまして、学校長など教育現場の意見・要望もしっかり取り入れたうえで、

スポーツや文化活動を通じて、学校と家庭、地域が一体となって子どもたちを育て

る環境を構築していきたいというふうに考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ３番、中垣内えり香君。 

○３番（中垣内えり香君） ご答弁ありがとうございます。 

少子化などの問題から、あわら市がいち早く地域展開を進められたこと、また、

地域展開について学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展していただけること

理解いたしました。今後も子どもたちの成長にとって最善の形を市と学校と地域ク

ラブ、そして保護者がともに考え、連携できる体制作りを丁寧に進めていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは次の質問に入ります。続きまして、「みどりの食料システム戦略」の加速

と、本市農業の持続的発展に向けた「オーガニックビレッジ」への挑戦について質

問いたします。 

私は前回の一般質問において、地産地消や有機農業の重要性について質問をさせ

ていただきました。それから今日に至るまでの間、国政、すなわち国会の場におい

ても、「みどりの食料システム戦略」と「有機農業」を巡る議論は、さらに熱を帯び、

大きく進展しております。 

先日の国会質疑では、有機農業の拡大が単なる農業振興に留まらず、「国民の健康

長寿」や「食に対する感謝を育む食育」の観点からも極めて重要であるとの政府答

弁がなされました。 

国が、有機農業を「環境」だけでなく「健康・教育」の柱としても位置づけ始めた

今、あわら市としても、この流れを的確に捉え、農業政策を一段高いステージへと

引き上げるチャンスではないかと考えております。 

本日は、こうした国の最新動向と、本市も策定に参画した県の基本計画に基づき、

あわら市の農業の未来について提案を含め、質問をさせていただきます。 

１点目は、本市が参画している計画に関する現状認識と今後の道筋についてです。

あわら市は、令和５年３月に、福井県および県内他市町と共同で「福井県農林漁業

における環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」を策定しております。 

この計画では、２０３０年までの目標として、県全体で以下の具体的な数値目標

を掲げています。 

１．有機農業・特別栽培の取組面積を、２０２０年比で約３２％増の２，２００ｈ

ａに拡大する。 
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２．化学肥料の窒素成分量、および化学合成農薬の使用回数をそれぞれ１割削減

する。 

２０３０年まで、あと５年です。前回の質問の後、国会でも議論が深まったよう

に、国も県も確実にこの方向性を進めております。 

そこでお伺いします。この基本計画の目標達成に向け、あわら市として現在どの

ような進捗状況にあると認識されていますか。  

また、残り５年でこの３２％増等の目標を確実に達成するために、市として具体

的なロードマップや行動計画があれば教えてください。 

２点目は、その目標を達成するための具体的な手段についてです。 

前回の質問の際、ご答弁いただきました通り、有機農業の拡大には「栽培の手間」

や「コスト」や「収量」といった課題があります。これらを個人の農家さんの努力だ

けで解決するのは限界があります。 

だからこそ、国は今、「オーガニックビレッジ宣言」を行う自治体の支援に力を入

れています。 

この宣言を行い、国の認定を受けることで、「有機農業実施計画」の策定にかかる

１，０００万円規模の交付金や、試作や販路開拓などの実証事業に対する年間８０

０万円の支援や、転換期の農家を支える直接支払交付金の加算といった財政支援を

受けることができます。 

この国の支援を有効活用できれば、取り組みを面的に広げることが可能になるの

ではないでしょうか。 

そこでお伺いします。国会の議論でも追い風が吹いている今こそ、あわら市も「オ

ーガニックビレッジ宣言」を視野にＪＡ、生産者、実需者を含めた検討協議会を設

置し、計画策定を進めるお考えはないかお伺いいたします。 

３点目は、この戦略を進めることによる「市のメリット」についてです。 

国会の質疑でも触れられましたが、有機農業の推進は健康長寿にも寄与するとい

う視点が重要です。 

実際に、近年の研究では、栄養価の高い加工玄米や有機農産物を継続的に摂取し

ている集団は、そうでない集団に比べ、年間医療費が約４０％も低減されたという

データも示されています。 

ここで、説明資料の配付をさせていただきます。議長、資料の配布の許可をお願

いいたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 許可します。 

○３番（中垣内えり香君） お許しをいただきましたので、皆様、サイドブックスに配付

しました資料をご覧ください。この資料は、同志社大学大学院の研究チームと東洋ラ

イス株式会社が共同で発表した論文、加工玄米摂取による医療費削減のデータを抜

粋したものです。 

共同発表者の東洋ライス株式会社について簡単に説明します。皆様もよくご存知

のお弁当屋さん「ほっともっと」や定食屋「やよい軒」、そこで提供されているご飯
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の技術を持っている会社です。これら全国チェーンのご飯は全て東洋ライスの技術

による加工玄米の金芽米が採用されています。資料の説明に戻ります。 

和歌山県内の企業数社を対象に、社員食堂や家庭での主食を従来の白米から加工

玄米に切り替えた際、医療費にどのような変化があったかを追跡調査したものです。

資料４ページのグラフの右側Ｂ社やＡ社の推移にご注目ください。驚くべきことに、

この加工玄米の接種を開始した企業の社員１人当たりの年間医療費は、接種してい

ない一般県民の平均と比較してわずか１年で約４０％も減少したという結果が出て

おります。 

金額にしますと、和歌山県民の平均医療費が年間約１８万円であるのに対し、加工

玄米を摂取したグループは１２万円から１３万円台まで低下しました。特に、生活習

慣病の指標となる数値の改善や、体重の減少が顕著に見られ、これが医療費の大幅な

抑制に繋がったと分析されています。 

これは薬による治療ではなく、毎日食べるお米を変えただけで得られた結果です。

この４０％という数字をあわら市の国民健康保険特別会計に当てはめてみます。も

し、市民の２割、３割がこの高機能なお米や有機農産物を日常的に食べるようになれ

ば、数千万円規模での医療費削減効果が見込まれます。 

では、資料の説明を終わり、質問に戻ります。 

つまり、あわら市が「オーガニックビレッジ」となり、環境に配慮した安全で高栄

養な農産物を生産することは、単なる農業振興ではありません。 

それは、１．「健康長寿のまち・あわら」としての強力な都市ブランディングにな

り、２．あわら温泉などの観光資源と連携した「ウェルネスツーリズム（健康ツーリ

ズム）」の起爆剤となり、３．将来的には市民の医療費削減にも寄与するという、極

めて高い付加価値を生む「産業戦略」となります。 

そこでお伺いします。みどり戦略を単なる農政に限定するのではなく、あわら市

の「健康政策」や「観光政策」と連動した「高付加価値化戦略」として位置づけ、全

庁的に推進すべきと考えますが、市長のビジョンをお伺いします。 

以上、理事者のご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） まず、１点目の県・市共同策定「基本計画」の目標達成とロード

マップについてお答えをいたします。 

有機農業・特別栽培米のあわら市における取組面積は、令和２年度では１０８ｈ

ａであったものが、令和６年度においては１７３ｈａに拡大しております。率にし

て申し上げますと、約６０％増まで拡大しており、計画目標とする３２％増に既に

到達している状況にあります。 

また、化学肥料の窒素成分及び化学合成農薬の１割削減につきましては、「環境保

全型農業支援事業」に取り組む経営体は、既に５割の化学肥料・農薬削減に取り組

んでいます。取組面積も、令和２年度では１０４ｈａであったものが、令和６年度
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においては１４０ｈａと約３４％増と年々伸びてきており、今後も継続して、有機

農業等に取り組む経営体に対し支援を続けてまいりたいと考えております。 

次に２点目の目標達成の切り札としての「オーガニックビレッジ」宣言について

お答えをいたします。 

議員のおっしゃるとおり、有機農業の拡大には「栽培の手間」「コスト」の問題が

あるほか、慣行農業と比べて収量が少ない傾向にあり、安定供給に不安があること

から販路の確保が難しいこと、当該地域だけでなく近隣地域にも病害虫等の影響が

及ぶことなど、地域の農業者や住民の方の十分な理解を得なければならず、多くの

課題がございます。 

そのような課題解決ができていない中で、有機農業の生産から消費までを通して

地域全体で進める「オーガニックビレッジ」宣言については、現段階では難しいと

考えています。 

しかしながら、国の目指す「持続可能で環境負荷の少ない農業」の実現に向け、市

といたしましても今申し上げた課題を一つずつ解決し、また、スマート農業の導入

や促進など人材育成と経営支援など、農業者や地域の実情を踏まえた支援を行い、

「オーガニックビレッジ」宣言に向けて、今後検討を進めたいと考えております。 

次に３点目の環境負荷低減による「高付加価値」と「健康・医療費」の視点につい

てお答えします。 

国が定めた「みどりの食料システム戦略」の推進は、２０５０年までに食料シス

テムの環境負荷を減らしつつ、食料の生産力を高めることを目指す戦略であり、市

の役割は、地域の実情に合わせた環境負荷低減の農業や持続可能な農業の推進、ま

た有機農業の取組面積の拡大などと認識しております。 

ご質問の健康長寿や医療費削減といった効果は、食生活全体や生活習慣の改善な

ど複合的な要因によってもたらされるものでありますが、有機農産物の生産拡大な

どに伴う地域生産物の消費の拡大などもその要因の一つになるものと考えておりま

す。 

また、観光政策との連携については、まずは、生産者の理解・参画を得ること、そ

して生産者との繋がりや連携の仕組みを作ることが重要であると考えており、今後

の観光政策を進めて行く上で検討していく内容の一つであると考えております。 

本市としましては、農業者、観光事業者、市民が収穫体験イベントや料理教室な

ど、体験型の取り組みや、食育や健康づくり、また地産地消の取り組みを通じて地

域全体で持続可能な農業と魅力ある食文化を育み、「健康長寿のまちづくり」にも寄

与できるよう、関連する所管課と連携してこのような取り組みを進めていきたいと

考えているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ３番、中垣内えり香君。 

○３番（中垣内えり香君） ご答弁ありがとうございました。 

県と市が共同策定した基本計画について目標値を大幅に上回る達成をされている
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こと大変素晴らしく、県に対して誇れる成果だと感心をいたしました。 

また、提案させていただきましたオーガニックビレッジ宣言に向けては、市とし

て課題を一つずつ解決し、今後検討を進めていきたいとの前向きなご答弁をいただ

き、私としてはあわら市の農業の明るい未来を感じております。 

午前中の中嶋議員の質問と、市長のご答弁にもありましたが、農業は担い手不足

や従事者の高齢化などの多くの課題が山積みです。だからこそ、あわら市の農業を

環境と健康と観光を武器にした強い産業へと進化させていくことが必要だと思いま

す。 

若手の担い手や新規の就農者にもそういった魅力のある農業は「あわら市で農業

をやりたい」とあわら市を選んでくれる、そういった魅力になります。私も農業従

事者なので、そういった声は確実に聞いております。もちろん、観光農業もとても

大切です。 

あわら市の魅力ある農業づくりとして、強い産業へとさらに進化させていただく

ことを強く要望し、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

                                        

   ◎散会の宣言 

○議長（室谷陽一郎君） 以上で一般質問を終結いたします。 

  本日の日程は全て終了いたしました。明日からは１２月１６日までは休会とし、

休会中に付託されました案件について、それぞれの常任委員会において審査願いま

す。 

  なお、本会議は１２月１７日午前９時３０分から再開いたします。本日はこれを

もって散会します。お疲れ様でした。 

（午後２時０７分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  令和  年  月  日 

 

               議  長 

 

 

               署名議員 

 

 

               署名議員 
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第１２９回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ４ 日 
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                          午前９時３０分開議 
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日程第１１ 議案第８３号 あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正
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日程第１５ 議案第８７号 あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
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定について 
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制定について 
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日程第２２ 閉会中の継続調査の件（総務厚生常任委員会） 
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   ◎開議の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいまの出席議員数は、１６名であります。 

   よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前９時３０分） 

                                        

   ◎諸般の報告 

○議長（室谷陽一郎君） 諸般の報告を行います。 

○議長（室谷陽一郎君） 各常任委員会の閉会中における所管事務調査について、その

調査結果の報告を求めます。初めに、総務厚生常任委員会について、委員長、１

０番、島田俊哉君、報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） それでは、総務厚生常任委員会の行政視察についてご報告を

申し上げます。 

総務厚生常任委員会による行政視察を１１月の５日から７日の３日間の日程で行

いましたので、その成果等を学びを中心に概要をご報告いたします。今回の視察は

北海道の苫小牧市、札幌市、千歳市の三つの自治体の各分野の先進的な取り組みに

ついて視察研修を行いました。 

まず１日目の苫小牧市では「こどもどまんなかアクション」と「移住定住対策」に

ついて研修をしました。苫小牧市では行政だけでなく、企業や市民が一体となって、

子育てを支える仕組み作りが進められていました。 

特に印象的だったのは、青年会議所、ＪＣが始めた企業が中心となって子育てを

応援する取り組みである「ベビとま運動」を行政が引き継ぎ、市全体へ広げている

点です。「子どもに優しい企業」を認証し、目に見える形で応援する仕組みは、行政

が主導するのでなく市民と企業が子育てに参加する「共育」、共に育むという考えが

地域全体に広がりつつあることが確認できました。 

また、移住支援では、移住希望者一人一人に寄り添う姿勢が徹底されておりまし

て、相談者ごとにオーダーメイドで担当職員が丁寧に対応し、ワーケーション体験

など地域と関わる機会を段階的に提供していました。「まず来てもらう」機会を作る

ことで、ミスマッチの少ない移住に繋がっているとのことでした。 

２日目には札幌市におきまして、「カスタマーハラスメント対策」について研修を

しました。札幌市は全国でも先進的に職員の安全と尊厳を守るための「カスタマー

ハラスメント対策指針」を作りまして、２０２３年度から全庁的な取り組みを行っ

ております。 

一方、ハラスメント対策マニュアルは整備されていますが、接遇の基本指針とな
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るサービスマニュアルは未整備であり、現場の対応判断にばらつきがあるという課

題も把握しつつ、前進していることが共有されました。しかし、研修や事例共有を

通じて、職員の心理的安全性は確実に高まっており、「職員の安心が、市民のサービ

ス向上に繋がる」という考え方が組織全体に浸透しているなというふうに感じまし

た。 

最後の３日目は千歳市の「防災学習センターそなえーる」を視察しました。 

この施設は、体験型の防災教育を行う全国的にも貴重な拠点であり、地震体験装

置や煙避難体験など、災害を「体験しながら学ぶ」という工夫が随所に施されてお

りました。特に、子どもたちに向けた学校連携プログラムを展開し、子どもたちが

年間で１万人も訪れているという点からも、地域の防災文化の定着に大きく貢献し

ているということを学びました。 

あわら市におきましても、今後防災教育を進めるにあたり、この「体験による学

び」を中心に据えていく必要性を強く感じたところでございます。今回の視察研修

では、三つの自治体とも共通して、「人を中心にした行政運営」を行っているという

点でございました。 

苫小牧市では、企業と市民が子育てを担い、札幌市では職員が安心して働ける環

境作りが進められ、千歳市では子どもたちが防災を体験的に学ぶ環境が整っており

ました。あわら市におきましても、「人を起点にした施策」こそが、温かさと実効性

を両立する鍵であるというふうに強く実感いたしましたところでございます。 

以上で当委員会の行政視察の報告といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 次に、産業建設教育常任委員会について、委員長、８番、三上

寛了君、報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） 産業建設教育常任委員会では令和７年１１月５日から７日にか

けまして、広島県尾道市、そして香川県直島町および広島県福山市において、行政

視察を実施いたしましたので、その概要を報告いたします。 

今回の視察は、あわら市の産業、観光、まちづくり、そして教育政策への応用を目

的とし、特に文化芸術を軸とした地域ブランディングの可能性を探る視点で行われ

ました。 

まず、広島県尾道市では、サイクリングを通じた体験型観光のあり方と、商店街

観光拠点の再生について視察しました。 

尾道市では、「しまなみサイクル」としての統一ブランド戦略が確立されており、

民間が観光を牽引し、行政は制度整備やインフラ整備に特化するなど、役割分担が

機能的に行われていました。サイクリング初心者にも優しい受け入れ環境として、

ブルーラインの路上表示や休憩交流の場となるサイクルオアシスが整備されていま

した。 

まちづくりにおいては、「古いものを残しながら新しい価値を足す」という明確な
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意志が感じられ、古民家を再生した小規模店舗が街全体の統一感を保ちつつ、アー

ト思考の旅人を惹きつけていました。あわら市においては、北潟湖周辺など、温泉

自然農業スポーツを組み合わせた体験型観光ルートの整備や、観光を行政任せにせ

ずに、地域・事業者が一体で推進する民間主体・行政支援型の観光推進組織の検討

が必要だと感じました。 

次に、香川県直島町では、アートツーリズムと住民生活との共存のあり方を視察

しました。 

アートによる地域振興は、数十年間単位の積み重ねで形成されたものであり、観

光を牽引するのは民間で、町・行政は説明調整役に徹している点が印象的でした。

町が観光推進よりも、暮らしを守る交通と景観を重視しており、町営バスを住民の

足として運行し、料金を据え置く姿勢に行政の哲学が感じられました。 

島全体が「産業」、「文教」、「アート」の３エリアに整理され、生活と観光が分離し

つつ共存し、直島ホールのように公共施設もアート作品のように構成され、「芸術が

生活とともにある存在」となっていることを実感しました。 

あわら市への活用としては、行政が「調整者」として機能する直島のあり方を参

考に地域の資源を活かした回遊性ある文化芸術エリア形成を検討し、地域の日常に

アートを溶け込ませていくことが、街の豊かさや持続性を高める鍵となると感じま

した。 

最後に、広島県福山市では、イエナプラン教育を取り入れた学校運営と、地域と

の協働体制を視察しました。福山市の教育は「教える」より「共に学ぶ」という理念

に基づき、異年齢集団や対話を重視するサークル活動などを通して、子どもたちが

自分の学びを自分でつくる力を育んでいました。 

教職員約２，０００人が月に一度一斉研修を行うなど、教員育成が街の教育の柱

と位置づけられており、不登校児童への支援として、メタバースによる仮想空間で

の学びや地域フリースクールの活用など、多様な学びの選択肢が整えられていまし

た。 

地域学校協議会は単なる報告ではなく、地域が学校運営の教育パートナーとして

日常的に関わる協働体制が機能していました。あわら市においても、この協働体制

への発展と、誰一人取り残さない学びを実現するための多様な選択肢の構築が急務

であると考えます。 

今回の行政視察では、尾道市の体験型観光の発想、直島町の暮らしと芸術の融合、

福山市の子どもが主役の教育文化など、地域の魅力を最大限に引き出し、住民満足

度を高める先進的な取り組みを多く学びました。 

これらの知見を生かし、あわら市においても、観光、教育、まちづくりを横断的に

結びつける政策について深く議論していく必要があると考えます。 

以上、産業建設教育常任委員会の行政視察の報告といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 次に、議会運営委員会について、委員長、１４番、笹原幸信君、

報告願います。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １４番、笹原幸信君。 

○１４番（笹原幸信君） 議会運営委員会、行政視察の報告を行います。 

令和７年１０月２９日、３０日の２日間、議会運営委員会の行政視察を行ったの

で、その報告をいたします。 

まず、１０月２９日、岐阜県可児市議会において、視察を行った「予算・決算審査

のサイクル」について申し上げます。 

可児市議会では、議長と議選監査委員を除く２０名の議員で構成される予算決算

委員会で、予算および決算の審査にあたっています。予算決算審査サイクルの中で

最も注目すべき点は、決算審査を通して、次期予算編成に活かすための提言を市長

に行っているということであります。 

提言までの手順は、決算審査後、常任委員会の所管単位で分科会を設置し、具体

的な提案を検討、協議します。提案は、予算決算委員会における自由討議を経て、最

終的に全会一致をしたものを、市長に提出しております。 

なお、議会側の提言が、次年度予算編成にどのように反映されたかについて、執

行部から議会へ報告する仕組みが確立されており、議会の提言が一方通行で終わら

ない運用がなされています。 

審査時に使用する資料は、市の重要事業の進捗や結果を明確にするため、予算審

査では「重点事業説明シート」、決算審査では「重点事業点検報告」、いわゆる事務事

業評価シートが活用されており、議会審査の土台となっております。 

可児市議会は、こうした予算決算サイクルを核としつつ、議会報告会などで頂い

た意見を常任委員会で調査研究を重ね、一般質問とは別に、常任委員会として質問

する、「委員会代表質問」を行っています。 

可児市議会の先進的な事例を踏まえ、より効果的な予算決算審査体制の仕組みづ

くりを検討したいと考えております。 

次に、１０月３０日、岐阜県高山市議会において、「政策提言に関する取り組み」

について視察を行いました。 

高山市議会では、議会基本条例の柱である、「議論する議会」、「政策提言を行う議

会」を目指し、常任委員会を中心とした政策形成サイクルを構築しています。政策

提言は、常任委員会任期２年の間に、市民との意見交換会や執行部との議論、先進

地視察、専門家の意見を踏まえ、委員間で徹底した討議を行い、最終的に、全議員で

の政策討論会で合意形成を経た後、市長へ政策提言書を提出しています。 

政策提言には、「市民の意見を考慮した内容になっているか」、「政策の目的、方向

性、財政の見通しが具体的に示されているか」、「全議員の同意を得た内容であるか」

の３要件が認められ、議会の重要な活動になっています。また、高山市議会の取り

組みは、政策提言の制度化に向け、参考とすべき内容でありました。 

今回の視察研修を通して得た知見を、本市議会の議会力向上につなげていきたい

と考えております。 
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以上、議会運営委員会の行政視察報告でした。以上であります。 

○議長（室谷陽一郎君） 以上で諸般の報告を終わります。 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、見澤勇三君、８

番、三上寛了君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第７４号から議案第７８号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２から日程第６までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

これらの議案につきましては、予算決算常任委員会に付託し、審査を願っておりま

すので、堀田委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） すいません、ちょっと喉の調子が悪いので聞きにくい点が

あるかと思いますがご了承ください。 

予算決算常任委員会に付託されました議案の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案５件について、２つの分科会を設置し、所管事項

について慎重に調査いたしました。 

 これを受け、委員会を開催し、各分科会長から調査の報告を求め、審査の結果、 

賛成全員でいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。調査の過程で議論

されました主な質疑を申し上げます。 

最初に、議案第７４号、令和７年度あわら市一般会計補正予算（第５号）について

報告いたします。 

まず、総務課所管について申し上げます。 

職員人件費の１３３万９，０００円の増額に関連して、委員から職員の中途退職

について原因調査をしているのかとの質疑があり、理事者からは、最近は別の仕事

がしたいという理由が多いなど原因は把握しているとの答弁がありました。また、

一般職の給与水準を示すラスパイレス指数はどの程度かとの質疑があり、理事者か

らは公表の指数は９８．４となっており、県内では４番目となっているとの答弁が

ありました。 

次に、危機管理課所管について申し上げます。 

 嶺北消防組合負担金の４１８万６，０００円の減額について、委員からは、特別

的経費は消防団員の定員不足による減額かとの質疑があり、理事者からは、指摘の

とおりであり、消防団員の確保については、嶺北消防組合とも連携し、対策強化し

ていきたいとの答弁がありました。 

次に、政策広報課所管について申し上げます。 
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まち・ひと・しごと創生推進会議委員報酬の２万円の増額について、委員からは、

会議の回数が増えたのかとの質疑があり、理事者らは、総合振興計画を策定するに

当たって、まち・ひと・しごと創生総合戦略との統合のための協議が必要になり、会

議を１回追加開催することになったとの答弁がありました。 

次に、市民協働課所管について申し上げます。 

移住定住促進事業の６５万円の増額について、委員からは、移住就職等支援事業

負担金を県へ返還する費用ということだが、移住後の定住率向上のための伴走支援

の充実が必要ではないのかとの意見があり、理事者らは、県から委嘱されている移

住サポーターと協力し、移住者の定住率向上に努めていきたいとの答弁がありまし

た。 

次に、福祉課所管について申し上げます。 

障害児支援事業の２，２２０万円の増額について、委員からは、利用者が増加した

のかとの質疑があり、理事者からは、サービスを利用する児童数が増加するととも

に、利用日数も増加しているとの答弁がありました。 

次に、学校給食センター所管について申し上げます。 

 給食の原材料費２５０万円の増額について、委員からは、現在の精米価格や調達

方法について、契約は年度契約になっているのか、それとも市場価格に連動する形

になっているのか、また調達全体の仕組みについても教えてほしいとの質疑があり

ました。これに対し、理事者からは、地場産を使う目的で学校給食会を通じて農協

からあわら市産の精米を購入しており、価格改定は年２回、４月と１０月にあると

の答弁がありました。 

次に、文化学習課所管について申し上げます。 

はたちのつどい記念アルバム制作委託料の債務負担行為５８万９，０００円につ

いて、委員からは、紙のアルバムは今の若い人たちのニーズと合致しているのか、

オンラインアルバムとしてデータで渡すといった方法も、今後考えてもよいのでは

ないかとの質疑がありました。これに対し、理事者からは、実行委員会の場で相談

した結果、二十歳の皆さんから「データは自分のスマホでいつでも撮れるので、逆

に紙でもらえるのがありがたい」という意見があったため、紙のアルバムを継続し

ているとの答弁がありました。 

次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

トリムマラソン記録計時業務委託料の債務負担行為 １７４万４，０００円につ

いて、委員からは、第２２回の準備費約７０万円に対して債務負担行為が１００万

円増額となっているのはなぜかとの質疑がありました。これに対し、理事者からは、

約７０万円は今年度中に完結する業務、印刷やポスター制作であり、債務負担行為

１７４万４，０００円は令和８年度の予算で計上する別の業務であるとの答弁があ

りました。 

次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 イノシシ捕獲推進事業補助金の５０万円の増額について、委員からは、イノシシ
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の個体数が増加し、駆除費用だけが毎年増え続ける構造にならないよう、何らかの

対策が必要ではないかとの質疑がありました。これに対し、理事者からは、イノシ

シは増加スピードが速い動物であり、農業被害を出さないよう、農地への侵入を防

ぐ対策を講じていきたいとの答弁がありました。 

次に、観光振興課所管について申し上げます。 

 在日台湾人インフルエンサー活用事業のあわら市負担２００万円について、委員

からは、フォロワーの属性分析、旅行好き、２０代から４０代女性、日本グルメや温

泉に関心が高い層などを確認しているのかとの質疑がありました。これに対し、理

事者からは、あわら市のインバウンド客のうち約４割が台湾からの観光客であり、

２０代から４０代女性の旅行客が多いデータも踏まえ、そうした属性のフォロワー

を多く持つインフルエンサーに依頼したいと考えているとの答弁がありました。 

なお、そのほかの所管については、特段の質疑はございませんでした。 

次に、議案第７５号、令和７年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）については特段の質疑はございませんでした。 

次に、議案第７６号、令和７年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）につい

て申し上げます。 

 排水設備改良費４４３万３，０００円の増額について、委員からは、管路を早急

に改修しなければならない主な理由や改修距離を説明してほしいとの質疑がありま

した。これに対し、理事者からは、改修距離は９メートルであり、令和８年４月から

ＰＦＡＳ検査が義務付けられることに向けて、井戸と配水場の間に採水場や仕切弁

といった設備を設ける必要があるためとの答弁がありました。 

次に、議案第７７号、令和７年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

について申し上げます。 

下水道管渠清掃等委託料６１０万３，０００円の増額について、委員からは、下水

道管の隆起の原因は何が考えられるのか、市民は通常通り使用できる状態になって

いるのかとの質疑がありました。これに対し、理事者からは、地殻変動がなければ

隆起しないため、令和６年１月１日の能登半島地震のときに隆起したと想定してい

る。災害復旧事業としては認められないが、汚泥堆積による閉塞は清掃により解消

しており、原因を調査し修繕するため補正予算で対応するとの答弁がありました。 

最後に、議案第７８号 令和７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第１号）については、特段の質疑はございませんでした。 

以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、予算決算常任委員長の報告に対する総括質疑を許

可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、日程第２から日程第６までの討論、採決に入りま
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す。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７４号、令和７年度あわら市一般会計補正予算（第５

号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７４号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７４号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７５号、令和７年度あわら市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７５号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７６号、令和７年度あわら市水道事業会計補正予算（第

２号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７６号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 
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○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７６号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７７号、令和７年度あわら市公共下水道事業会計補正

予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７７号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７８号、令和７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計補正予算（第１号）について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７８号を採決します。 

 本案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７８号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第７９号から議案第９２号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第７から日程第１９までを、会議規則第３５条の規定に

より、一括議題とします。 

 これらの議案につきましては、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、
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各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。初めに、総務厚生常任委員長

の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １０番、島田俊哉君。 

○１０番（島田俊哉君） それでは、総務厚生常任委員会の審査の結果をご報告申し上

げます。 

当委員会は去る１２月９日に理事者の出席を求め、当委員会に付託されました議

案第７９号を初め、議案１０件について慎重に審査をいたしました。 

いずれも所要の措置であり挙手採決の結果、全ての議案が賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決しました。以下、議案の過程で議論されました議案４件にお

ける主な質疑を申し上げます。 

まず、議案第８３号、あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、委員からは、令和８年、来年３月から分別方法を統合し、

資源プラスチックの一括回収を開始するにあたり、最初はまごつくんじゃないかと

いうふうなことも考えられるので、地元説明会の実施をしないのかとの質疑があり

まして、理事者の方からは、地域からの要望を把握し、必要に応じて実施を考えた

いとの答弁がありました。 

続きまして、議案第８４号、あわら市災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、委員からは、災害弔慰金等審査委員会の設置について、

大災害も想定をすると、多数の自治体において災害弔慰金の支給対象となる事態が

発生すると、審査の公平性などの課題も想定されるので、広域的な設置をするんじ

ゃないかと考えていたけれども、あわら市では単独で設置することになったのかと

の質疑があり、理事者からは、国は広域的な審査会設置も視野に入れて認めている

と思われるが、福井県では自治体単位での設置を進めているというふうな答弁がご

ざいました。 

続きまして、議案第８５号、あわら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について、及び議案第８６号あわら市特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、この二つの条例制定は、

委員からは、子ども誰でも通園制度の令和８年、来年の４月からの実施について、

所要の条例を制定するものであるけれども、設備や運営の基準が事業実施者の負担

が増えないように市も支援すべきではないかとの意見がありまして、理事者からは

事業者に過度の負担がかからないように支援体制を整備したいとの答弁がございま

した。 

なお、その他の議案については特段の意見はございませんでした。 

以上、総務厚生常任委員会に付託されました議案の経過と結果をご報告申し上げ

ます。 

○議長（室谷陽一郎君） 続きまして、産業建設教育常任委員長の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（室谷陽一郎君） ８番、三上寛了君。 

○８番（三上寛了君） それでは、産業建設教育常任委員会の審査の報告を申し上げま

す。 

当委員会は、去る１２月１０日に理事者の出席を求め、当委員会に付託されまし

た議案３件について、慎重に審査いたしました。 

審査の過程で、３案はいずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決しました。以下、審査の過程で議論されました主

な質疑を申し上げます。 

まず、議案第８８号、あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改正する条例の

制定について、委員からは、基金残高の推移を鑑み、世帯割ではなく人数割で加入

してもらうのが平等ではないかとの問いがありました。これに対し、理事者からは、

農業者労災共済運営委員会で人数割も含めて議論したが、坂井市との統一的な見解

が必要なこともあり、今回は通院給付の半額とする変更で様子を見ることになった。

なお、過去５年に遡って通院給付半額でシミュレーションを行ったところ、ほぼ黒

字に転じるという結果になっているとの答弁がありました。 

次に、議案第９１号、公の施設の施設管理者の指定について、委員からは、指定管

理導入後、市民の利便性や使いやすさといったサービス向上をどのような指標で測

定していくのかとの問いがありました。これに対し、理事者からは、市が毎年実施

する市民アンケートや、指定管理者であるトリムクラブにも通年でアンケートを実

施してもらい、利用者の満足度を調査していくとの答弁がありました。 

また、委員からは、指定管理料について「その他」や「修繕料」などの内訳が不明

確であり、金額の妥当性を判断しにくいとして、納得できる資料の提出を求める意

見がありました。これに対し、理事者からは、記載額はあくまで上限額であり、令和

８年度当初予算で財政課の査定後の額を提示する。毎年収支の状況を見ながら指定

管理料は変わっていくとの答弁がありました。 

なお、議案第８９号、あわら市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定につ

いては特段の質疑はありませんでした。 

以上、産業建設教育常任委員会に付託されました議案の審査の経過と結果を報告

いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許可しま

す。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、日程第７から日程第１９までの討論、採決に入りま

す。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第７９号、あわら市公告式条例の一部を改正する条例の
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制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第７９号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第７９号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８０号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８０号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８０号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８１号、あわら市教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８１号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８１号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８２号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例及

びあわら市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８２号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８２号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８３号、あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８３号を採決します。 

 議案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８４号、あわら市災害弔慰金の支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８４号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８４号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８５号、あわら市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８５号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８６号、あわら市特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８６号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 
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 したがって、議案第８６号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８７号、あわら市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８７号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８８号、あわら市農業者労働災害共済条例の一部を改

正する条例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８８号を採決します。 

 本案に対する産業建設教育常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８８号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第８９号、あわら市文化財保護条例の一部を改正する条

例の制定について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第８９号を採決します。 

 本案に対する産業建設教育常任委員長の報告は原案可決であります。 
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 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第８９号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第９１号、公の施設の指定管理者の指定について、討論は

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第９１号を採決します。 

 本案に対する産業建設教育常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第９１号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第９２号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変

更について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第９２号を採決します。 

 本案に対する総務厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、議案第９２号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

                                        

   ◎議案第９３号の上程・提案理由説明・委員会付託 
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○議長（室谷陽一郎君） 日程第２０、議案第９３号、令和７年度あわら市一般会計補正

予算（第６号）についてを議題といたします。上程議案に対する提案理由の説明を

求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） ただいま上程されました議案第９３号、令和７年度あわら市一

般会計補正予算（第６号）について提案理由を申し上げます。 

議案第９３号、令和７年度あわら市一般会計補正予算（第６号）につきましては、

歳入歳出予算にそれぞれ１億１，５０５万９，０００円を追加し、予算の総額を１

８３億１，１１４万９，０００円とするものであります。 

それでは歳出の主なものを申し上げます。 

総務費では、知事選挙費で１，７００万円を計上しております。 

民生費では、障害者福祉費、老人福祉総務費及びこども園費で、物価高騰対策支

援金１，０４４万３，０００円、物価高対応子育て応援手当給付費で７，８００万円

を計上しております。 

土木費では、都市計画総務費で、社会資本整備総合交付金返還金９６１万６，０

００円を計上しております。 

続きまして、歳入の主なものについて申し上げます。 

国庫支出金では、総務費国庫補助金で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金１，０４４万３，０００円を、民生費、国庫補助金で、物価高対応子育て応援手当

支給事業補助金７，８００万円を計上しております。 

県支出金では、総務費委託金で、知事選挙委託金１，７００万円を計上しており

ます。 

繰越金では前年度繰越金９６１万６，０００円を計上しております。 

債務負担行為につきましては、民間提案事業設備投資補助金１億５，０００万円

を金津本陣にぎわい広場解体整地等事業１，７００万円を追加しております。 

以上ご審議いただき、妥当なるご決議を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（室谷陽一郎君） 本案に対する質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています議案第９３号につきましては、

お手元に配布の議案付託表のとおり、予算決算常任委員会に付託します。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案審査のため、暫時休憩いたします。 

（午前１０時３０分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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（午前１２時０６分） 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第９３号の議事を続けます。 

議案第９３号、令和７年度あわら市一般会計補正予算（第６号）については、予算

決算常任委員会に付託し、審査願っておりますので、予算決算常任委員長より、そ

の審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １２番、堀田あけみ君。 

○１２番（堀田あけみ君） 予算決算常任委員会に付託されました議案の審査の経過と

結果をご報告申し上げます。 

   当委員会に付託されました議案第９３号、令和７年度あわら市一般会計補正予算

（第６号）について、本日、本委員会を開催し、審査を行った結果、賛成多数で原案

のとおり可決すべきものと決しました。審査の過程での主な質疑を申し上げます。 

商工労働課所管について申し上げます。 

民間提案事業設備投資補助金１億５，０００万円の債務負担行為の設定について、

委員からは事業用定期借地期間が２０年ということは、２０年間は営業するという

ことか。また、借地料はどのくらいかとの質疑がありました。これに対し、理事者か

らは、契約上、定期借地は２０年間となっており、営業についても、その期間を目指

す形になると考えている。また、借地料は年間９１万２，０００円で、固定資産税の

おおむね３倍として算定しているとの答弁がありました。 

また、他の委員からは家屋と償却資産の固定資産税を３年間免除するとのことだ

が、免除しない場合、１年間の税額はどのくらいを想定しているのかとの質疑があ

りました。これに対し、理事者からは、１年間の家屋の固定資産税は約１７６万４，

０００円の見込みである。３年間では約５２９万２，０００円が免除となる。償却

資産は３年間で約４７４万６，０００円が免除となる。合わせて免除額は概ね１，

０００万円である。４年目以降は通常どおり課税されるため、２０年間運営した場

合、市の固定資産税として合計で約２，５００万円が入る計算となるとの答弁があ

りました。 

そのほかの事業について、特段の質疑はございませんでした。 

以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 

○議長（室谷陽一郎君） これより予算決算常任委員長の報告に対する質疑を許可しま

す。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 議案第９３号、令和７年度あわら市一般会計補正予算（第６
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号）について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、議案第９３号を採決します。本案に対する予算決算

常任委員長の報告は原案可決です。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成多数です。 

 したがって、議案第９３号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

◎発議第７号の上程・趣旨説明・質疑・討論・採決 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２１、発議第７号、あわら市市議会の議員の議員報酬期

末手当および費用弁済に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） １４番、笹原幸信君 

○１４番（笹原幸信君） あわら市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、発議第７号を提出いたします。提

出に係る趣旨説明を行います。 

議長のご指名がありましたので、発議第７号、あわら市議会の議員の議員報酬、

期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての趣旨説

明を申し上げます。 

本案につきましては、令和７年の人事院勧告に準じ、議会の議員の期末手当につ

いて所要の改正を行うものであります。内容といたしましては、本年１０月期の期

末手当を１．７２５月から１．７７５月に０．０５ヶ月引き上げることとあわせ、令

和８年から６月期と１２月期を平準化し、期末手当を１．７５月に改正するもので

あります。 

所定の賛同者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をよろし

くお願いをいたします。なお、条例案につきましては、お手元に配付の通りであり

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（室谷陽一郎君） これより本案に対する質疑を許可します。 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 質疑なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） ただいま議題となっています発議第７号につきましては、会
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議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（室谷陽一郎君） 発議第７号、あわら市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 討論なしと認めます。 

○議長（室谷陽一郎君） これより、発議第７号を採決します。本案を原案のとおり

決定することに賛成または反対のボタンを押してください。 

（賛成・反対者ボタンにより表決） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 表決漏れなしと認め、表決を確定いたします。 

○議長（室谷陽一郎君） 賛成全員です。 

 したがって、発議第７号は、原案のとおり可決することに決定しました。 

                                        

◎閉会中の継続調査の件（総務厚生常任委員会） 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２２、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

総務厚生常任委員長から会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付しまし

た申し出書の通り、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

○議長（室谷陽一郎君） お諮りします。 

○議長（室谷陽一郎君） 総務厚生常任委員長から申し出の通り、閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出の通り、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

                                        

◎閉会中の継続調査の件（産業建設教育常任委員会） 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２３、閉会中の継続調査の件を議題とします。 

産業建設教育常任委員長から会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付し

ました申し出書の通り、閉会中の継続調査の申し出があります。 

○議長（室谷陽一郎君） お諮りします。 

○議長（室谷陽一郎君） 産業建設教育常任委員長から申し出の通り、閉会中の継続調

査とすることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長から申し出の通り、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

                                        

◎議員派遣の件 

○議長（室谷陽一郎君） 日程第２４、議員派遣の件を議題とします。 

○議長（室谷陽一郎君） お諮りします。 

○議長（室谷陽一郎君） 本件につきましては、お手元に配付した資料のとおりであり

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 異議なしと認めます。 

よって、資料のとおり派遣することに決定しました。 

なお、諸般の事情により派遣事項に変更が生じた場合は、議長に一任願います。 

                                        

   ◎閉議の宣言 

○議長（室谷陽一郎君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（室谷陽一郎君） 閉会にあたりまして、市長より発言の申し出がありますので、

これを許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（室谷陽一郎君） 市長、森之嗣君。 

○市長（森 之嗣君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

本定例会におきましては、１１月２５日の開会以来、２３日間にわたり提案いた

しました議案につきまして、慎重なるご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りま

したことを厚く御礼を申し上げます。 

さて、令和７年を振り返りますと、北陸新幹線芦原温泉駅開業から２年目を迎え、

本市は、福井の北の玄関口として、関東圏を初め、全国各地から多くの皆様にお越

しをいただきました。この開業効果を一過性のものに終わらせることなく、市内全

域に波及させ、持続させるため、様々な施策に取り組んでまいりました。 

まず、芦原温泉では、あわら湯のまちみらいプロジェクトにより、芦原温泉街の

滞在性、周遊性を高める社会実験を実施し、今後はその結果を踏まえ、芦原温泉の

魅力を一層高めてまいりたいと考えております。 

また、星野リゾート様の進出が決定したほか、２年連続となる第３８期竜王戦第

２局あわら対局の開催など賑わいを創出する取り組みを積極的に展開いたしました。 

次に、芦原温泉駅西口の金津本陣にぎわい広場では、日本マクドナルドホールデ



147 

 

ィングス株式会社様と出店に向けた協議を進めることとなりました。このたびのマ

クドナルド進出を契機に、芦原温泉駅前が家族や友人と楽しく過ごせるエリアとし

て、更なる賑わいが生まれることを期待しておるところでございます。 

福祉と教育に関しては、市内小学校の給食費を１０月から全額無償化し、昨年度

の中学校に続き、子育て世代の経済的な負担軽減を実現いたしました。県内の市で、

小中学校の給食費を全額無償化したのは、本市が初めてであり、今後も未来を担う

子どもたちの健やかな成長を支えるため、子育て支援施策の充実に努めてまいりま

す。 

ふるさと納税では、１０月末での寄附額が前年同月比の約１．８倍の８億６，４

０６万円と前年を大きく上回っております。これは、返礼品の磨き上げや新規開拓

に注力してきたことによるもので、地域資源の魅力発信および財源確保の両面で大

きな成果があったと考えております。 

来たる令和８年も市民の皆様が安心して住み続けたいと思えるまちづくりを目指

し、暮らしやすくて幸せを実感できるまちの実現に向け全力で取り組んでまいりま

すので、議員各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

令和７年も残すところ１０日余りとなり、寒さが身にしみる季節となりました。

議員各位におかれましては、体調管理に十分ご留意され、新年を健やかに迎えられ

ますとともに、市民の皆様にとりましても、良き新年となりますことをご祈念申し

上げまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（室谷陽一郎君） 第１２９回あわら市議会１２月定例会を閉会するに当たりま

して、一言ご挨拶申し上げます。 

本年７月の選挙により多くの新人議員を迎え、今期議会では新たな視点のもと、活

発で建設的な議論を重ねてまいりました。また、議長として、議論する議会、開かれ

た議会をテーマに、議会運営に努めてまいりましたが、今定例会におきましても、皆

様とともに少しずつではありますが進めることができたものと受け止めております。 

閉会中におきましても、各常任委員会並びに特別委員会においては、それぞれの所

管事項に基づき、調査、研究、現地視察など積極的な閉会中活動が行われます。こう

した継続的な委員会活動により、議会の政策提言力を高め、市政の質を向上させる重

要な役割を果たすものと期待しております。 

また、執行部におかれましては、本定例会を通じて議会運営にご協力を賜りました

こと、改めて感謝申し上げます。今後も議会として緊張感のある二元代表制のもと、

市民の声を市政に的確に反映できるよう、不断の改革に取り組んでまいりたいと思

います。 

寒さ厳しい時期となりますが、議員各位、執行部の皆様におかれましては、健康に

十分ご留意いただき、地域と市民のため、それぞれの立場でご尽力いただきますよう
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お願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（室谷陽一郎君） これをもちまして、第１２９回あわら市議会定例会を閉会と

いたします。 

（午前１２時２０分） 
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